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令和元年８月 

桜井市 



（施策評価について） 

 

 桜井市では、事業を実施した後、各事業単位で振り返りを行い、行政運営の改善

を図るために事務事業評価システムにより行政評価を実施してきましたが、第５次

桜井市総合計画の策定を契機として、事務事業評価システムに加えて施策評価シス

テムを導入しました。 

 施策評価とは、施策レベルでの事業効果を測定し、施策目的を達成するための資

源配分を行うためのシステムで、これにより総合計画の進行管理を行います。 

 

（施策評価シートの見方） 

 

１． 施策概要「PLAN（計画）」 

第５次桜井市総合計画基本計画に掲載している施策ごとの「市民生活

の目標像」「目標像の説明」「施策の取り組み方針」を転記しています。 

 

２． 実施結果「DO（実施）」 

事業費については、施策に関連する事務事業評価結果より合計額を転

記しています。 

「平成３０年度の実施内容」については、施策に関する実施結果概要

を記入しています。 

「まちづくり指標」は、第５次桜井市総合計画基本計画に掲げたもの

を転記しています。 

「施策管理指標」は、施策の進行管理を行うために設定したものです。 

 

３． 施策の分析「CHECK（評価）」 

 「達成度」「ニーズの方向性」について記入しています。また、平成 21

年度と平成 25 年度及び平成 28 年度に行った市民アンケート結果を転記

しています。 

 

４． 今度の方向性「ACTION（改善）」 

 「課題」「施策展開の方策」について記入しています。 

 

５． 事務事業の分析と今後の方向性 

 施策に関連する事務事業（「中期実施計画掲載事業」）及び各課庶務事

業にかかる施策結果を転記しています。事業の方向性については、当該

事務事業の方向性について記載しています。また、優先度については、

来年度において施策の成果を達成するために優先的に取り組む事務事業

をチェックする項目です。 

 A：所管する他の事業と比べ特に力を入れて取り組む事業 

 B：現状維持でこれまで通り取り組む事業 

 C：現状より事業規模を小さくする事業・完了、休止の事業 

なお、重点的な資源配分を行う事務事業や、他の事務事業に優先して実

施すべき事務事業を優先度の判断基準としているため、必ずしも、事業

の方向性と一致するものではありません。（例えば、事業の方向性が「拡

充」であったとしても、優先度という観点から「B」と判断している場合

があります。 



関連組織 秘書課

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　市民・事業者・市役所が協力し合ってより良い地域づくりに取り組んでいる

目標像の
説明

　市民・事業者・市役所がそれぞれの知識、経験等特性に応じて、持てる力を出しあって協力する事により活
気にあふれた地域づくりに取り組んでいる。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 総務部

施策番号 1-1 施策名 協働の地域づくり 主担当課 市民協働課

3,708 千円 4,587 千円 4,868 千円

取り組み
方針

　より良い地域づくりのため、パートナーである市民、事業者が活躍し地域の力を最大限に発揮できるよう、情
報交換の場や機会の提供といった仕組みづくりを行い、各主体のまちづくりの役割分担等を明確にします。ま
た、協働を進めるための市政情報の積極的提供、市民・事業者の意見の把握、整理などを行い、まちづくりの
主体間の信頼関係を構築していきます。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

平成30 
年度の 

実施内容

・桜井市市民協働推進補助金交付事業として、事業審査会・報告会を実施（交付事業：１２事業）
・出前講座の実施（全３８回・参加者１２５６名）
・アダプト・プログラム（美化清掃活動）の実施（１３団体）
・市民協働セミナーとして、地域活動参加を促すためのセミナーを１回開催
・協働推進会議において「協働推進補助金制度」の見直し後の評価を行う

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「協働の地域づくり」が達
成されたと感じる市民の
割合

%

① 協働事業の数 事業

45 50

70%

― ― ―

②
協働による計画・企画策
定件数

件

50 55

55

60事業

48 52 ―

60

60件(累計)

52 56 ―

―

②

施
策
管
理
指
標
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市民協働課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明
協働推進会議で協働推進補助金実施要綱の大幅な制度変更の結果、平成３０年度は補助金応募団
体数が前年度２．５倍増となる。又、アダプトプログラム応募団体数が１２団体から１３団体、出前講座応
募者数が、１２４７名から１２５６名と増加した結果となる。

施策番号 1-1 施策名 協働の地域づくり 主担当課

重要度 4.26

アンケート 平成25年度 達成度 2.42 重要度 4.20

ニーズの
方向性

判定

説明

出前講座アンケートの意見では、災害対策、高齢
者対策に対する要望・関心が多かった。これらの
課題に対し、地域交流の重要性・コミュニティネッ
トワークの構築が必要である。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.34

進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

･平成２４年に協働指針が策定されてから７年経過したが、まだまだ協働に対する啓発が市民に行き届いてお
らず、地域に生じた問題も市民要望として全て行政が解決するべきものであるという行政依存の考えがあり、
協働のまちづくりが進んでいない。行政に対して単に陳情・要望していくだけに留まらず、市民も自分達が地
域の課題解決のために何が出来るのか考えていくことが必要であり、このような行政依存体質からの脱却が必
要である。
・協働の仕組みについて、一定の効果はあるが、あくまで担当課（市民協働課）の所掌範囲に留まり、全庁的
な拡大や発展がみられない。市職員全員に市民協働の観点からの既存事業を見直す意識をもつ必要があ
り、従来、公助で行なっている市の事業を、自助・共助によるものへの見直しを検討し、各課主導で協働事業
への転換を考えていくことが必要である。

施策展開
の方策

・従来同様の市民への啓発活動を継続していくことと併せて、庁内協働推進員に研修を実施するなどして庁
内の協働の機運を高め、全庁的・多角的な取組を実施していく。
・市民協働課でのみ協働事業への転換を考えるのでなく、行財政改革の担当部署と連携し、施策で設定する
目的を達成するための事務事業を行う部署へ働きかけるなど、組織横断的かつ戦略的な取組を考えていく。

結果 平成28年度 達成度 2.47 重要度 4.15

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 1-1 施策名 協働の地域づくり 主担当課 市民協働課

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

協働推進事業
市民協働
課 協働推
進係

現状
維持

補助金制度の大幅な変更を行なったので、今後は制度変更の検
証を行なっていく。

B

B

3
任意の
自治事
務

市民活動支援事
業

市民協働
課 協働推
進係

現状
維持

桜井市市民活動交流拠点が多くの方々に活用していただけるよう
積極的なPRを行っていく。

B

2
任意の
自治事
務

協働支援事業
市民協働
課 協働推
進係

現状
維持

補助率や補助率限度額など大幅に制度をリニューアルし、助成団
体数増を図っていく。今後は補助金制度変更の検証と啓発を行っ
ていく。

B

5
任意の
自治事
務

桜井市表彰式の
実施

秘書課 秘
書係

現状
維持

今後も市表彰条例に基づき適切に実施する。 B

4
ゼロ予
算

職員出前講座事
業

市民協働
課 協働推
進係

現状
維持

市民ニーズに合った講座メニューの改善・拡大を目指すとともに、
利用者の利便性のため、平成31年度以降は申請先を各担当課と
する。

7

6

9

8

12

11

10

3



75％

61 58 ―

②
市民活動交流拠点利用
率

%

71 70 72

施
策
管
理
指
標

40

45団体

33 34 ―

3

3.0%

2.67 2.27 ―

70%

― ― ―

②
市民活動団体登録者割
合

%

3 3

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「市民活動の支援」が達
成されたと感じる市民の
割合

%

① 市民活動団体登録数 団体

41 40

平成30 
年度の 

実施内容

・自治会活動への支援として、市で傷害保険に加入し、活動時の傷害事故への補償を行った。
・集会所改修事業2件、掲示板設置事業2件に対し、補助金を交付した。
・自治連合会へ補助金を交付し、研修等の事業を実施した。
・市民活動交流拠点を設置し、団体の支援を実施した。（登録団体：34団体、利用率：58％)

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

72,594 千円 608,703 千円 137,685 千円

取り組み
方針

　市民がお互いに信頼しあい協力して暮らせるまちをつくるために、防災や地域コミュニティの基礎となる自治
会と行政の連携を強化するとともに、自治会やＮＰＯなど市民活動団体に対する技術、人材、資金調達等に関
する情報や活動場所の提供、リーダーをはじめとした人材育成の支援を行うことで、市民活動の活性化を図り
ます。
　また、市民一人一人が積極的に活動に参加できるよう、いろいろな生活に係る情報交換の機会を充実させ、
情報の収集及び発信を支援します。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

関連組織 総務課,商工振興課

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　市民が協力しあいながら、積極的に地域の活動に取り組み、活気のあるまちづくり活動をしている

目標像の
説明

　市民がお互いに信頼できる楽しく明るい地域をつくるために、市民どうしが協力しあいながら複雑化する地域
の課題解決に取り組むとともに、市民団体などもまた、技術的、経済的に自立して活動している。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 総務部

施策番号 1-2 施策名 市民活動の支援 主担当課 市民協働課

4



進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

・自治会役員の高齢化が進み、役員等の担い手が少なくなり固定化している。また、若者世代の共働きが増
え、自治会活動に参加できない人が多くなりつつある。
・市民活動交流拠点は、現在市が直営で運営しているが、その運営においては、登録団体が自主的に組織
する運営協議会の意見を踏まえて行ってきた。しかし、近年の運営協議会の会議は、拠点の運営に関する意
見交換や登録団体同士の交流といった本来の目的から離れて、単に行政に対して陳情・要望する場になって
いる。このことから市民団体の行政への依存体質を改善し、行政と対等な立場で活動する自立した主体となる
ように啓発する必要がある。

施策展開
の方策

・各自治会の実態及び課題、ニーズを把握しそれに即した事業や制度を検討する。
・人口減少や過疎化に対応するため、地域ごとに課題を整理し支援する。
・市民活動交流拠点運営協議会について、市の関与を減らして自主運営を促すことにより、単に行政に対して
陳情・要望する機関であることから脱却させ、個々の登録団体についても行政と対等な立場で活動する自立し
た主体となるようにしていきたい。

結果 平成28年度 達成度 2.57 重要度 3.86

重要度 3.93

アンケート 平成25年度 達成度 2.50 重要度 3.86

ニーズの
方向性

判定

説明

市民と行政の協働のまちづくりを推進していく上
で、地域コミュニティの役割は大きく、活気ある住
みよいまちにするためには、市民活動団体等との
協働の取組みが不可欠である。官民において交
流、協働が活性化すれば、まちづくりの活性化に
寄与していく。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.46

市民協働課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

自治会への取組みアンケート調査を実施。各自治会での運営上の課題や取組みを把握し、学習会に
おいて地域で工夫を凝らしている自治会の活動発表を行い、各自治会活動の参考になるよう学習会を
開催した。また、自治連合会事業として継続的に事業を実施し、研修会や県外視察研修を行い、地域
の課題や解決に向け、自治会活動の強化と自治振興を図った。市民活動交流拠点の登録団体も３４団
体と年々微増している。

施策番号 1-2 施策名 市民活動の支援 主担当課

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい

5



12

11

10

9

8

A

7

6
任意の
自治事
務

まほろばセンター
の運営

商工振興
課 商工・
統計係

拡充
まほろばセンターリニューアル工事に伴い、平成29年12月1日より
休館中。　平成31年4月から業務委託でミズノスポーツサービスが
運営。平成30年度は工事中のため、利用実績なし。

B

5
任意の
自治事
務

自治会集会所等
の整備等に対する
補助金交付事業

市民協働
課 市民生
活係

現状
維持

集会所は地域コミュニティ活動の拠点となる施設であり、引き続き
事業を実施することにより地域活動を促進し、地域の活性化、自
治会の健全な育成を図る。

B

4
任意の
自治事
務

自治連合会事業
への補助金の交
付事業

市民協働
課 市民生
活係

現状
維持

市民と行政の協働のまちづくりを推進していく上で、地域コミュニ
ティの役割は大きく、各地域の調整、指導的な役割を担う自治連
合会の協力は不可欠である。地域自治会組織のリーダである連
合会員の意識や知識の向上を目的とする事業への行政支援の充
実を図る。

B

3
任意の
自治事
務

自治会への事務
連絡委託事業

市民協働
課 市民生
活係

現状
維持

自治会の自主的活動の促進を図る目的からも重要な事業である
が、市からの自治会への要請が増加する中、市と自治会が協力
体制を図り、事業を進めていく。

B

2
任意の
自治事
務

自治会奉仕活動
支援事業

市民協働
課 市民生
活係

現状
維持

より安心して自治会活動を実施するため、今後も支援の充実を図
る。

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

戒重集会所の管
理委託事業

総務課 資
産管理係

現状
維持

戒重集会所基金により地元が運営する。 B

５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 1-2 施策名 市民活動の支援 主担当課 市民協働課
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関連組織 秘書課,総務課,議事課,選挙管理委員会事務局

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　市民にとって最適な行政経営が行われ、社会情勢の変化や地域課題に柔軟に対応している

目標像の
説明

　市民が、市の行政経営状況に満足しており、市役所内部組織体制も情勢変化に迅速かつ柔軟に対応して
いる。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 市長公室

施策番号 1-3 施策名 行政経営 主担当課 行政経営課

120,658 千円 128,839 千円 233,643 千円

取り組み
方針

　高齢化社会の到来や進展する地方分権の流れなど、刻々と変化する社会情勢の変化を的確に捉え、地域
の課題に対して柔軟に対応するためにヒト、モノ、カネを適切に配分して、戦略的に行動するとともに、市民と
の適切な役割分担のもと、市民にとって最適な行政経営を行っていきます。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

平成30 
年度の 

実施内容

・条例の制定・改廃等の例規整備業務を、従来以上に効率的かつ適正に行うことを目的として、例規システム
の入れ替えを行った。
・議会運営や議会活動に関する資料の作成･収集を行うとともに、関係部局との調整を行った。
・令和3年度からの10年間を計画期間とする、第6次総合計画の策定作業（期間は3年間）を開始した。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「行政経営」が達成され
たと感じる市民の割合

%

① 総合計画進捗率 %

80 80

70%

― ― ―

②
目標を達成した施策の
割合（施策評価）

%

30 30

80

100%

95.3 88.4 ―

30

30%以上

11.6 11.6 ―

―

②

施
策
管
理
指
標

7



行政経営課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

・現行の第5次総合計画の進行管理を、事務事業評価及び施策評価等により適切に行うことができた。
・令和3年度からの10年間を計画期間とする、第6次総合計画の策定作業を、予定通り開始することが出
来た。
以上のことから、達成度についてはＡ判定とする。

施策番号 1-3 施策名 行政経営 主担当課

重要度 4.33

アンケート 平成25年度 達成度 2.40 重要度 4.23

ニーズの
方向性

判定

説明

現在の市の厳しい財政状況に加え、少子高齢社
会の進展が予測されること、また、市民の関心度
も極めて高いことから、効率的かつコンパクトな行
政組織の構築とその運営のあり方について、今後
も研究等を行っていく。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.25

進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題
・近年、市の人口とともに、職員の数も減少していることから、令和3年度の新庁舎建設を機会として、現在の桜
井市の人口・職員の規模に適合した、また、今後の社会の動向も見据えた、コンパクトで効率的な組織の構築
が必要となる。

施策展開
の方策

・現行の第5次総合計画に定める重点施策を実現するため、事務事業評価や施策評価の手法を用いて、引き
続き適切な進行管理に取り組んでいく。
・令和3年度からの10年間を計画期間とする第6次総合計画について、来年9月議会への基本構想と基本計画
の上程を目指し、策定作業を進めていく。

結果 平成28年度 達成度 2.38 重要度 4.24

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 1-3 施策名 行政経営 主担当課 行政経営課

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

法令審査会の運
営、例規等の整備

総務課 文
書広報係

現状
維持

条例、規則等の制定・改正や廃止など、適正な例規整備を行う。 B

A

3
ゼロ予
算

議案書等作成事
務

総務課 文
書広報係

現状
維持

各課と調整のうえ、条例等提出議案の作成を行う。 B

2
任意の
自治事
務

文書管理等事務
総務課 文
書広報係

現状
維持

公文書等の適正な保存・管理及び廃棄を行う。

B

5
任意の
自治事
務

公用車の整備及
び総括管理

総務課 資
産管理係

現状
維持

公用車の整備及び総括管理を適正に行う。 
また、安全運転についての研修を引き続き行う。

B

4
任意の
自治事
務

庁舎管理
総務課 資
産管理係

現状
維持

本庁舎・分庁舎・西分庁舎の管理を適正に行う。

B

7
任意の
自治事
務

都市問題の調査
研究

行政経営
課 行政経
営係

現状
維持

今後も引き続き研修等に参加し、様々な機会を活用して諸問題を
調査研究する。

B

6
ゼロ予
算

秘書業務
秘書課 秘
書係

現状
維持

業務に支障をきたさないよう努める。

B

9
任意の
自治事
務

庁内企画調整事
務

行政経営
課 行政経
営係

現状
維持

近年、政策間で連携が必要となる取り組みが増加しているため、
引き続き各部局間の調整を行い、円滑な行政運営を図る。

B

8
任意の
自治事
務

行政評価の実施
行政経営
課 行政経
営係

現状
維持

平成３１年度より行政評価と予算編成の連携手法を検討するにあ
たり、外部評価を一時的に非公開とし制度の向上を図る。

A

11
任意の
自治事
務

第6次桜井市総合
計画の策定

行政経営
課 行政経
営係

現状
維持

平成30年度でまとめた資料をもとに、策定部会・審議会を適宜開
催し総合計画（案）を策定する。

A

10
任意の
自治事
務

重点施策推進事
業

行政経営
課 行政経
営係

拡充
地方創生の取り組みを重点施策に位置づけ、引き続き取り組みを
進める。また、第６次総合計画の策定に伴い、地方版総合戦略の
見直しを進める。

A12
ゼロ予
算

組織・機構改正事
務

行政経営
課 行政経
営係

現状
維持

組織の業務分担の整理など、必要に応じて組織改正を行う。平成
３１年度は、新庁舎建設に伴う組織配置とともに、効率的な組織改
正を検討する。
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 1-3 施策名 行政経営 主担当課 行政経営課

事業の
方向性 平成32年度

13
ゼロ予
算

政策会議の開催
行政経営
課 行政経
営係

現状
維持

政策決定に必要な調査及び計画の立案並びに総合調整を行い、
円滑な行政運営を図る。

B

C

15
任意の
自治事
務

議会活動の支援
議事課 庶
務係

現状
維持

引き続き円滑な議会運営及び議会活動が行われるような支援を
行う

B

14 庶務
行政経営課庶務
事業

行政経営
課 行政経
営係

現状
維持

B

17
義務的
な事務

裁判員候補者予
定者名簿及び検
察審査員候補者
予定者名簿の調
整事務

選挙管理
委員会事
務局 選挙
係

現状
維持

司法に対する国民の理解の増進と信頼の向上を図るため適正な
事務を行う。

B

16
義務的
な事務

選挙執行事務

選挙管理
委員会事
務局 選挙
係

現状
維持

公明かつ適正な選挙執行を図る。

19

18

21

20

24

23

22
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150,000

72,094 124,149 ―

② ふるさと寄付金収入額 千円

6,000 70,000 100,000

施
策
管
理
指
標

96

96.0％

103.6 102.6 ―

117

113.2%

94.2 ―

65%

― ― ―

②
財政健全化判断比率（将来
負担比率）

%

124.6 120.8

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「行財政運営」が達成された
と感じる市民の割合

%

① 経常収支比率 %

96.5 96

平成30 
年度の 

実施内容

地方税法に基づき、適正な課税及び滞納処分等を行い、市民の税負担の公平性の確保に努めるとともに、桜井市のPR及び
ふるさと納税の使途等を紹介し、支援をよびかけ、寄付額の増加につながる取組を行った。また、効果的かつ適切な公金執
行となるように使途の適正化を図るとともに、必要な行政サービスの提供について、適正に監査、検査及び審査を行った。ま
た、住民票・戸籍等の窓口事務、住民票等についてのコンビニ交付の運用、公有財産等の管理、公共施設再配置方針及び
アクションプランに基づく進行管理、指定管理者の評価、固定資産評価の委員会運営及び財務諸表の作成、交付税算定、予
算編成、予算執行管理、決算分析等の事務を行った。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 365 日 365 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

318,471 千円 877,246 千円 391,380 千円

取り組み
方針

　市民の税負担の公平性の確保と、行政が実施するすべての事業の目的や成果、優先度、進捗状況等の的確な分析を行
い、税金の効率的かつ効果的な活用を図るとともに、新しい公共の考え、民間活力の利用向上の仕組みを構築していきま
す。
　そして、税金が適切に活用されるよう、行政評価の活用を図りながら、将来負担・財政リスクを踏まえた確実な計画・執行管
理を行います。また、ふるさと寄付金の確保に努め、活用を図ります。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

730 日

関連組織 行政経営課,総務課,税務課,出納課,監査委員事務局,市民課

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　市民は、公平な負担のもとに税金が適切に活用されることにより、必要な行政サービスを受けている

目標像の
説明

　市民は、それぞれの所得や生活状況に応じた適切で公平な税の負担と、行政による適切な活用により、地域を支援するた
めの必要な行政サービスを必要な時に受けることができる。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 総務部

施策番号 1-4 施策名 行財政運営 主担当課 財政課
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進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

・税負担の公平性の確保のため、引き続き課税客体の把握に努める必要がある。
・行政サービスの更なる適正な提供を図るための取組を実施する必要がある。
・公金の適正な支出に関する、市民の関心が高まっており、今後、住民監査請求への対応が必要である。
・将来の人口減少や財政見通し等を踏まえ、公共施設の総量縮減・最適化、有効活用、適切な維持保全に取り組む必要があ
る。
・少子高齢化、人口減少、公共施設の見直し等を踏まえた、中長期的な財政計画や執行管理を行う必要がある。

施策展開
の方策

・申告指導の徹底と関係各機関との連携による課税客体の把握を行うとともに、不動産・動産・債権等の差し押さえ等の滞納
処分についても引き続き取り組む。
・桜井市商工会等と連携することにより、ふるさと寄附金制度の促進を図り、更なる寄附金の確保に努めていく。
・個人情報の保護を確保しながら、更なる行政サービスの利便性の向上を図る。
・公金支出に対する着実な監査、検査及び審査を実施し、適正な事務のための内部統制や法令順守の徹底を図っていく。
・平成28年度に策定した公共施設等再配置方針及びアクションプランに基づき、公共施設の総量縮減について取り組んでい
く。
・持続可能かつ弾力的な行財政基盤を確立するため、少子高齢化、人口減少、公共施設の見直し等を踏まえた中長期的な
財政計画や執行管理を行っていく。
・財政健全化の実現を図るため、平成３１年度から５年間を計画期間とする行財政改革アクションプランについて、適切な進捗
管理を行っていく。

結果 平成28年度 達成度 2.38 重要度 4.24

重要度 4.33

アンケート 平成25年度 達成度 2.40 重要度 4.23

ニーズの
方向性

判定

説明 引き続き、公平かつ適正な取り組みが求められている。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.25

財政課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

財政健全化を目指しつつ、政策実現のための施策として、行財政改革アクションプランに基づき、ふるさと寄附金の獲
得、住民票等のコンビニ交付、市有資産の有効活用、公共施設の見直し、中期財政計画の策定等を実施している。ま
た、適正な課税を行うとともに徴収については、納期内納付の呼びかけ、滞納者へのきめ細かな対応、適切な滞納処
分の実施に取り組んだ結果、県内１２市の徴収率においては、８年連続の最上位となっている。これら各種行政事務の
着実な実施と税負担の公平性の確保、行財政改革アクションプランの取組実績に基づき、Bと判定している。

施策番号 1-4 施策名 行財政運営 主担当課

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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B12
義務的
な事務

決算関連事務
財政課 財政
係

現状
維持

引き続き、適切に決算に関わる事務を行い、統計調査などを県等に報告す
る。

B

11
義務的
な事務

予算編成・執行管理
事務

財政課 財政
係

現状
維持

引き続き、適切に予算編成に関わる事務及び適正な執行管理に関わる事
務を行う。

B

10
義務的
な事務

地方交付税関連事
務

財政課 財政
係

現状
維持

引き続き、適切に地方交付税に関わる事務を行う。

B

9 ゼロ予算
財務会計システムの
活用

財政課 財政
係

現状
維持

より正確な会計・予算編成処理を図るため、平成30年度予算より新財務会
計システムを導入し、引き続き効率化を図る。

B

8
任意の
自治事
務

財務指標の作成と公
表

財政課 財政
係

現状
維持

平成28年度決算から、「統一的な基準」による財務諸表を作成する事となっ
た。固定資産台帳を含めた財務諸表の再整備が完了したことが、事業費減
の要因である。 
財務諸表の作成が統一された事から、今後は他団体との比較も容易とな
り、公共施設の見直し等への活用も期待できる。

B

7 庶務 市民課庶務事業
市民課 市民
係

現状
維持

B

6
義務的
な事務

住民基本台帳事務
市民課 市民
係

現状
維持

住民にかかる行政サービスの基盤として管理運営していく必要があるため
継続する。

B

5
法定受
託事務

戸籍事務
市民課 市民
係

現状
維持

戸籍事務の適正化、迅速化を図り、市民サービスを向上するために継続す
る。

B

4
任意の
自治事
務

証明書等コンビニ交
付事業

市民課 市民
係

拡充 広報等の周知活動の拡充により利用率の上昇をめざす。

B

3
任意の
自治事
務

指定管理者の選考
等事務

総務課 資産
管理係

現状
維持

指定管理施設に期間満了が近づく際、次の指定管理期間の募集が始まる
前に指定管理の継続の是非について、多角的に検討を行ったうえで選考を
行う。

B

2
任意の
自治事
務

公有財産等管理
総務課 資産
管理係

現状
維持

公有財産及び普通財産の適正な管理を行う。

事業の方
向性 平成32年度

1
義務的
な事務

固定資産評価審査
委員会の運営

総務課 文書
広報係

現状
維持

固定資産評価審査委員会の円滑な事務運営等を行う。 B

５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 1-4 施策名 行財政運営 主担当課 財政課
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B24
任意の
自治事
務

固定資産税課税事
業

税務課 固定
資産税係

現状
維持

引き続き民間活力を導入しながら、土地・家屋・償却資産等の適正評価や
課税客体の正確なデータを引き続き把握する。

B

23
義務的
な事務

法人市民税課税事
業

税務課 市民
税係

現状
維持

適正な課税に向けて事業継続する。 B

22
義務的
な事務

個人住民税課税事
業

税務課 市民
税係

現状
維持

適正な課税に向けて事業継続する。

B

21
義務的
な事務

軽自動車税課税事
務事業

税務課 市民
税係

現状
維持

適正な課税に向けて事業継続する。 B

20 ゼロ予算
市民税課税客体把
握事業

税務課 市民
税係

現状
維持

調査を強化、継続する。

B

19 庶務 税務課庶務事業
税務課 収納
管理係

現状
維持

B

18
義務的
な事務

各種税務協議会負
担金及び共同啓発
事業負担金

税務課 収納
管理係

現状
維持

適正な事務運営と各市との情報交換等、相互の円滑な連携のため負担金
を支出する。

B

17
義務的
な事務

市税過誤納金還付
金の支出

税務課 収納
管理係

現状
維持

今後も地方税法・市税条例（要綱）の規定に基づき過誤納金が発生すれば
速やかに還付手続きを行う。

B

16
任意の
自治事
務

収納事業
税務課 収納
管理係

現状
維持

納期限のすぎた市税について、督促状を送付し納付を促し、早期相談業務
を行っているが、それでも納付されない場合は、催告書等を送付する。ま
た、悪質な滞納者に対し財産調査をし、差押処分を実施する。

B

15
任意の
自治事
務

ふるさと寄附金ＰＲ事
業

税務課 収納
管理係

拡充
更に寄附額を伸ばすため、ふるさと納税専用ポータルサイトを利用し、桜井
市をPRしていく。

B

14
任意の
自治事
務

桜井市たばこ商業組
合補助金

税務課 収納
管理係

現状
維持

たばこ税確保のため、組合と連携して販売促進に向けた積極的なPRのため
補助を実施する。

事業の方
向性 平成32年度

13 庶務 財政課庶務事業
財政課 財政
係

現状
維持

B

５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 1-4 施策名 行財政運営 主担当課 財政課
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B36 庶務
監査委員事務局庶
務事業

監査委員事
務局 監査係

現状
維持

B

35
義務的
な事務

監査業務
監査委員事
務局 監査係

現状
維持

財政健全化に関する審査及び適正な会計処理検査の定期監査、例月出
納検査を実施する。

B

34
任意の
自治事
務

監査委員及び事務
局職員の事務研修

監査委員事
務局 監査係

現状
維持

奈良県都市監査委員会が主催する研修会が年間４回近畿都市監査委員
会、全国都市監査委員会が主催する研修会が３回あるが、すべて参加し、
他団体での研修会にも内容を精査しながら受講する。

B

33 庶務 出納課庶務事業
出納課 出納
係

現状
維持

B

32
義務的
な事務

行政不服審査会事
務

出納課 出納
係

現状
維持

審査請求があった場合には、国民の権利利益の救済と、行政の適正な運
営の確保を目的に、審査請求の事務手続き及び行政不服審査会開催に伴
う事務処理を円滑に行っていく。

B

31 ゼロ予算 備品管理事務
出納課 出納
係

現状
維持

財務会計システムで各課入力・管理が可能となったため、事務処理等の助
言を行い、適切な備品管理に努める。

B

30
任意の
自治事
務

物品購入に係る入札
事務

出納課 出納
係

縮小 現状の内容を精査し、引き続き適正な入札執行を行う。

A

29
任意の
自治事
務

会計事務
出納課 出納
係

現状
維持

引き続き、適正な会計事務を行う。 B

28 ゼロ予算 行財政改革の推進
行政経営課
行政経営係

拡充
平成31年度以降は、「政策実現に必要な財源を確保するための行財政改
革」をテーマに財政健全化を最優先課題とし、行財政基盤の確立を図る。

B

27 ゼロ予算
市有財産ファシリティ
マネジメント推進委員
会の開催

財政課 ファ
シリティマネ
ジメント推進
係

拡充
未利用財産の有効活用、施設の効率利用を行っていくことは、収入確保や
支出抑制のためには必要不可欠であるので、推進委員会を開催し今後の
方向性を検討していく。

A

26
任意の
自治事
務

市有施設最適化整
備更新基金への積
み立て

財政課 ファ
シリティマネ
ジメント推進
係

拡充
市有施設の最適化整備及び更新に多額の費用が必要であり、将来に向け
今後、より一層、基金に多くの金額を積み立てできるようにする必要がある。

事業の方
向性 平成32年度

25 ゼロ予算
固定資産税課税客
体把握事業

税務課 固定
資産税係

現状
維持

税務署など関係機関と連携を図りながら課税客体の把握及び申告・指導を
継続していく。

B

５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 1-4 施策名 行財政運営 主担当課 財政課
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―

②

施
策
管
理
指
標

72,874

72,493円（△
5％）

73,141 76,495 ―

70

80%

54.5 49 ―

65%

― ― ―

② 職員提案率 %

55 65

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「行政活動の改善」が達
成されたと感じる市民の
割合

%

①
市民一人当たりの職員
人件費

円

73,637 73,256

平成30 
年度の 

実施内容

・退職者の補充を基本とした職員採用を行った。
・人材育成業務として、各種研修機関への派遣を中心とした職員研修の実施、人事評価制度の運用としては
主幹級以上の職員に本格実施及び全職員への試行を行った。
・各種健康診断、健康相談等、職員の健康と安全衛生管理等を行った。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

104,585 千円 107,609 千円 146,749 千円

取り組み
方針

　すべての行政職員が、自分の所属部署に関わらず、「市民が快く、満足して利用できる市役所」を目指し、市
民に対して適切に対応できるように、専門知識の習得や行政能力、接遇能力の向上など、資質の維持向上を
図ります。
 また、「市民の皆さんに信頼され、質の高い行政サービスを提供できる市役所」を目指し、職員が常に問題意
識・改革意欲・チャレンジ精神を持って職務に挑み、個々の能力が発揮できる「職場の環境整備」を行いま
す。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

関連組織 総務課

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　市民は行政事務の改善と効率化及び適切な職員の対応により、快く行政サービスを受けている

目標像の
説明

　市民をはじめとした市役所を訪れる全ての人が、利用する課、担当する職員に関係なく皆平等に快く行政
サービスを受けている。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 市長公室

施策番号 1-5 施策名 行政活動の改善 主担当課 人事課
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進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題
今なお厳しい財政状況にあり、職員数の適正化により職員数が減少した中においては、市民サービスの低下
を招かないよう時代のニーズに対応できる職員の育成、業務の効率化を行う必要がある。また、近年の働き方
改革の中で職員の健康保持やワーク・ライフ・バランスの充実に向けて適切な健康管理を行う必要がある。

施策展開
の方策

　職員数が減少した中で、重点施策の実現や、諸制度の改正や市民ニーズの多様化等により業務量が増加
していることに対応するためには、職員の人材育成が益々重要となる。
　そこで研修センターを始めとする研修機関への派遣研修を活用しながら、効率的かつ効果的な研修事業の
展開、職員の仕事に対するモチベーションを向上させるべく人事評価の運用を行う。
　また一方で、職員の心身の健康保持、増進のため健康管理事業においては、現在行っている各種検診の
見直しを図り、効率的かつ効果的な検診の検討及び実施し、職員の健康面でのサポートを十分にできるように
する。

結果 平成28年度 達成度 2.38 重要度 4.24

重要度 4.33

アンケート 平成25年度 達成度 2.40 重要度 4.23

ニーズの
方向性

判定

説明

職員数適正化の取り組みにより職員数が減少して
いる中、行政事務の改善と効率化を行い、住民
サービスを向上させるための職員の人材育成と健
康管理は今後益々重要となる。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.25

人事課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

市民に対して質の高いサービスを提供するためには、職員の能力、資質の向上と、健康の保持・増進
に努める必要がある。その取り組みとして、まず職員の人材育成に関しては、研修センター等の各種派
遣研修を最大限に活用できたと考え、また人事評価制度の運用においても、平成２８年度から主幹級
以上の職員への本格実施及び全職員への試行導入により、人材育成のツールとしての役割を果たすこ
とができた。さらに職員の健康管理面に関しては、各種健康診断、健康相談の取り組みを行い、職員の
心身の健康保持、増進に寄与できたと考える。

施策番号 1-5 施策名 行政活動の改善 主担当課

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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B12 庶務 人事課庶務事業

人事課 人
事研修係・
給与厚生
係

現状
維持

B

11
義務的
な事務

職員人材育成業
務

人事課 人
事研修係・
給与厚生
係

縮小

職員研修は組織運営上必要不可欠なものであるため、継続して
時代のニーズに応じた研修を実施する。 
特に人事評価制度の定着と、平成27年度より導入した特定研修
（JIAM・ｱｶﾃﾞﾐｰ等）の参加促進を図る。平成３１年度以降は、効率
的かつ効果的な研修を実施するよう見直しを行う。

A

10
義務的
な事務

職員健康・安全衛
生管理業務

人事課 人
事研修係・
給与厚生
係

縮小

職員の健康管理及び職場環境の整備は、安定した組織運営を行
うために必要不可欠であるため、今後も健診受診率の向上と職場
環境の適性を意識しながら継続して実施する。平成３１年度以降
各種検診のあり方について見直しを検討する。

B

9
任意の
自治事
務

職員給与管理業
務

人事課 人
事研修係・
給与厚生
係

現状
維持

人事院勧告、県人事委員会勧告、国や他の地方公共団体の動向
を見ながら適切な給料を決定の上、対象者への適正な給与の支
給に努める。

B

8
任意の
自治事
務

職員人事管理業
務

人事課 人
事研修係・
給与厚生
係

現状
維持

職員採用と人員配置は組織運営上必要不可欠である。今後も前
年度退職者の補充を基本とした職員採用と、適正な人員配置を
行う予定とする。また、採用者確保に向けた取り組みを積極的に
行う必要がある。

B

7
任意の
自治事
務

市民行政サービス
システム整備

総務課 情
報化推進
係

現状
維持

市民からのインターネットによる行政サービス（申請受付等）を推
進する。

B

6
任意の
自治事
務

行政情報ネット
ワーク基盤の整備

総務課 情
報化推進
係

現状
維持

パソコン配備の充実と、情報ネットワークの信頼性の向上を目指
す。

B

5
任意の
自治事
務

ネットワーク運用
管理・セキュリティ
対策

総務課 情
報化推進
係

拡充
セキュリティポリシーの運用、実施手順書の策定、セキュリティ監査
を実施する。

A

4
任意の
自治事
務

情報系全庁型業
務システムの導入
整備

総務課 情
報化推進
係

拡充
現行システムの確実な運用を行い、ＧＩＳ共通基盤、統合文書管
理システムの整備を検討する。

A

3
任意の
自治事
務

業務系オンライン
システムの整備・
運用管理

総務課 情
報化推進
係

現状
維持

システム稼働率向上のため障害発生時の適切な対策と対応の実
施を行い、システムの開発・改修や最適化を適切に行う。

A

2
任意の
自治事
務

情報化推進の支
援

総務課 情
報化推進
係

現状
維持

職員の情報リテラシー及び情報セキュリティに対する意識の向上
を図る。

事業の
方向性 平成32年度

1
義務的
な事務

公平委員会の運
営

総務課 文
書広報係

現状
維持

公平委員会の円滑な事務運営等を行う。 B

５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 1-5 施策名 行政活動の改善 主担当課 人事課
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関連組織 議事課

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　市民や行政が多様な情報手段を有効に活用し、情報の受発信を積極的に行っている

目標像の
説明

　地域に関係なく、市民や行政がインターネットや広報紙など、多様な情報共有の手段を活用し、高度な情報
収集・発信を行っている。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 総務部

施策番号 1-6 施策名 情報共有の充実 主担当課 総務課

201,792 千円 261,980 千円 210,810 千円

取り組み
方針

　高度情報化が進み、インターネットの利用が普及する中、居住地や年齢、障害の有無などによる情報格差の
解消のためデジタル情報を利用しやすい環境を整えるとともに、広報紙等多様な情報交流手段を効果的に活
用し、桜井市の貴重な歴史情報など桜井市の特性を理解するための情報をはじめ、市民が生活の中で求め
ている情報の把握に努め、市民に関心を持ってもらえる情報を提供していきます。
　デジタル情報技術についてはその双方向性を活用し、行政情報等の積極的な提供・防災情報等の発信とと
もに、パブリックコメント等市民の意見を聞く広聴の利用、高齢者、障害者等との情報の受発信の促進を図りま
す。
　また、インターネット利用においては、利用者が加害者、被害者にならないように市民に対する意識啓発を行
います。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

平成30 
年度の 

実施内容

　市公式SNSのひみこちゃんTwitterを台風接近時における注意喚起を行う危機管理発信ツールとして利用し
拡充を行った。
　ホームページのセキュリティー向上を実施した。（個人情報保護等のため、全ページ常時SSL対応（暗号化）
の実施）また通信事業者に対し、光ファイバーの未整備地域に当該設備を整備するために必要な財政的補助
を実施した。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「情報共有の充実」が達
成されたと感じる市民の
割合

%

①
お気づきポストの利用者
数

件

100 100

70%

― ― ―

②
パブリックコメント等の意
見提出数

件

10 10

100

１００件

40 33 ―

10

10件

8 4 ―

200千件

203 192 ―

②
ホームページアクセス件
数

千件

200 200 200

施
策
管
理
指
標
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総務課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

　平成28年4月号に広報紙のリニューアルを実施し、以降、読み手が親しみやすく、見やすい広報紙の
作成を行っている。その結果、広報紙に対する感想や要望、意見等が多く寄せられるようになり、広報
紙の充実については、一定の評価を受けている事がうかがえる。
　また、ひみこちゃんTwitter（市公式SNS）を危機管理ツールとして利用を開始し、Twitterの特徴であ
る、即効性を利用することで、緊急時に素早い情報発信が可能となった。

施策番号 1-6 施策名 情報共有の充実 主担当課

重要度 3.62

アンケート 平成25年度 達成度 2.68 重要度 3.74

ニーズの
方向性

判定

説明

SNS（FacebookやTwitter等）を用いた情報発信
は、今や一般的となり、市の情報発信の手法とし
て取り入れていくべきと考える。また、市ホーム
ページにおいて、アクセシビリティに考慮しただれ
でも利用しやすい情報取得のための環境整備が
必要と考える。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.59

進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

　広報紙は、より見やすく、より分かりやすい形で市民の求める情報を発信していくべきものであるため、市民
からの意見等を参考に検証等を実施し、より高いレベルを維持していく必要がある。しかし、現在の広報紙レ
ベルを維持していくためには、広報紙作成を担う職員の負担増加と能力に依存してしまうことが懸念される。
　ひみこちゃんTwitter（市公式SNS）の運用は、広報担当者と各課ﾂｲｰﾄ投稿者が共同で情報発信を行えるよ
うになった。しかし、それだけではSNSの充実を図ることは難しく、各課職員の広報に対する意識を育てていく
ことが課題となる。また、Twitterは、即効性の高い情報発信ツールであるため、各課職員がその危険性を認識
し、投稿内容の確認及びセキュリティー確認などを認識する必要がある。
　さらには、今後、市政への市民参加の推進を図る観点から、常にアンテナを広く張り、市民が必要としている
情報を的確に把握し、市民が市政に関する正確で分かりやすい情報を迅速かつ容易に得られるよう情報提供
の充実を図る必要がある。

施策展開
の方策

　広報紙の作成については、現在の広報紙のレベルを保ちつつ、作成工程方法の見直しを行いながら、コスト
削減を図る。また、多くの市民に市政に関心を持ってもらうため、市のホームページ等の充実を図り、積極的な
情報発信を行う。
　Twitterの運用については、さらなる充実を図るために各課ﾂｲｰﾄ投稿者の増加と投稿者への操作研修及び
セキュリティー研修の実施を行う。
　情報の提供は、受取る側に理解されなければ意味がない。そのため、事業等の内容や目的、性格等に応じ
て、適宜適切な時期・方法を検討し、受けとる側の立場で情報作成を行い、わかりやすい情報の提供を行って
いく。

結果 平成28年度 達成度 2.76 重要度 3.72

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 1-6 施策名 情報共有の充実 主担当課 総務課

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

広報・広聴等事務
総務課 文
書広報係

現状
維持

お気づきポストやホームページの問い合わせフォームを通じて、
広く意見を聴く。市行政に関する各種情報提供を行うため、各課
のホームページ内容の拡充を図る。

B

B

3
任意の
自治事
務

桜井市個人情報
保護条例の適正
施行（審議会）

総務課 文
書広報係

現状
維持

例規の趣旨に基づく適正な個人情報保護を行う。 B

2
任意の
自治事
務

桜井市情報公開
条例の適正施行
（審査会）

総務課 文
書広報係

現状
維持

条例の趣旨に基づく適正な情報公開事務を行う。

B

5
任意の
自治事
務

デジタルデバイド
対策

総務課 情
報化推進
係

現状
維持

携帯基地局の保守運用は引き続き行い、情報通信網の格差解消
のため、インフラ整備や利用しやすい環境を維持する。

B

4 庶務 総務課庶務事業
総務課 文
書広報係

現状
維持

B

7
任意の
自治事
務

議会情報の発信
議事課 議
事係

拡充
引き続き、議会だよりの充実に努め、議会映像を広く市民に閲覧
してもらえるよう事業の見直し、広報に努め、開かれた議会を目指
せるよう、議員の補佐や事業の提案を行っていく。

B

6 庶務 議事課庶務事業
議事課 庶
務係

現状
維持

9

8

12

11

10
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関連組織 秘書課,環境総務課

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　周辺市町村と連携し、効率的な行政活動が行われている

目標像の
説明

　周辺市町村との連携のもと、行政サービスをより一層充実・快適に受けることができるよう、行政事務の統合
やサービスの共有を行い、行政財産が効率的に活用されている。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 市長公室

施策番号 1-7 施策名 広域行政の推進 主担当課 行政経営課

15,884 千円 13,482 千円 13,539 千円

取り組み
方針

　住民ニーズの多様化により単独の自治体として対応が困難なことが増加しています。自治体の枠を超えて対
処することが求められる消防などの事務や市民活動への対応、そしてコスト効率化が期待される国民健康保
険や介護保険などの事務に関し、関係団体と市民理解を深めながら広域化を進めていきます。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

平成30 
年度の 

実施内容

・宇陀市、曽爾村、御杖村とともに、桜井宇陀広域連合として、介護･障害認定等の事務の効率化を図り、ま
た、各種事業を連携して実施した。
・広域高速交通の実現に向け、リニア中央新幹線建設促進奈良県期成同盟会および「奈良県にリニアを！の
会」に、引き続き参画した。
・「奈良県桜井・宇陀地域ごみ処理広域化推進協議会」において、ごみ処理の広域化について協議した。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「広域行政の推進」が達
成されたと感じる市民の
割合

%

①
広域で実施した事業へ
の参加者数

人

3,000 3,000

50%

― ― ―

②
広域行政化による事務
の効率化

事業

4 4

3,000

3,000人

1,642 1,170 ―

4

5事業(累計)

4 4 ―

―

②

施
策
管
理
指
標
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行政経営課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

・桜井宇陀広域連合として、圏域市村と連携して、介護･障害認定等の事務や各種事業を滞りなく実施
することができた。
・「奈良県桜井・宇陀地域ごみ処理広域化推進協議会」において、ごみ処理の広域化について、継続し
て協議を重ねた。
以上のことから、Ｂ判定とする。

施策番号 1-7 施策名 広域行政の推進 主担当課

重要度 4.26

アンケート 平成25年度 達成度 2.22 重要度 4.22

ニーズの
方向性

判定

説明

人口減少や、それに伴う職員数の減少により、今
後は、一つの自治体によるフルセットの行政運営
が困難になることが予測されるため、県が推奨す
る「奈良モデル」をはじめ、広域での事業連携の
必要性は高まっていくと考える。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.11

進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題
・ごみ処理の広域化について、「奈良県桜井・宇陀地域ごみ処理広域化推進協議会」において協議を継続し
ているものの、現時点では明確なスケジュールを打ち出すことが出来ていない。今後とも協議を重ねる必要は
あるが、他の枠組みの可能性についても並行して模索する必要がある。

施策展開
の方策

・ごみ処理の広域化については、現在の枠組みである「奈良県桜井・宇陀地域ごみ処理広域化推進協議会」
において協議を重ねると共に、他の枠組みの可能性についても模索していく。
・桜井宇陀広域連合においては、圏域市村との連携を一層密にすることで、今後も各種事業に取り組んでい
く。

結果 平成28年度 達成度 2.25 重要度 4.16

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 1-7 施策名 広域行政の推進 主担当課 行政経営課

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

各市長会等との連
携

秘書課 秘
書係

現状
維持

市長会、副市長会の例会等に出席して、他市との交流を深めると
ともに、情報の交換・収集にも努める。

B

B

3 庶務 秘書課庶務事業
秘書課 秘
書係

現状
維持

B

2
任意の
自治事
務

リニア中央新幹線
建設促進
奈良県期成同盟
会等への加盟

秘書課 秘
書係

現状
維持

リニア中央新幹線建設促進奈良県期成同盟会や「奈良県にリニ
アを！」の会の活動に今後も参画していく。

B

5
ゼロ予
算

市町村間連携事
業への参加

行政経営
課 行政経
営係

廃止
／休
止

本事務事業として広域連携を行っておらず、各課の個別事業単
位で広域連携が図られていることから、本事務事業を廃止する。

C

4
任意の
自治事
務

奈良県桜井宇陀
地域ごみ処理広
域化推進協議会
の運営

環境総務
課 庶務係

現状
維持

奈良県桜井宇陀地域ごみ処理広域化推進協議会の開催を行
い、ごみ処理事業の効率化を図っていく

B

7
義務的
な事務

桜井宇陀広域連
合との連携

行政経営
課 行政経
営係

現状
維持

平成30年度ふるさと振興事業は、御杖村担当のもとで実施する。
引き続き、構成市村とともに圏域の活性化に資する事業を連携し
て実施する。

B

6
ゼロ予
算

国・県との連絡調
整事務

行政経営
課 行政経
営係

現状
維持

国・県からの情報を庁内に提供し、情報共有を行うことで、市の事
業を円滑に進められるよう調整を行う。

9

8

12

11

10
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関連組織

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　市民が桜井市の歴史や食や文化を深く理解し、その魅力を発信することで、来訪者は市内をめぐりながら
地域との交流のなかで観光を楽しんでいる

目標像の
説明

　市民は市内で開催される勉強会への参加や、各種のイベントにおける市民どうしの交流などを通じて、桜
井市の歴史や桜井市が有する優れた歴史的文化遺産、あるいは四季折々の旬な魅力ある情報を得てお
り、その情報を「もてなしの心」を持って積極的に来訪者へも伝えている。
　そして国内外の来訪者が地域のすばらしい自然や歴史遺産に触れ、魅力を感じて観光をしている。また
市内を巡りながら食や工芸品、あるいは伝統文化を楽しんでいる。そこには心癒される多くの交流があり、
顔なじみの来訪者もあちこちに見られる。このような人の流れが、地域産業の活性化にもつながっており、
地域経済にも潤いをもたらしている。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 まちづくり部

施策番号 2-1 施策名 観光の振興（もてなしのまちづくり） 主担当課 観光まちづくり課

90,776 千円 84,218 千円 49,019 千円

取り組み
方針

　市民が興味を持ち、楽しめる情報を提供するために、市民組織、観光関連団体、地元事業者などとの情
報交換の機会を充実させながら、来訪者がどのように過ごしたいかという観光ニーズを丁寧に把握し、把握
した情報を、一時的ではなく、人々の心に長く残るようなストーリー性のある形にして発信するよう努めていき
ます。そしてそのような情報を市民が十分に認識するとともに、市民との交流を通じて来訪者に確実に届く
ように、観光の様々な場面における観光客と地元市民の接点づくりに努めます。また地域の多様な産業間
の連携を促し、観光をきっかけとした産業を育成していきます。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

平成30 
年度の 

実施内容

本市の認知度向上と誘客を目的に首都圏における東京フォーラムの開催、ＶＪＴＭや県主催の商談会、奈
良まほろば館や東京交通会館でのプロモーション活動を行った。また、記紀万葉のふるさと桜井をＰＲする
取り組みや地方創生推進交付金を活用したおもてなし協議会事業、インバウンド戦略事業、地域ブランド
事業、相撲連携事業等を行った。また、長谷寺参道を安全に散策できるよう交通規制、小型バスの運行等
の社会実験を実施した。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「観光の振興」が達成さ
れたと感じる市民の割合

%

①
市内での観光振興に向
けた講演会や学習会の
参加者人数(市主催）

人

1500 1500

70%

― ― ―

②
産業連携を促す観光企
画の実践数

企画

10 11

1500

3,000人

581 610 ―

12

15企画(累計)

10 11 ―

30,000人

0 6500 ―

②
（産業連携を促す観光
企画）事業の参加者数
(各種イベント）

人

15000 12000 12000

施
策
管
理
指
標
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観光まちづくり課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

首都圏において東京フォーラムの開催や、プロモーション活動を通じて、桜井市の情報発信を積極
的に行った。また、市内においても協議会の構成団体が中心に記紀万葉のふるさとを知ってもらう取
組みを実施した。さらに地方創生交付金事業として、「YAMATO」パンフレット配布や動画配信、海外
向け商談会へ出展するなど、海外からの観光客誘客事業や首都圏や市内外の観光関連イベントに
おいて「大和さくらいブランド」認定品の紹介や販売を行った。また、市おもてなし仕組みづくり協議
会事業として、2次交通問題解消についてレンタサイクルの社会実験や誘客に向けた旅行商品づく
り、観光関連団体、ホテル・旅館、飲食店などが、研修会等に参加し、宿泊客や観光客へのサービス
の向上に努めた。

施策番号 2-1 施策名 観光の振興（もてなしのまちづくり） 主担当課

重要度 3.93

アンケート 平成25年度 達成度 2.32 重要度 3.98

ニーズの
方向性

判定

説明

市内には、大神神社、長谷寺、談山神社、安倍
文殊院、聖林寺の5社寺、山の辺の道、纒向遺
跡など多くの歴史的観光資源を有しており、引き
続きプロモーションを行い、市の魅力をPRするこ
とで、さらなる誘客に取り組むことが必要である。
また、近年増加する海外からの旅行客の誘客の
取組みを進めるとともに、市内を訪れた観光客・
宿泊客へのサービスの向上を図っていく必要も
ある。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.37

進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

　桜井市には「三輪そうめん」や「大神神社」「長谷寺」など単体で全国的に有名なものは存在するが、それが桜井市に
存在するということについては、まだ十分に周知されているとは言えず、効果的な広報戦略を行っていくためには、情報
発信やＰＲ事業の適切なアウトプットの把握を行う必要がある。
　また、市の観光資源のポテンシャルを十分に引き出すためにも、市町村の枠を超えた広域観光連携を進め、周辺市
町村と連携し、歴史資源のＰＲだけでなく、体験などの掘り起こしも行い、現地へ来てからの楽しみ方の提案もしながら
通過型から滞在型、宿泊型観光に移行できるような仕組みづくりが必要である。
　一方、内部においては、観光施設などの管理に求められる業務（公衆便所の維持管理・観光ルートの道路維持やサ
イン整備など）が多数あり、観光シーズンにおける観光案内業務、関連イベントの参加、インバウンド対策、各協議会や
団体の事務局業務など、その業務内容は多岐にわたっており、ソフト及びハードの両面での事業改善を図ることが課題
となっている。
　最後に、平成24年度に「桜井市観光基本計画」を策定して以降、「まちづくりの推進」や「ふるさと寄附金の刷新」など
市の情勢の変化、「インバウンド施策の推進」や「民泊新法の施行」など国内情勢の変化に対応する観光事業を行って
きたが、社会情勢の変化に対応し、近年の社会ニーズに合致した市としての観光振興の指針がないため、事業間の連
携がなく、総合的な事業展開が図れていない。総合的な事業展開を図り、相乗効果や有用性を高めるため、再度市の
観光戦略を立て直す必要がある。

施策展開
の方策

　現在の観光まちづくり課における業務見直しによる体制強化、他団体との事業内容の再編を進める一方で、誘客のた
めの徹底した観光マーケティング調査や観光アドバイス業務結果を活用しながら観光戦略並びに観光企画を進め、
市、観光協会、商工会、各種観光事業者などと連携し、観光客をおもてなしするための体制の充実を目指す。また、広
域観光連携を進め、エリアブランディングによる観光客誘客を進める必要がある。その一環として、地域における魅力溢
れる有形・無形の文化財を総合的に整備・活用し、国内及び海外に発信していくことで、地域の活性化を図る。
　地方創生の交付金をうまく活用することで、これまで財政的な理由で先延ばしされていた事業を計画的に推進してい
く。さらに、外国人観光客に対する情報発信については、桜井市の現状把握とターゲットの再設定を行うことで、メディア
コンテンツの選択と集中を行っていくなど、適切なアウトプットを得ていく。ブランド認定品やひみこちゃんの効果的な活
用方法、情報発信媒体（ポスター、チラシ、ＨＰなど）の活用方法、フィルムコミッションを活用したロケ誘致やマスコミへ
の支援活動なども、具体的な目標を定め、進行管理を確実に行うことで、機能的な見直しや有効性を高めていく。
　また、景観整備など、魅力あるまちなみ環境づくりを行っていく。
　既存の「観光基本計画」は令和2年度までのため、来年度中に社会情勢等の変化に対応した「新観光基本計画」策定
を検討する。

結果 平成28年度 達成度 2.30 重要度 3.94

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 2-1 施策名 観光の振興（もてなしのまちづくり） 主担当課 観光まちづくり課

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

観光マーケティン
グ事業

観光まち
づくり課 ま
ちづくり戦
略係

拡充 国内外の観光動向にあわせ観光施策を進めていく A

B

3
任意の
自治事
務

桜井駅周辺地区
まちづくり事業

観光まち
づくり課 ま
ちづくり戦
略係

現状
維持

まちづくり基本計画に沿った個別の事業を具体的に進めていく。 A

2
任意の
自治事
務

桜井版道の駅

観光まち
づくり課 ま
ちづくり戦
略係

現状
維持

まちづくりの様々な取組の進捗に合わせ、総合的に検討を行っ
ていく。

A

5 庶務
観光まちづくり課
庶務事業

観光まち
づくり課 ま
ちづくり戦
略係

現状
維持

B

4
任意の
自治事
務

長谷寺門前町周
辺地区まちづくり
事業

観光まち
づくり課 ま
ちづくり戦
略係

現状
維持

まちづくり基本計画に沿った個別の事業を具体的に進めていく。

B

7
任意の
自治事
務

土舞台顕彰会へ
の補助

観光まち
づくり課
観光事業
係

現状
維持

土舞台顕彰会の今後の取り組みを確認した上で、市として必要
な支援を行う。

B

6
任意の
自治事
務

フィルムコミッショ
ン

観光まち
づくり課
観光事業
係

現状
維持

引き続き誘致活動や営業活動を行い、誘致数増加に努める。

A

9
任意の
自治事
務

山の辺の道美化
促進協議会との
連携

観光まち
づくり課
観光事業
係

現状
維持

山の辺の道の素晴らしさを全国的にＰＲし誘客に努める。 B

8
任意の
自治事
務

観光協会への補
助

観光まち
づくり課
観光事業
係

現状
維持

法人として期待される役割を十分担えるよう体制となるよう働きか
け、市業務とのすみ分けを進める。

C

11
任意の
自治事
務

奈良県ビジターズ
ビューローとの連
携

観光まち
づくり課
観光事業
係

現状
維持

ビジターズビュローと連携し活用することで、県外の観光客へPR
を担ってもらい、市への誘客、観光振興につなげる。

B

10
任意の
自治事
務

桜井市観光まち
づくり協議会負担
金

観光まち
づくり課
観光事業
係

廃止
／休
止

平成30年度は事業を行っていない。総会を１回行っただけであ
るため、協議会自体の廃止・休止を含めた検討を行う。

B12
任意の
自治事
務

奈良県誘客団体
との連携

観光まち
づくり課
観光事業
係

現状
維持

国・県が進めているインバウンドや教育（修学）旅行生誘致等の
取り組みに対し、積極的な条件整備や対応が行えるように引き
続き連携する。
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 2-1 施策名 観光の振興（もてなしのまちづくり） 主担当課 観光まちづくり課

事業の
方向性 平成32年度

13
任意の
自治事
務

歴史古道探索

観光まち
づくり課
観光事業
係

現状
維持

市ボランティアガイド及び桜井記紀万葉プロジェクトと連動した取
り組みを通じて、事業を進める。

B

B

15
任意の
自治事
務

さくらい万葉まつ
りへの補助

観光まち
づくり課
観光事業
係

現状
維持

実行委員会構成団体の減少を食い止めるとともに、毎年実行委
員会の主要メンバーが入れ替わることから、十分な引き継ぎが行
われるよう働きかける。

B

14
任意の
自治事
務

歴史街道推進協
議会負担金

観光まち
づくり課
観光事業
係

現状
維持

広域連携を推進するネットワーク組織として活用するとともに、周
辺の加盟自治体とも連携事業をすすめ、市のＰＲにつなげる。

B

17
任意の
自治事
務

初瀬観光セン
ターの運営

観光まち
づくり課
観光事業
係

現状
維持

観光センターとしての機能するよう、引き続き運営状況を確認
し、観光振興につなげる。

B

16
任意の
自治事
務

観光ボランティア
ガイド育成補助

観光まち
づくり課
観光事業
係

現状
維持

桜井市観光協会と、桜井市観光ボランティアガイドの会が一層
の連携をすすめると共に、若いボランティアガイドや外国人観光
客にも対応できるガイドの育成をすすめる。

A

19
任意の
自治事
務

桜井観光案内所
運営

観光まち
づくり課
観光事業
係

拡充
観光案内所の場所を分かりやすく案内すると共に、国内の観光
客の利便性を高め、さらに今後は、外国人観光客の増加を見据
え、多言語対応も進める。

B

18
任意の
自治事
務

公衆便所の維持
管理

観光まち
づくり課
観光事業
係

拡充

職員による定期的な確認作業を続けると共に、国・県の有利な
補助金等を活用しながら順次、改修や水洗化、洋式化に努め、
訪問者に不快感を感じさせない公衆便所（観光便所）を目指
す。

B

21
任意の
自治事
務

観光情報の提供

観光まち
づくり課
観光事業
係

拡充
引き続き各種観光情報を掲載したパンフレットを配布し、市Web
サイトにおいても情報発信を行っていく。

B

20
任意の
自治事
務

マスコットキャラク
ター関連事業

観光まち
づくり課
観光事業
係

拡充
引き続きイベント等で活用するとともに、ノベルティグッズを作成
し、市の知名度向上を図る。

B

23
任意の
自治事
務

日本遺産登録推
進事業

観光まち
づくり課
観光事業
係

現状
維持

枠組み、内容などを再考しつつ、「日本遺産」登録の更なる検討
を行う。

B

22
任意の
自治事
務

おもてなししくみ
づくり事業

観光まち
づくり課
観光事業
係

縮小

国の地方創生を活用しながら、おもてなししくみづくりの取り組み
を推進し、観光客・宿泊客へのサービス向上を図る取り組みを
行ってきた。今後、事業規模は縮小となるが、継続して事業を
行っていく。

B24
任意の
自治事
務

相撲観光創造事
業

観光まち
づくり課
観光事業
係

現状
維持

３市が連携して相撲イベントの開催など相撲の魅力を発信し、地
域の活性化につなげる。
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 2-1 施策名 観光の振興（もてなしのまちづくり） 主担当課 観光まちづくり課

事業の
方向性 平成32年度

25
ゼロ予
算

桜井記紀万葉プ
ロジェクト推進協
議会

観光まち
づくり課
観光事業
係

現状
維持

原書を活用する等、推進協議会にふさわしい取組みに対し、引
き続き支援を行っていく。

B

27

26

29

28

31

30

33

32

36

35

34

29



関連組織 商工振興課,農業委員会事務局

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　農林業がいきいきと営まれ、新たな魅力が生まれている

目標像の
説明

　食の根本に携わる農業や桜井市の基幹産業である林業が活性化し、農村景観や森林景観とともに、その
資源の価値がしっかりと守られ、農村に多くの人が訪れている。
　農産品のブランド化により高付加価値と所得が向上し、若い世代が農業に従事している。また積極的に
商・工・農連携による加工から販売までの新たな形態の農業経営が行われている。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 まちづくり部

施策番号 2-2 施策名 農林業の振興 主担当課 農林課

166,345 千円 241,216 千円 217,013 千円

取り組み
方針

　農業については、国県の施策、各種団体等と連携し、農業経営の安定化による後継者・新規就農者の育
成、地産地消の促進や二次・三次産業との連携による、地域内需要の安定確保と農産物の高付加価値化
を促します。
　林業については、輸入木材等と競争ができる環境が整うまでの間、治水機能をもった災害に強い山林の
整備に向け間伐・保育を促します。また、市内の小中学校の施設や机など地元産木材の利用を促すととも
に、木材協同組合等と連携し新たな木工産業の創造を促進します。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

平成30 
年度の 

実施内容

　農、商及び観光のマッチング及び地産地消を推進するため、「さくらい農･商ふれあいフェスタ」を開催するとともに、食料自給率の向
上と農業の多面的機能を維持するためのさまざまな補助事業等を行った。
　また、有害鳥獣による農作物の被害を防除する為、有害鳥獣捕獲委託事業費の拡充を行い、猟友会による有害鳥獣捕獲数増加に
繋げた。
　さらに、林業の振興については、良質木材の生産を促すため、間伐などの保育を積極的に推進し、施業放置山林の解消に努めなが
ら、平成３１年度より施行される、森林経営管理法に基づく市の責務を果たすため、県や関係機関等と調整を行った。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「農林業の振興」が達成
されたと感じる市民の割
合

%

① 森林施業面積(累計) ha

450 550

50%

― ― ―

② 農業産出額（10a当り） 万円

18 18

650

403ha(累計)

511 581 ―

18

18万円

12 13 ―

10ha(累計)

12.21 14.86 ―

②
耕作放棄地解消面積
(累計)

ha

16.41 19.41 21.41

施
策
管
理
指
標
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農林課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

　有害獣防除事業を実施した圃場については、農作物の被害の減少が図られたため、地元農家の
作付け意欲減退を抑制でき、自給率や農業所得向上に寄与した。
　また、県の森林環境税を用いた事業及び支援事業などを実施したことにより、放置されていた人工
林の間伐、林内整備を行うことができ、森林価値の向上が図られた。
　また、県が推進する里山づくり推進事業の実施により、地域住民の憩いの場である里山林が整備さ
れ、地域住民のみならず、都市圏から来訪する親子連れやボランティア活動の参加者が増加した。
　また、地域資源を活用した新事業創出の取り組みに対して助成を行うことで、地域特産品の掘り起
しを行い、地域におけるブランド化のきっかけを作ることができた。

施策番号 2-2 施策名 農林業の振興 主担当課

重要度 3.92

アンケート 平成25年度 達成度 2.08 重要度 3.85

ニーズの
方向性

判定

説明

　獣害対策については、依然として農作物被害
が続いており、今後も防除事業（駆除事業を含
む）に対する要望が多く寄せられると思われる。
　また、木材価格については、国産材の需要及
び価格の低迷などにより、手入れの行き届かな
い森林が多く残存していることから、森林環境譲
与税の活用による需要拡大施策が望まれてい
る。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.05

進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

　現在も、野生鳥獣による農林業被害は続いており、また、これまで防除事業を実施してきた中山間地区以
外の平野部の圃場にまで被害が発生しており、さらに市街地では野生鳥獣による人的被害まで懸念される
状況にある。
　また、安定した農政を継続するためには、高齢化や後継者不足による農業従事者の減少に対し、農業の
効率化・高収益化を図り、魅力ある農業の確立が必要であり、新たな担い手農家の育成が緊急課題であ
る。
　林業については、森林経営管理法に基づき、施業ができない森林所有者に代わり、市が森林経営管理
を行うこととなる。そのための基本計画策定、情報集積、意向調査の実施、所有者不明の山林調査や境界
確定等が喫緊の課題である。

施策展開
の方策

　有害指定野生鳥獣（以下「野生獣」という。）が市の平野部でも出没しつつあり、今後の防除事業は、農林
業従事者だけでなく、一般市民とも協働で取り組み、特に野生獣の市街地への侵入を食い止める必要があ
る。その為に、猟友会との連携によって野生獣の効率的な捕獲活動を行い、個体数の減少及び生息域の
適正管理に努めるほか、野生獣の棲み処となりうる耕作放棄地の解消に向けての取組みを農業委員会事
務局と連携して推進する。また、関係各課、学校関係、警察、自治会等と情報共有を行い、市民生活の安
全を図る。
　また、奈良県や各種団体等と連携した地域の賑わいづくりを推進し、農業の効率化や特産品の掘り起し
によるブランド化（高付加価値化）につとめ、農業従事者の所得向上を図るとともに、新たな担い手の創生
に取り組む。具体的には、安倍地域の「ＮＡＦＩＣ周辺賑わいづくり協議会」や吉隠地区の「吉隠米ブランド
化戦略会議」による、農を中心とした賑わいづくりを推進する。
　森林事業に関しては、森林環境譲与税や県の森林環境税を活用しながら、森林経営管理法に定められ
た、市の責務を全うするための基本計画を策定し、林業の成長産業化と森林資源の適切な管理に努める。

結果 平成28年度 達成度 2.20 重要度 3.78

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 2-2 施策名 農林業の振興 主担当課 農林課

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

一般建築物にお
ける地域木材活
用補助事業

商工振興
課 商工・
統計係

現状
維持

一般建築物における地域材の利用促進を図るために、一定量
以上の地域材等を使用した建築物を対象に補助を行う。

B

A

3
任意の
自治事
務

産業コーディネー
ト

農林課 農
業振興係

現状
維持

農業者と飲食業者とのマッチングの場として農・商ふれあいフェ
スタを活用し、地産地消の推進を図るとともに、来場者に対して
各種農業者団体等の取り組みの紹介を行い啓発を図る。

B

2
任意の
自治事
務

有害鳥獣駆除事
業

農林課 農
業振興係

現状
維持

農林作物に被害を与える有害野生鳥獣の駆除・防除のために
猟友会と連携を図ると共に、防護柵の設置や捕獲檻の購入、狩
猟免許取得等に対する補助事業を行い、個体数の減少に向け
た取組を行う。

B

5
任意の
自治事
務

廃ビニール回収
補助

農林課 農
業振興係

現状
維持

市と農協及び排出者である施設園芸や一般農家等の共同によ
り、排出された廃ビニールの適切な処理を行う経費の一部を助
成する。

B

4
任意の
自治事
務

米消費拡大総合
対策事業

農林課 農
業振興係

現状
維持

PR時のアンケートを参考にした米消費動向の把握を行い、米消
費者のニーズに沿ったPR活動を継続する。

B

7
任意の
自治事
務

経営所得安定対
策等推進事業

農林課 農
業振興係

現状
維持

経営所得安定対策制度の充実を図るために、推進事務費を活
用し積極的な事業の取り組みを図る。

B

6
任意の
自治事
務

農地利用促進事
業

農林課 農
業振興係

現状
維持

引き続き、国の事業方針に添った農地利用促進に努める。

B

9
任意の
自治事
務

農林業関係団体
負担金支払

農林課 農
業振興係

現状
維持

奈良県内農業事業団体等の円滑な運営を図るために継続して
負担金の支払を行う。

B

8
任意の
自治事
務

４Ｈクラブ育成補
助

農林課 農
業振興係

現状
維持

若年農業者の交流・研究活動への支援として継続して行う。

B

11
任意の
自治事
務

木材生産林育成
整備事業

農林課 農
業振興係

現状
維持

今後の森林行政は、森林経営計画の策定が義務付けられ、そ
の計画の下での事業採択となることから、森林所有者に対し十
分な説明を行い、経営計画の策定（事業見込みを含む）を推進
する。

B

10
任意の
自治事
務

森林組合育成補
助

農林課 農
業振興係

現状
維持

森林組合の事業の円滑な運営を図るために継続して負担金の
支払いを行う。

B12
任意の
自治事
務

農地中間管理事
業

農林課 農
業振興係

現状
維持

農業者等の経営の安定及び生産性の向上を図る。
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 2-2 施策名 農林業の振興 主担当課 農林課

事業の
方向性 平成32年度

13
任意の
自治事
務

森林環境税関連
事業

農林課 農
業振興係

拡充
森林環境税を活用し、林業家の経営安定及び生産性の向上を
図りながら環境に配慮した持続可能な森林環境の整備を行う。

A

B

15
任意の
自治事
務

環境保全型農業
直接支払交付金
交付

農林課 農
業振興係

現状
維持

環境保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者を増やして
いくために、支援対象取り組みや、支援水準を広く周知してい
く。

B

14
任意の
自治事
務

多面的機能支払
交付金交付

農林課 農
業振興係

現状
維持

農業者と地域住民の共同作業により、地域内の農道・水路の維
持管理、周辺の草刈、景観や環境に配慮するため景観作物の
植栽や動植物の観察等を行う。

A

17
任意の
自治事
務

農業次世代人材
投資事業

農林課 農
業振興係

現状
維持

就農を通じた定住と若手農業者の支援を行う。 B

16
任意の
自治事
務

歴史と里山資源
を活用した地域づ
くり事業

農林課 農
業振興係

現状
維持

地域での取り組みを継続して支援し、生産拡大対策を行うととも
に、観光作物商品化の定着を図り、安定した収入が得られる魅
力ある農業の環境づくりを目指す。

B

19
任意の
自治事
務

美しい森林づくり
基盤整備交付金
交付

農林課 農
業振興係

現状
維持

美しい森づくり基盤整備交付金を活用し、持続可能な森林経営
を目指す。

B

18
任意の
自治事
務

経営体育成支援
事業

農林課 農
業振興係

現状
維持

農地中間管理機構を活用し、営農の経営規模の拡大等を進め
る。

C

21
任意の
自治事
務

人・農地問題解決
加速化支援事業

農林課 農
業振興係

現状
維持

農業者の経営の安定及び生産性の向上を図る。 B

20
任意の
自治事
務

ナラ枯れ対策事
業

農林課 農
業振興係

完了 平成３０年度で県事業補助終了。

B

23
ゼロ予
算

農業経営基盤の
強化に関する事
業

農林課 農
業振興係

現状
維持

認定農業者の経営改善が着実に進むようにするため、農業経営
指標により自己チェックを行った結果を踏まえ、中部農林や農業
団体等と連携し経営改善状況の把握や助言を行う。

B

22
任意の
自治事
務

県産材生産促進
事業

農林課 農
業振興係

現状
維持

県産材の普及・利用促進を図る。

C24
ゼロ予
算

確保すべき農用
地の面積拡充

農林課 農
業振興係

廃止
／休
止

農林白書の方針により、農用地の面積拡充ではなく、既存の農
用地の担い手への集積や高収益・高効率化による食料自給率
向上策がとられることとなったことにより、事業休止。
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 2-2 施策名 農林業の振興 主担当課 農林課

事業の
方向性 平成32年度

25
義務的
な事務

中山間地域等直
接支払交付金交
付

農林課 農
業振興係

現状
維持

他事業との連携を図りながら、中山間地域の健全な農地の確保
を推進する。

B

B

27
義務的
な事務

農地等の利用に
関する証明及び
協議

農林課 農
業振興係

現状
維持

農振農用地内外証明書の発行や開発にかかる各種協議を行
う。

B

26
義務的
な事務

農業用制度資金
に係る利子補給

農林課 農
業振興係

現状
維持

認定農業者が行う農業施設等の整備に係る資金の利子補給に
ついては、今後も継続して行う。

B

29
任意の
自治事
務

農業施設管理に
伴う負担金支払
い事務

農林課 農
林係

現状
維持

奈良県農業農村整備事業の推進を図り、調査・研究及び研修
会の開催や他の協議会との連携を図るために継続して負担金を
支払う。

B

28 庶務 農林課庶務事業
農林課 農
業振興係

現状
維持

B

31
任意の
自治事
務

農地や山林の災
害発生に伴う事
務

農林課 農
林係

現状
維持

職員による農地や山林の被害状況を把握し早急に復旧を行う。 A

30
任意の
自治事
務

倉橋溜池ふれあ
い公園の維持管
理

農林課 農
林係

現状
維持

倉橋溜池ふれあい公園の美化推進を図るために、地元協議会
に対し維持管理を委託する。

B

33
任意の
自治事
務

農道・林道・水路
等の管理・補修等
に関する事務

農林課 農
林係

現状
維持

農林業施設の改修や、事故防止のために地元等により早期に
補修等を行う。

A

32
任意の
自治事
務

農業土木事業に
伴う登記事務

農林課 農
林係

現状
維持

（社）奈良県公共嘱託登記土地家屋調査士協会に委託し所有
権移転等の手続きを進める。

B

35
義務的
な事務

国営総合農地防
災事業負担金

農林課 農
林係

完了

勝山池・大池・江包北池の国営総合農地防災事業は、平成18
年度で事業完了し、市負担金（合計約4億8千万円）を令和5年
度まで支払う。平成29年度に償還率が有利となるため、一括返
済済み。

C

34
任意の
自治事
務

土地改良事業に
関する事務

農林課 農
林係

現状
維持

各土地改良区との連携を図り、スムーズな運営を図る。

B36
義務的
な事務

農業振興に伴う
土地改良区等へ
の負担金支払い
事務

農林課 農
林係

現状
維持

各土地改良区（倉橋溜池・大和平野）に対し、農業用水の安定
供給のための負担金の支払いを行う。 
大和高原農用地利用増進協議会に対する圃場の計画的な維持
修繕等を図るため負担金の支払いを行う。
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 2-2 施策名 農林業の振興 主担当課 農林課

事業の
方向性 平成32年度

37 庶務
多武峰集会所維
持管理

農林課 農
林係

現状
維持

保守点検を継続して行う。 B

B

39
義務的
な事務

農地の適正管理
事務事業

農業委員
会事務局
農地係

現状
維持

農地の基礎資料を整備し、遊休農地の指導や再生作業への支
援を行い、農地の適正な利用・管理が実施されるための取り組
みを行う。

B

38
義務的
な事務

農業委員会運営
事務事業

農業委員
会事務局
農地係

現状
維持

農業委員会開催のために必要な事務手続きや、審議内容や活
動の透明性を確保するための事務手続きを行う。

B

41 庶務
農業委員会事務
局庶務事業

農業委員
会事務局
農地係

現状
維持

B

40
義務的
な事務

農地利用等に関
する申請管理事
務事業

農業委員
会事務局
農地係

現状
維持

農地法に基づく許可申請手続き、農業者年金手続きが、円滑に
行われるようにするために必要な事務処理を行う。

43

42

45

44

48

47

46
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―

②

施
策
管
理
指
標

4,663,000

5,758,381万円

3,747,289 4,490,999 ―

1,859,000

2,883,000万円

1,677,656 1,707,199 ―

50%

― ― ―

② 付加価値額 万円

1,859,000 1,859,000

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「工業の振興」が達成さ
れたと感じる市民の割合

%

① 製造品出荷額等 万円

4,663,000 4,663,000

平成30 
年度の 

実施内容

国の地方創生推進交付金と県の市町村まちづくり事業イベント補助金を活用し、地域資源である三輪素麺を
活用し桜井市の魅力を発信するとともに、地域の振興を図るため、大神神社の大鳥居周辺で三輪素麺の振る
舞いイベントを開催し、三輪そうめんのサンプリングや、三輪素麺についてのアンケート調査を行った。また、
昨年に引き続き、のぼり旗（１５０本）・ポスター（１５０枚）を作成し、公共施設、素麺業界関係者や民間の希望
者の施設等や各種イベント時に掲示し、啓発活動を行った。また、中小企業者の設備投資への支援として、
先端設備等導入促進基本計画の認定（認定件数18件）を受けた中小企業者に対し、償却資産に係る固定資
産税の特例措置などの支援を講じた。また、桜井らしい個性と魅力を持った素晴らしい産品について第４回大
和さくらいブランド認定品として新たに１品を認定し、全24品目を東京交通会館にてプロモーションイベントを
実施し商品のＰＲに取り組んだ。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

99,369 千円 95,438 千円 95,128 千円

取り組み
方針

　地場産業については他の製品との差別化・ブランド化により競争力の強化を図ることが求められることから、
各種補助制度等による支援、地域ブランド認定システムの構築を図ります。
　企業誘致に当たっては、当市の歴史的背景や美しい景観、自然環境などに配慮するとともに、市内の既存
農林商工業や観光産業と連携しながら、生産過程の見学等、観光要素の抽出を検討します。また、市産業全
体の活性化を促せるような企業の誘致に向け、情報の収集と発信の充実化を図ります。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

関連組織 観光まちづくり課

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　地場産業とともに新たな産業が根付き、他の産業とも連携した地域の産業の振興が図られている

目標像の
説明

　製造技術の高度化、製品の高付加価値化の促進により、素麺や木材関連産業など、活力ある地場産業の
振興を図るとともに、起業の促進や商工業関係の企業誘致による新たな産業の導入により、地域産業全体が
活性化している。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 まちづくり部

施策番号 2-3 施策名 工業の振興 主担当課 商工振興課
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進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

桜井市で製造されている製品は、他の製品との差別化が不十分であり、競争力が弱いため、ブランド力向上
が課題となっている。
中小企業庁の調査によると、中小企業の業績は回復傾向にあるが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業と
の差も拡大傾向にある。今後、少子高齢化による人手不足・後継者不足などの厳しい経営環境に対応するた
め、老朽化が進む設備について生産性の高い設備に一新し、労働生産性の向上を図ることが課題になって
いる。

施策展開
の方策

既存製品のプレミアム化によって付加価値を付けるなど、地域ブランドの確立を図る必要があり、既存の製麺
業や製材業などの伝統産業や地場産業の育成・支援、活性化に力点を置き事業を進める。特に地域資源で
ある三輪素麺については、日本の食文化の原点であるそうめんの歴史や文化を広く全国に発信し、地域の活
性化を図るためにイベントの開催を行う。（令和元年度は大神神社境内で素麺の振る舞い等を行う予定。）大
和さくらいブランド認定事業としては、桜井市にある桜井らしい個性と魅力を持った様々な素晴らしい産品（資
源）を認定することにより地域ブランド化し、地域経済の活性化を図るために奈良新聞社にプロモーション等の
企画運営を委託し、商品ＰＲ及び桜井市の知名度の向上に向けた取組を行う。
国が平成30年度から令和2年度を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性向上の実現のため、市町村
の認定を受けた中小企業者の設備投資を支援しているのを受けて、桜井市では、導入促進基本計画を策定
し、先端設備等導入促進基本計画の認定を受けた中小企業者に対し、償却資産に係る固定資産税の特例
措置などの支援を講じている。

結果 平成28年度 達成度 2.10 重要度 3.95

重要度 4.06

アンケート 平成25年度 達成度 2.00 重要度 4.02

ニーズの
方向性

判定

説明
中小企業の多くは人手不足、設備の老朽化と
いった課題を抱えているとされる。

市民
指
数

平成21年度 達成度 1.92

商工振興課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明
工業者への融資制度や、各種団体への活動支援のための補助制度については、浸透し定着してい
る。また、桜井市地域ブランド認定推進事業を実施し、本年度は新たに１品を認定した。

施策番号 2-3 施策名 工業の振興 主担当課

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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12

11

10

A

9
任意の
自治事
務

工場立地支援
商工振興
課 企業誘
致係

現状
維持

引き続き、工場の新設、増設を支援 B

8
任意の
自治事
務

地域資源の活用
による地域活性化
事業

商工振興
課 商工・
統計係

現状
維持

前年度事業の成果を受けて、全国に向けて更に積極的に三輪そ
うめんに関する情報発信を行い、それを活用して地元の活性化に
つなげていく。

B

7
任意の
自治事
務

桜井市スポーツ用
品協同組合への
補助

商工振興
課 商工・
統計係

現状
維持

地場産業であるスポーツ用品の振興を図るため、スポーツ用品協
同組合が行っている各種事業に対し一部補助を継続する。

B

6
任意の
自治事
務

奈良県三輪素麺
工業協同組合へ
の補助

商工振興
課 商工・
統計係

現状
維持

地場産業である三輪素麺の振興を図るため、三輪素麺工業組合
が行っている各種事業に対し一部補助を継続する。

B

5
任意の
自治事
務

地場産業振興セ
ンター運営

商工振興
課 商工・
統計係

現状
維持

初瀬観光センターと施設を統合したことで、維持管理について整
理が行われ、観光センター来訪者への地場産業物品のＰＲもしや
すくなっており、今後も事業を継続する。

B

4
任意の
自治事
務

地場産業（運動具
等）さくらい農・商
ふれあいフェスタ
等出展への補助

商工振興
課 商工・
統計係

現状
維持

今後においてもさくらい農・商ふれあいフェスタ等への出店につい
て助成を行う。

B

3
任意の
自治事
務

桜井木材協同組
合青年経営者協
議会への補助

商工振興
課 商工・
統計係

現状
維持

木工教室開催および作品の展示会を通じて「木」の良さをＰＲして
いく。

B

2
任意の
自治事
務

木材産業特別融
資

商工振興
課 商工・
統計係

現状
維持

地場産業である、木材産業の経営安定のため継続する。

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

桜井市ブランド認
定事業

観光まち
づくり課 ま
ちづくり戦
略係

拡充
平成３１年度に第５回ブランド認定品を選定し、あわせてプロモー
ションも行っていく。

A

５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 2-3 施策名 工業の振興 主担当課 商工振興課

38



―

②

施
策
管
理
指
標

438

700

434 434 ―

5,006,974

5,873,000万円

4,957,400 4,957,400 ―

55%

― ― ―

② 小売業年間販売額 万円

5,007,580 5,006,974

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「商業の振興」が達成さ
れたと感じる市民の割合

%

① 事業所数 事業所

438 438

平成30 
年度の 

実施内容

中小企業の経営安定のため、中小企業融資対策事業を行うとともに「桜井市宿泊事業者融資保証規則」を
定め、新たに宿泊事業者の融資に係る融資保証事業を行った。中小企業の経営安定・改善と商工業の振
興を図るために、桜井市商工会の行う経営講習会・税務申告相談会の開催、市内共通商品券発行事業、
駅前ツリーイルミネーション事業の実施、新入社員激励会の開催、優良社員表彰式の開催、商業部会・工
業部会等研修・運営等に対して補助を行った。また、商店街の賑わいづくりを目的として来迎寺への灯りの
道等イベント開催に対して補助を行った。企業誘致としては、市内の宿泊施設の充実を図るために桜井駅
前に誘致するホテルルートインの建設工事に関する地元説明会等を行った。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

27,153 千円 31,051 千円 29,085 千円

取り組み
方針

　商工会や生産者と継続的な意見交換や定期的な商店街の実地調査を行い、質の高い情報共有と、活性
化への取り組みに向けたネットワーク構築を進めていきます。
　その上で、国・県の施策に関する情報提供を行い積極的な活用を促すとともに、地域の商業者をまとめ牽
引するリーダーの育成、空き店舗を活用した起業の支援や新たな公共ニーズへの対応、地産地消のきっ
かけをつくる各種地場産業のアンテナショップなど、多面的な商店街の形成及び市内の商業の活性化を支
援し、多様な世代が楽しく快適に利用できる地域商業の振興を促します。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

関連組織

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　人が集まりにぎわい、商店街が活気にあふれている

目標像の
説明

　地域の商業が市民にとって魅力的なサービスを提供する役割を担い、商店街においては空き店舗なども
子育て支援施設や老人介護施設、地域交流施設などに活用され、地域住民の憩い・交流する「にぎわい
の場」となっており、地域コミュニティの担い手となっている。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 まちづくり部

施策番号 2-4 施策名 商業の振興 主担当課 商工振興課
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進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

本市では、高齢化と人口減少が続く中、消費者の購買力は縮小傾向にある。それに加え、消費者の購入
手段としてインターネットを利用した買物が浸透してきていることから市内小売業者の販売金額の伸び悩み
を生む要因のひとつになっていると考えられる。
商店街では、経営者の高齢化や後継ぎ不足などにより、空き店舗が増加し商店街としての魅力低下が問
題となっている。今後は時代の変化に対応したまちづくりが課題となっている。

施策展開
の方策

商店街や中心市街地再生・賑わい創出については、国や県の地域商業再生に向けた支援制度を活用し、
商工会や地域商業者、まちづくり団体との連携を図りながら、空き店舗の新たな活用方法や商店街活性化
イベント等を既存商店街団体と企画検討等を行うとともに、空き店舗改修についても継続して支援を行い、
商店街活性化に取り組む。平成２９年度に中小事業者の経営安定を図るため中小企業融資制度の要件等
の見直しを行い、一定条件を満たした事業者については、融資の借換を行えるようにしたことから、多くの方
に利用していただけるように、周知を図っていく。企業誘致については、事業用地等登録制度を平成２９年
度から開始し、市内への工場及び店舗等の用に供するため売却、賃貸を予定している土地等の情報を登
録し、本市に立地を希望する企業等に情報提供を実施する。
平成２８年度に制定された桜井市ホテル及び旅館の誘致等に関する条例により誘致したホテルルートイン
の令和元年度開業に向けて、宿泊施設における市内在住者等の新規雇用の促進、地元食材の納入を働
きかける。また、市内での食事や買い物などによる消費拡大、賑わいの創出など地域経済の活性化を図
る。
桜井市大神神社参道周辺地区まちづくり基本計画の目標の一つでもある三輪のまちに賑わいを創出する
ため、地元住民も交えた「参道商業施設整備検討部会」を開催し、参道沿いの商業施設誘致を進めるため
検討を行っていく。

結果 平成28年度 達成度 2.24 重要度 4.21

重要度 4.24

アンケート 平成25年度 達成度 2.24 重要度 4.21

ニーズの
方向性

判定

説明

少子高齢化のさらなる進行と人口減少が進む
中、国では衣食住の機能と人を中心市街地に集
めるコンパクトシティのまちづくりに向け動きだし
た。
桜井駅南口付近の商店街の衰退が顕著な本市
にとって商店街の維持・再活用の方策は喫緊の
課題である。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.21

商工振興課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

商店街の衰退防止や賑わい再生に向け、商店街まちづくり活性化補助金制度を１団体に適用した。
また、産業競争強化法に基づく創業支援事業計画による支援実績は１８件あった。
中小企業融資は４０件実施し、借換制度は１２件の利用があった。また、創業者対象の中小企業融
資保証制度については５件実施し、宿泊事業者の融資に係る融資保証については１件実施した。

施策番号 2-4 施策名 商業の振興 主担当課

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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12

11

10

9

8

A

7
任意の
自治事
務

大神神社参道周
辺地区まちづくり
事業

商工振興
課 商工ま
ちづくり係

現状
維持

２８年度にはまちづくり基本計画を策定し、今後はその計画に
沿った個別の事業を具体的に推し進めていく。

A

6
任意の
自治事
務

商業系企業誘致
プロジェクト推進
事業

商工振興
課 企業誘
致係

現状
維持

全エリアの約７割の出店計画を具現化するとともに、残地への早
期誘致を図る。

B

5 庶務
商工振興課庶務
事業

商工振興
課 商工・
統計係

現状
維持

B

4
ゼロ予
算

市内商工業者情
報の管理・活用

商工振興
課 商工・
統計係

現状
維持

現在登録されている商工業者の登録データの変更などを確認・
更新する。

B

3
任意の
自治事
務

商店街及び空き
店舗の再活用に
よる地域活性化
事業

商工振興
課 商工・
統計係

現状
維持

空き店舗の実態調査を進め、商店街組合と協力して、空き店舗
の再活用を図る。

B

2
任意の
自治事
務

商工会への補助
商工振興
課 商工・
統計係

現状
維持

中小企業者の経営安定・改善と商工業の振興を図るため商工
会が行っている各種事業に対し、一部補助を継続する。

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

中小企業融資対
策事業

商工振興
課 商工・
統計係

現状
維持

市内中小企業の経営の安定に効果があると認められるため継続
する。

B

５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 2-4 施策名 商業の振興 主担当課 商工振興課
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―

②

施
策
管
理
指
標

52.5

52.5%

51.1 51.1 ―

1.00

1.00倍

1.46 1.51 ―

55%

― ― ―

② 有効求人倍率 倍

1.00 1.00

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「雇用・労務対策」が達
成されたと感じる市民の
割合

%

① 就業率 %

52.5 52.5

平成30 
年度の 

実施内容

桜井市公共職業安定所・（公財）産業雇用安定センター・（公社）奈良県シルバー人材センター協議会から
の雇用対策事業等の講演を実施するとともに、会員事業所と奈良県高等学校等進路指導研究協議会との
意見交換会及び名刺交換会を実施した。また、桜井市公共職業安定所と協賛で就職面接会を開催した
（参加企業５社、参加者２３名）。また、SANKO人事労務管理セミナーへの参加、福利厚生事業として山の
辺の道ハイキングとみかん狩り、ボウリング大会を実施し、桜井市雇用対策協議会の会員相互の親睦を
図った。また、リニューアル工事を行ったまほろばセンターをミズノスポーツサービスに業務委託する際、従
業員を市内在住のものから優先的に採用するよう要望した。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

1,765 千円 158 千円 157 千円

取り組み
方針

　ハローワーク等関係機関の行う就業情報や技能講習会等について、広報紙等による周知とあわせポス
ターの掲示やパンフレットの配置等行い、広く情報の提供を行うことで市民の就労を支援していきます。
　また、本市の労働状況など、各種統計調査の結果から現状と課題を把握し、地域の実情に合った労働行
政に取り組みます。
　企業誘致による雇用機会の拡大や地域内での起業を支援するよう努めます。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

関連組織

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　市民が良好な労働環境を得て、安心して働くことができる

目標像の
説明

安心して働きがいのある健全な労働環境が確保され、さらに雇用の場の創出と就業機会の拡大が図られ、
市民一人一人が生き生きと働き、まちに笑顔があふれている。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 まちづくり部

施策番号 2-5 施策名 雇用・労務対策 主担当課 商工振興課
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進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題
ハローワーク等関係機関と連携した雇用対策の充実を図り、更なる職場環境の改善や福利厚生の充実等
が求められている。

施策展開
の方策

大企業における経済状況の好転は見られるものの、本市の大半の中小企業においては、いまだ好転の兆
しは実感できていない。このようなことから、桜井市雇用対策協議会は会員事業所と奈良県高等学校等進
路指導研究協議会との懇談会の充実を図るとともに及び名刺交換会を行い、新たな雇用創出の機会の提
供を行っている。また、一方では、企業誘致として桜井市工場誘致条例、桜井市中和幹線沿道大福地区
企業誘致条例及び令和元年度中開業予定のルートインホテルにおいても雇用奨励金の活用を促し、市民
の優先雇用を求めていく。

結果 平成28年度 達成度 2.28 重要度 4.27

重要度 4.37

アンケート 平成25年度 達成度 2.23 重要度 4.28

ニーズの
方向性

判定

説明

事務的職業等一部の職業を除き有効求人倍率
の改善はみられる。特に、建設・採掘や保安や
ｻｰﾋﾞｽや輸送・機械運転の業務についての有効
求人倍率が高い。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.21

商工振興課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明
雇用については、中小企業が多い桜井市では、景気回復を実感している企業が少ない為、厳しい
状況であるものの、団塊の世代の退職により新たな雇用創出の機会が生まれてきておりのそれらの
情報提供を行っている。

施策番号 2-5 施策名 雇用・労務対策 主担当課

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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12

11

10

9

8

7

6

A

5

4
ゼロ予
算

企業誘致による
雇用の促進

商工振興
課 企業誘
致係

拡充
進出企業が決まり次第、当該企業に雇用奨励金の制度説明を
行い市民の優先採用を求める。

B

3
ゼロ予
算

起業支援のため
のシステム構築支
援

商工振興
課 商工・
統計係

現状
維持

関係機関の実施する講習会等の情報発信を行う。 B

2
任意の
自治事
務

桜井市雇用対策
協議会への補助

商工振興
課 商工・
統計係

現状
維持

中小企業の労働力確保と就業対策として雇用対策協議会が
行っている各種事業に対し、一部補助を継続する。

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

商工会優良社員
市長表彰の授与

商工振興
課 商工・
統計係

現状
維持

中小企業の生産性や社員のモチベーション、就労対策として効
果があることから今後も継続する。

B

５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 2-5 施策名 雇用・労務対策 主担当課 商工振興課
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関連組織 保険医療課

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　市民が自らの健康に関心を持ち、健康を取り巻く新たな問題への対応も含め、自己の健康維持に努め、
健康で長生きしている

目標像の
説明

　市民が自分の健康維持のために早期に自分の体の状態を把握するとともに、世界規模で流行する病気
や現代生活特有の病気など新たに発生する健康の問題に対しても、市民自らが正しい知識に基づく予防
に努めるとともに適切に対応している。
　また、市民一人一人が自分にあった健康づくりに取り組むことで、生活習慣病などが予防されて、健康寿
命が延びている。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 すこやか暮らし部

施策番号 3-1 施策名 健康づくり 主担当課 けんこう増進課

7,787,100 千円 6,411,563 千円 6,540,078 千円

取り組み
方針

　市民が自己の健康状態の理解を深められるよう、定期健康診査等の受診率の向上を図るとともに、健康
相談などの実施や、様々な情報媒体を活用した健康管理の情報発信、健康カレンダーの配布などを行い、
日頃から健康維持のため意識を高められるように支援していきます。また、病気にならないような生活習慣
を保てるよう、病気や予防の健康教育等、予防的な保健事業の定着を図ります。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

平成30 
年度の 

実施内容

　健診対策では希望する健診が一度に済む総合健診の実施継続、広報では健診の必要性や健診体験記事を掲載し
工夫を試みた。　未受診者対策では従来から実施している電話勧奨の他、乳がん検診特番と日曜乳がん検診を組み
合わせるなどメッセージや環境整備を行い、新たな受診者層の獲得に努めた。
　健診後対策での重点的取り組みとしては腎障害リスクの高い人に生活習慣・データ改善を目的に、講演会の案内、専
門医等による医療相談・健康指導を行った。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「健康づくり」が達成され
たと感じる市民の割合

%

① 特定健康診査の受診率 %

29.0 30.0

80%

― ― ―

② 生活習慣病死亡率 %

60.0 60.0

30.0

30%

24.2 25.9 ―

60.0

60%以下

57.1 47.9 ―

14％

12.6 12.1 ―

②
各種がん検診の受診率
（子宮・乳・肺・大腸・胃）

%

12.5 13.0 13.5

施
策
管
理
指
標
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けんこう増進課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明
・実施内容欄記載のとおり、多業務の中で受診しやすい環境整備、啓発活動の施策の推進を図って
いるが、成果となる健診受診率（継続受診の必要性）等に現れていない。
・合併症・重症化予防の取り組みも始めており、今後も継続して行きたいと考えている。

施策番号 3-1 施策名 健康づくり 主担当課

重要度 3.89

アンケート 平成25年度 達成度 2.89 重要度 3.91

ニーズの
方向性

判定

説明
高齢化等に伴い増加する医療費・介護保険費
の抑制のために、引き続き、生活習慣病対策を
取り組んでいく。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.83

進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

　健康管理意識向上のために、健診率向上対策での健診対象者は29,000人、また、重症化・疾病予防の
ための要指導対象者は500人以上となり、限られた労働量と予算の中で、戦略化と優先順位を図らない
といけない。
　また、保険者による予防・健康づくり等が評価され、その成績に応じ支援金が交付される仕組みとなって
いる保険者
インセンティブが本格稼動（平成30年度より施行）しており、優先度を整理し計画的に推進していく必要が
ある。

施策展開
の方策

① 対象特性に応じた健康管理・経年受診のアプローチ法をとる。
　　ターゲットに応じ、勧奨資材・方法について検討する。
② 市民全体に疾病や健診の意義・理解を深める広報活動、健康教育を継続実施する。
③ 健診結果ハイリスク者への重症化予防活動を優先活動とする。

結果 平成28年度 達成度 2.92 重要度 3.93

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 3-1 施策名 健康づくり 主担当課 けんこう増進課

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

桜井市火葬場の
管理・運営

けんこう増
進課 いき
いき健康
係

現状
維持

指定管理者制度に基づき、管理運営をしていく。 B

B

3
任意の
自治事
務

自殺防止対策事
業

けんこう増
進課 いき
いき健康
係

現状
維持

自殺率が今後も低下するように、継続して進めていきたい。 B

2
任意の
自治事
務

保健福祉セン
ターの維持管理

けんこう増
進課 いき
いき健康
係

現状
維持

今後も多くの市民が利用してもらえるよう継続していく。

B

5
義務的
な事務

狂犬病予防事業

けんこう増
進課 いき
いき健康
係

現状
維持

引き続き狂犬病の集団予防接種と犬の登録を実施する。 B

4
法定受
託事務

予防接種の実施

けんこう増
進課 いき
いき健康
係

拡充
引き続き各種予防接種を実施するとともに、各種予防接種の啓
発を行う。（2019年度より風疹の予防接種事業を実施）

B

7 庶務
けんこう増進課庶
務事業

けんこう増
進課 いき
いき健康
係

現状
維持

B

6
義務的
な事務

感染症予防事業

けんこう増
進課 いき
いき健康
係

現状
維持

平成28年度より、肺がん検診時に結核検査も実施しており、引き
続き事業を継続していく。

B

9
義務的
な事務

妊婦・乳幼児健康
診査

けんこう増
進課 はつ
らつ保健
係

現状
維持

健診は法に基づき課せられた母子健康管理面における低限の
保障である。 
少子化に伴う実施回数などの合理化は今後も見直しを図る。

B

8
任意の
自治事
務

桜井市健康づくり
運動事業

けんこう増
進課 はつ
らつ保健
係

現状
維持

市民がフェスタでの催し物・体験コーナーを通じ、健康づくり、地
域づくりの拠点として身近な施設と感じられるよう、医師会・歯科
医師会・食生活改善推進委員の協力のもと、今後も継続してい
く。

B

11
義務的
な事務

健康増進事業

けんこう増
進課 はつ
らつ保健
係

現状
維持

健診費用が経費の大半を占めている状況であるが、補助金を活
用しながら市民の自己健康管理が図れるよう、今後も健康づく
り・健診データ改善のための啓発活動に取り組む。

B

10
義務的
な事務

母子保健事業

けんこう増
進課 はつ
らつ保健
係

現状
維持

子どもの健やかな成長発達が促せる育児力が身に着くよう、妊
娠期からの教育啓発、また育児支援は今後も必要と考える。

B12
義務的
な事務

がん検診

けんこう増
進課 はつ
らつ保健
係

現状
維持

異常の早期発見のため今後も事業継続を図るが、市民全体に
働きかける内容と、がんの特性に応じ、働きかける対象者を絞る
など工夫し、限りある財源を有効活用したい。
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 3-1 施策名 健康づくり 主担当課 けんこう増進課

事業の
方向性 平成32年度

13
義務的
な事務

食育の充実

けんこう増
進課 はつ
らつ保健
係

現状
維持

健康づくりの資本であり、経費を考慮しながら、あらゆる世代に食
育の推進を今後も図って行く。

B

B

15
法定受
託事務

国民年金業務
保険医療
課 保険年
金係

現状
維持

年金関係の申請や受付等の窓口業務を適正に行い、市民に年
金制度への理解を深めてもらう。

B

14
任意の
自治事
務

保険税賦課徴収
事業

保険医療
課 保険年
金係

現状
維持

現状の徴収率を維持するように努める。

B

17
義務的
な事務

保険給付事業
保険医療
課 保険年
金係

現状
維持

国民健康保険法に基づく保険給付である。 B

16
義務的
な事務

国保保健事業
保険医療
課 保険年
金係

現状
維持

国保保健事業（頭部ＭＲＩ・ＭＲＡ検査助成、特定健康診査、特
定保健指導、その他予防事業）を実施する。 
医療費適正化事業（医療費通知、ジェネリック差額通知等）の事
業を実施する

B

19 庶務
保険医療課庶務
事業

保険医療
課 保険年
金係

現状
維持

国民健康保険制度の健全な事業運営をすすめる上で、必要な
庶務事務を行なう。

B

18
義務的
な事務

国保拠出金・納付
金（国民健康保険
事業費納付金等）

保険医療
課 保険年
金係

現状
維持

県から示された事業費納付金を支払うため、保険税率を段階的
に見直す。

21

20

24

23

22
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関連組織

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　市民が地域のなかでともに支え合って安心して暮らしている

目標像の
説明

　地域には、年齢・家族関係・国籍など、様々な属性をもった人々が暮らしており、それぞれ違った考え方が尊重されている。
近隣とのコミュニケーションがうまく図られ、住みよい地域にするために、市民一人一人が地域について考え、それぞれが役割
をもって地域に関わって暮らしている。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 福祉保険部

施策番号 3-2 施策名 地域福祉の充実 主担当課 社会福祉課

47,781 千円 55,018 千円 47,707 千円

取り組み
方針

　福祉ボランティアに対する関心や興味を育て、人材を幅広い層に広げていくとともに、実際の活動に結びつけるため、関係
団体との協力体制を構築し、市民、事業者など多くの活動主体との情報共有を工夫していきます。
　また、地域の活動を中心的に担ってもらうため、研修の開催等を通じて福祉ボランティアの人材育成を支援します。
　また、民生児童委員が中心となって、一人暮らしの高齢者世帯や子育て中の世帯等への「声かけ」や「安否確認」などの助
け合いの仕組みを作ることで個人が社会から孤立することを防止できるよう地域ネットワークづくりを進めます。
　これら地域における福祉活動を支え、気軽に集まり十分な情報交換をできる拠点として、福祉センターを中心に、各地域の
集会所等の活用を進めます。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

平成30 
年度の 

実施内容

各種団体に適正に補助金を交付し、事業内容の確認を行った。
保健福祉センター「陽だまり」及び社会福祉協議会分館において、福祉ボランティア活動の充実を図った。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「地域福祉の充実」が達成さ
れたと感じる市民の割合

%

① ボランティア団体の登録者数 人

3620 3740

70%

― ― ―

② 福祉ボランティア参加者数 人

1800 1900

3870

4,000人

2751 2859 ―

1950

2,000人

1969 1846 ―

―

②

施
策
管
理
指
標
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社会福祉課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

桜井市社会福祉協議会に拠点を置く桜井市ボランティアセンター登録団体において、各行事へのボランティアスタッ
フ参加促進を行った。
「社会を明るくする運動」の協調月間において、保護司会や更生保護女性会、民生児童委員連絡協議会との連携をも
とに、啓発活動やミニ集会を行った。

施策番号 3-2 施策名 地域福祉の充実 主担当課

重要度 4.27

アンケート 平成25年度 達成度 2.70 重要度 4.03

ニーズの
方向性

判定

説明
住民個人の生活形態が様々であることから、住民一人ひ
とりが福祉のまちづくりを自分たちの問題として、地域福
祉に主体的に関わっていくことが求められる。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.61

進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

ニーズの多様化に対応するため、福祉ボランティアの人材育成に努めると共に情報提供のあり方を工夫し、福祉ボランティア
活動への参加を促す必要がある。
ニーズの明確化を図る活動を行い、他方でサービスを提供する側でも地域の実情に配慮する必要がある。
家族や地域のつながりが薄れ、一人ひとりのモラルが低下している中で、若い世代の組織づくりや地域行事に多くの人々が参
加できるよう求められる。

施策展開
の方策

民生児童委員の活動として、一人暮らしの高齢者や子育て中の世帯等への訪問を今後も活発に行い、地域における助け合
いを推し進めることで、個人が社会から孤立することを防ぐ。
実情に即した助言ができるような人材を育成する。
福祉ボランティア活動の取組内容の広報活動をする。
個人情報の保護を遵守しながら情報を共有する。

結果 平成28年度 達成度 2.74 重要度 4.01

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 3-2 施策名 地域福祉の充実 主担当課 社会福祉課

事業の方
向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

社会福祉功労者へ
の顕彰

社会福祉課
社会福祉係

現状
維持

長期にわたり社会福祉に貢献された人を表彰し、その労苦に報い、社会福
祉の増進のためにも継続する。

B

B

3
任意の
自治事
務

更生保護女性会へ
の補助

社会福祉課
社会福祉係

現状
維持

青少年の非行の増加を考え、地域で非行防止活動を行う更生保護女性会
への補助事業を継続する。

B

2
任意の
自治事
務

戦没者追悼式の開
催

社会福祉課
社会福祉係

現状
維持

戦没者の遺族が一同に会して戦没者に追悼の意を表し、また遺族の労苦を
労う場でもあるため事業を継続する。

B

5
任意の
自治事
務

保護司会への補助
社会福祉課
社会福祉係

現状
維持

ボランティアで保護司を務め、罪を犯した人の更生と再犯予防に活動する
保護司会に助成を継続する。

B

4
任意の
自治事
務

社会福祉協議会へ
の補助

社会福祉課
社会福祉係

現状
維持

地域福祉事業の中心となる社会福祉協議会への補助を行い、組織強化を
する。

B

7
任意の
自治事
務

社会を明るくする運
動

社会福祉課
社会福祉係

現状
維持

犯罪や非行のない明るい社会を築くためには、多くの人が運動に参加し趣
旨を理解してもらう必要があるためこの運動を継続する。

B

6
任意の
自治事
務

遺族会への補助
社会福祉課
社会福祉係

現状
維持

戦没者の遺族の福祉の増進活動を行う遺族会に、その活動のための助成
を継続する。

B

9 ゼロ予算
日本赤十字社奈良
県支部との連携

社会福祉課
社会福祉係

現状
維持

日本赤十字社奈良県支部と連携し、救援に携わる。 B

8
任意の
自治事
務

地域福祉相談員事
業

社会福祉課
社会福祉係

現状
維持

地域の身近な相談事業として、今後も継続する。

B

11
義務的
な事務

中国残留邦人等地
域生活支援事業

社会福祉課
保護係

現状
維持

今後も支援のため継続が必要である。 B

10 庶務
社会福祉課庶務事
業（社会福祉係）

社会福祉課
社会福祉係

現状
維持

B12
義務的
な事務

民生委員活動への
補助

社会福祉課
保護係

現状
維持

今後も支援のため継続が必要である。
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 3-2 施策名 地域福祉の充実 主担当課 社会福祉課

事業の方
向性 平成32年度

13
義務的
な事務

児童委員活動への
補助

社会福祉課
保護係

現状
維持

今後も支援のため、継続が必要である B

15

14

17

16

19

18

21

20

24

23

22

52



関連組織 保険医療課

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　障害を持つ人が安心して、地域でともに生活している

目標像の
説明

　障害者だけでなく、すべての住民が役割と責任を持ち、積極的に社会活動に参加し、誰もが住み慣れた
地域で、生きる喜びを感じ、安心で快適な生活を送ることができる「共生社会」となっている。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 福祉保険部

施策番号 3-3 施策名 障害者福祉の充実 主担当課 社会福祉課

1,627,044 千円 1,700,001 千円 1,700,024 千円

取り組み
方針

　障害者も地域社会を形成する一員として、人権が尊重され、自己選択と自己決定のもと、地域のあらゆる
活動に参加できるよう支援していくために、障害者一人一人の状況に応じた自立のスタイルを確立できるよ
う、各種サービスを充実させ、相談支援事業所が中心となり、生活支援・就労支援・医療的支援等の機関と
連携を図り障害者が地域で安心して暮らせる支援体制のネットワーク構築を図ります。
　障害者が地域で安心して暮らしていくためには、地域において障害に対する理解と支え合いが必要であ
ることから、生涯を通じて障害や障害者への理解を深める福祉教育を推進します。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

平成30 
年度の 

実施内容

障害者福祉基本計画及び障害福祉計画等に基づき、福祉サービスやそれに関連する事務事業等を実施
した。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「障害者福祉の充実」が
達成されたと感じる市民
の割合

%

①
障害者の一般就労に向
けての支援

人

470 480

75%

― ― ―

②
障害者の地域とのふれ
あい活動への全般参加
者数

人

1000 1000

500

500人

404 518 ―

1000

1,000人

900 900 ―

420人

395 414 ―

②
住み慣れた地域で生活
するための支援（訪問系
サービス提供の充実）

人

400 410 415

施
策
管
理
指
標
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社会福祉課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

　障害者の自立支援や社会参加促進等のために必要とされる事業及び、サービス等の提供を適正
に実施した。具体的には、障害者総合支援法や児童福祉法に基づく「障害者福祉基本計画」や「障
害福祉計画」に沿って、障害区分に応じた身体介護や家事援助等を行った。また、社会福祉法人と
の協議の上、新たに災害時の障害者の受入可能な福祉避難所（２法人）の指定を推し進め協定書を
取り交わした。

施策番号 3-3 施策名 障害者福祉の充実 主担当課

重要度 4.34

アンケート 平成25年度 達成度 2.58 重要度 4.20

ニーズの
方向性

判定

説明

障害者は、「働く場所が無い」「日中の居場所が
欲しい」など様々な悩みと不安を抱えている。ま
た、本人やその家族の高齢化により「親亡き後」
の将来への不安を強く抱いていることから、今後
も、今まで以上に地域や行政との繋がりが必要と
されている。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.66

進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題
障害のある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、相談支援事業や体験の機会、緊急時の対応等、
ケースに応じて必要な機能を備えた「地域生活支援拠点」を令和2年度末までに各市町村または各圏域に
少なくとも一つ整備することが必須となっており、国の基本方針にも示されている。

施策展開
の方策

障害者が、住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、周囲の理解と支えあいが必要不可欠であ
る。
障害者が積極的に社会活動に参加できる地域づくりのために、行政としてもできる限りの情報提供や支援
体制を整えていかなければならないと考える。

結果 平成28年度 達成度 2.65 重要度 4.17

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 3-3 施策名 障害者福祉の充実 主担当課 社会福祉課

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

手話通訳者の設
置

社会福祉
課 障害福
祉係

拡充
聴覚障害者の利便を図るため引き続き手話通訳者を設置。 
設置回数の拡充も引き続き検討

A

B

3
任意の
自治事
務

点訳奉仕員養成
講座の実施

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

今年度、参加者無しだが、点訳奉仕員を養成する必要があるた
め、 次年度以降も引き続き実施する。開催される講座も必要最
小限のものであるため現状維持。

B

2
任意の
自治事
務

地域活動支援セ
ンター事業

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

障害者（児）の社会参加促進のため次年度以降も引き続き事業
実施する。

B

5
任意の
自治事
務

手話講習会（中
級）の実施

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

受講者のほとんどが手話サークルの活動に参加している。手話
の勉強会を続けることで聴覚障害者の支援につながるため引き
続き事業を実施する。

B

4
任意の
自治事
務

朗読奉仕員養成
事業

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

「声の広報」の提供等、視覚障害者の利便を図るために引き続き
事業を実施

B

7
任意の
自治事
務

福祉タクシーへの
扶助

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

障害者（児）の社会参加促進や活動の範囲拡大に寄与している
ため引き続き事業実施する。

B

6
任意の
自治事
務

手話奉仕員養成
事業

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

ボランティア育成のため、希望者がある限り引き続き事業実施。 
広報活動を含め事業の啓発に努める。

B

9
任意の
自治事
務

福祉電話扶助
社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

福祉電話が必要な障害者のため、引き続き事業を実施する。 B

8
任意の
自治事
務

外国人重度心身
障害者特別給付
金支給事業

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

支援促進のため引き続き事業実施する。

B

11
任意の
自治事
務

知的障害児（育成
会・療育教室）行
事への助成

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

クリスマス会への参加者は非常に多く、知的障害児の楽しみと
なっているため、引き続き事業を実施する。

B

10
任意の
自治事
務

肢体不自由児父
母の会行事への
助成

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

肢体不自由児（者）の社会参加の貴重な場として必要であるた
め、引き続き事業を実施する。

B12
任意の
自治事
務

声の広報支援
社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

視覚障害者の自立更生を図るため、視覚障害者の情報源とし
て、引き続き事業を実施する。
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 3-3 施策名 障害者福祉の充実 主担当課 社会福祉課

事業の
方向性 平成32年度

13
任意の
自治事
務

点字ワープロ利
用支援

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

視覚障害者の自立更生の促進及び情報源として必要であるた
め引き続き事業実施する。

B

B

15
任意の
自治事
務

移動支援事業
社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

障害者（児）の社会参加促進のため引き続き事業実施する。 B

14
任意の
自治事
務

スポーツ教室参
加促進

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

知的障害者の社会参加促進及び体力向上のため、実施内容の
更なる充実を図りながら引き続き事業実施する。

B

17
任意の
自治事
務

肢体不自由児父
母の会への補助

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

年度当初に立てる活動計画により、積極的かつ意欲的に活動で
きており今後も必要であるため引き続き事業実施する。

B

16
任意の
自治事
務

日中一時支援事
業

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

障害者（児）の日中の活動の場を確保し、家族の就労及び一時
的な休息確保のため引き続き事業実施する。

B

19
任意の
自治事
務

肢体障害者協会
への補助

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

社会参加等の活動も積極的に行われており、今後も継続してい
くことに意義があるため引き続き事業実施する。

B

18
任意の
自治事
務

視覚障害者協会
への補助

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

会員の高齢化に伴い会員数が減少傾向だが、社会参加等活動
も積極的に行われており、今後も継続する必要があるため引き
続き事業実施する。

B

21
任意の
自治事
務

障害者（児）団体
連合会への補助

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

会員の高齢化に伴い会員数が減少傾向だが、各障害者団体の
役員等が集まることにより連携強化も図られていることから、今後
も継続していく意義があるため引き続き事業実施する。

B

20
任意の
自治事
務

聴覚障害者協会
への補助

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

社会参加等の活動も積極的に行われており、今後も継続してい
く意義があるため引き続き事業実施する。

B

23
任意の
自治事
務

市民ふれあい福
祉まつり委託

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

天候等により参加者の増減はあるが、年に1回の障害者と市民と
の交流が図られる貴重な場として意義があるため、今後も引き続
き事業実施する。

B

22
任意の
自治事
務

手をつなぐ育成
会への補助

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

会主催の事業の企画立案・社会参加等、日頃より積極的に活動
されており今後も継続することに意義があるため引き続き事業実
施する。

B24
任意の
自治事
務

訪問入浴サービ
ス実施事業

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

寝たきりの重度障害者の在宅福祉充実のため、今後も事業を実
施する。
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 3-3 施策名 障害者福祉の充実 主担当課 社会福祉課

事業の
方向性 平成32年度

25
任意の
自治事
務

在宅重度身体障
害者訪問審査の
実施事業

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

利用者は無しであったが、申請があれば対応する必要があるた
め、引き続き事業実施する。

B

B

27
任意の
自治事
務

福祉ホーム事業
社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

障害者の自立した生活支援の充実を図るため、引き続き事業を
実施する。

B

26
任意の
自治事
務

障害者福祉シス
テムの構築

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

障害者の情報管理の適正に必要なため引き続き事業実施す
る。

B

29
任意の
自治事
務

成年後見人等に
係る報酬費助成

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

成年後見制度の利用促進を図るため引き続き事業実施する。 B

28
任意の
自治事
務

地域活動支援セ
ンター事業委託

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

地域生活支援事業の必須事業に該当するため引き続き事業実
施する。

B

31
ゼロ予
算

市民体育祭（ふれ
あいの部）への参
加促進

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

障害者が市民とふれあう貴重な機会の場となっているため引き
続き事業実施する。

B

30
ゼロ予
算

県身体障害者ス
ポーツ大会への
参加促進

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

スポーツ大会を通じて障害者のスポーツ意欲が高まり、また体力
向上につながるため引き続き事業実施する。

B

33
義務的
な事務

福祉有償運送運
営協議会開催

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

協議会は必要に応じて適宜開催されるため引き続き事業実施す
る。

B

32
ゼロ予
算

施設入所者の就
職促進支援事業

社会福祉
課 障害福
祉係

申請は無かったが、あれば対応の必要があるため引き続き事業
実施する。

B

35
義務的
な事務

相談支援事業
社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

障害者（児）のニーズに合わせて相談業務を実施できており、今
後も必要であるため引き続き事業実施する。

B

34
義務的
な事務

障害程度区分認
定審査会開催費
用負担

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

障害福祉サービスのための必要不可欠な事業であるため、今後
も引き続き事業実施する。

B36
義務的
な事務

介護・訓練等給付
事業

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

介護、訓練給付等を必要な障害者が利用できているため引き続
き事業実施する。
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 3-3 施策名 障害者福祉の充実 主担当課 社会福祉課

事業の
方向性 平成32年度

37
義務的
な事務

身体障害者自動
車運転免許取得
の奨励

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

身体障害者の自立更生支援のため引き続き事業実施する。 B

B

39
義務的
な事務

日常生活用具の
給付扶助

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

障害者（児）の自立更生支援のため引き続き事業実施する。 B

38
義務的
な事務

補装具の交付及
び修理の扶助

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

身体障害者（児）の自立更生支援のため引き続き事業実施す
る。

B

41
義務的
な事務

身体障害者自動
車改造への扶助

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

下肢障害者等の移動範囲が拡大することにより、社会参加の促
進が期待されるため引き続き事業実施する。

B

40
義務的
な事務

自立支援医療費
（更生医療費）の
給付事業

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

身体障害者の自立更生支援のため引き続き事業実施する。

B

43
義務的
な事務

特別障害者手当
等の給付

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

重度障害者(児）支援の充実を図るため引き続き事業実施する。 B

42
義務的
な事務

精神障害者への
医療費扶助

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

制度改正に伴い精神手帳1級及び2級所持者に対し医療費の助
成が拡充された。今後も事業の適正実施を遂行する。

A

45
義務的
な事務

障害児通所支援
事業

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

障害児の日中の居場所として必要であるため引き続き事業実施
する。

B

44
義務的
な事務

手話通訳者の派
遣

社会福祉
課 障害福
祉係

聴覚障害者の社会参加促進のため引き続き事業実する。

B48
任意の
自治事
務

心身障害者への
医療費助成

保険医療
課 医療係

現状
維持

心身障害者に対して、医療費の一部を助成することで、心身障
害者の健康の保持および福祉の増進を図る。

B

47 庶務
社会福祉課庶務
事業（障害福祉
係）

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

B

46
義務的
な事務

自立支援医療費
（育成医療費）の
給付

社会福祉
課 障害福
祉係

現状
維持

育成医療が必要な障害児のため引き続き事業実施する。
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―

②

施
策
管
理
指
標

45

50世帯

28 54 ―

120

130人(累計)

91 107 ―

60%

― ― ―

②
自立支援プログラム目標達
成者数

人

110 115

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「市民の生活支援」が達成さ
れたと感じる市民の割合

%

① 生活保護自立世帯数 世帯

40 45

平成30 
年度の 

実施内容

桜井市くらしとしごと支援センターとの連携を強化するなど、生活困窮者や就労可能な保護世帯の自立支援を促進し、業務内
容や事務手続きを見直すことで可能なものから効率化を図り、訪問や相談支援の充実に向けた取り組みを進めた。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

1,847,202 千円 1,795,448 千円 1,836,509 千円

取り組み
方針

　傷病・障害・精神疾患による社会的入院や、DV、子どもの虐待、多重債務問題、相談相手がいないなど、今日の被保護世
帯が抱える多様な問題に対応できるよう、職員一人一人の技能向上に向けた研修への参加促進や、個人の努力や経験だけ
では対応できない問題に対する複数による面談、相談、訪問体制の強化を図ります。
　さらに従来の経済的給付の生活保護制度に加え、被保護者の状況や自立阻害要因を把握した上で、ハローワークへの同
行支援や、借金問題の相談窓口への取次ぎなど、一人一人に応じた具体的な内容の自立支援策を提供できる仕組みづくり
を進めます。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

関連組織

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　誰もが各自の能力を活かしながら、経済的にも精神的にも自立して生活している

目標像の
説明

　基本的人権の尊重により、誰もが健康で文化的な最低限度の生活が保障されており、これに基づき必要な支援を行うことで
自立を促し、生活困窮者も地域社会の一員として充実した生活を送ることができる。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 福祉保険部

施策番号 3-4 施策名 市民の生活支援 主担当課 社会福祉課
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進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題
平成３０年度末において、保護世帯数　８０７世帯のうち、高齢者世帯は５１２世帯と全体の６３％を占める。
高齢化により、一層きめ細やかな相談や支援が必要とされているが、国のケースワーカー配置基準１０名に対し、１名不足して
いることもあり、業務内容の効率化と工夫に努めているものの十分な支援の提供に困難が生じている。

施策展開
の方策

就労支援員の活用、またハローワークや桜井市くらしとしごと支援センター等との連携を強化することで増収等による自立を促
進する一方、訪問を強化するなど高齢者世帯の充実した生活支援を提供できる仕組みづくりを更に進める。

結果 平成28年度 達成度 2.38 重要度 4.17

重要度 4.20

アンケート 平成25年度 達成度 2.35 重要度 4.14

ニーズの
方向性

判定

説明
保護受給世帯全体は増加続けており、受給者の高齢化
も進んでいることからよりきめ細やかな支援が求められて
いる。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.37

社会福祉課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明
収入の増加等による自立が見込める保護世帯が減少してきている中、目標を下回っているものの概ね達成することが
できた。

施策番号 3-4 施策名 市民の生活支援 主担当課

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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12

11

10

B

9

8
義務的
な事務

住宅支援給付事業
社会福祉課
保護係

現状
維持

今後も支援のため継続が必要である。

B

7
義務的
な事務

生活保護の適正推
進

社会福祉課
保護係

現状
維持

生活保護の濫給、漏給を防止するため、今後も継続が必要である。 B

6
義務的
な事務

法外援助等扶助
社会福祉課
保護係

現状
維持

今後も死亡旅行人等の処置のため継続が必要である。

B

5
法定受
託事務

中国残留邦人支援
給付

社会福祉課
保護係

現状
維持

今後も支援のため継続が必要である。 B

4
法定受
託事務

生活保護の実施
社会福祉課
保護係

現状
維持

今後も制度に基づき事業の継続が必要である。

B

3
義務的
な事務

災害貸付金
社会福祉課
社会福祉係

現状
維持

災害援護貸付金の制度は法律で定められており、生活の立て直しの一助と
なるので継続する。

B

2
義務的
な事務

災害弔慰金・災害障
害見舞金

社会福祉課
社会福祉係

現状
維持

法に基づき事業を実施する。

事業の方
向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

災害見舞金の支給
社会福祉課
社会福祉係

現状
維持

今後も迅速に対応する。 B

５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 3-4 施策名 市民の生活支援 主担当課 社会福祉課
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関連組織

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　市民は老後も無理なく社会参加しながら、経済的な不安を感じることなく暮らしている

目標像の
説明

　地域に住む高齢者は、それぞれの健康状態にあわせた社会参加により、社会貢献と同時に労働の対価
を得るとともに、生活に必要な経済的支援のもと、やりがいを持ちながら安心して暮らしている。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 福祉保険部

施策番号 3-5 施策名 高齢者生活の充実 主担当課 高齢福祉課

56,936 千円 54,170 千円 66,707 千円

取り組み
方針

　国民年金の動向を見ながら、高齢者が経済的に不安なく暮らせるよう、介護者に対する負担軽減事業
（寝たきり高齢者への紙おむつ支給等）の充実を図ります。
　また、健康な高齢者の方が、生活をより充実させる上で必要となる生活費を賄うための、労働機会の提供
を図ります。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

平成30 
年度の 

実施内容

・シルバー人材センターの運営補助を行った。
・老人福祉法の規定による養護老人ホームへの措置を行った。
・低所得者の負担軽減のため、紙おむつの支給を行った。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「高齢者生活の充実」が
達成されたと感じる市民
の割合

%

①
ひとり暮らし高齢者訪問
者数

人

480 480

70%

― ― ―

②
シルバー人材センター
登録者数

人

310 310

480

500人

468 457 ―

310

350人

240 233 ―

―

②

施
策
管
理
指
標
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高齢福祉課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明
シルバー人材センターの運営については、登録会員の就業率や契約金額については伸びを示して
いるが、会員数は昨年度よりやや減った。
紙おむつを必要とする高齢者は、高齢化の進展に伴う在宅介護の推進により増加すると思われる。

施策番号 3-5 施策名 高齢者生活の充実 主担当課

重要度 4.08

アンケート 平成25年度 達成度 2.55 重要度 3.93

ニーズの
方向性

判定

説明

高齢化率が年々増加し、それに合わせてシル
バー人材センターへのニーズが増加傾向にあ
る。
高齢者の経済的不安を解消するため、制度の啓
発と拡大を必要とする。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.51

進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

高齢者の労働機会提供拡充のため、シルバー人材センターの会員拡大、特に女性会員の拡大などの課
題があるため、制度の啓発と、より一層の企業に対する理解を求める努力が必要である。
介護者に対する経済的負担軽減のため、引き続き紙おむつ等の支給などの制度の啓発と制度の拡充が
課題である。（令和３年度より地域支援事業の介護用品支給事業対象から外れる為、今後の財源確保や支
給対象者しいては事業の見直しが必要である）

施策展開
の方策

引き続きシルバー人材センターの利用を促進し、会員増等に取り組む。
養護老人ホームへの措置や老人福祉法に基づく、やむを得ない措置に取り組み不安の解消に努める。
介護の負担軽減のため、紙おむつ等の支給を引き続き行う。（令和３年度より地域支援事業の介護用品支
給事業対象から外れる為、今後の財源確保や支給対象者しいては事業の見直しが必要である）

結果 平成28年度 達成度 2.57 重要度 3.91

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 3-5 施策名 高齢者生活の充実 主担当課 高齢福祉課

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

外国人高齢者特
別給付金の支給

高齢福祉
課 高齢者
ケア係

現状
維持

引き続き、年金未受給の高齢者に対し、特別給付金の支給を行
う。

B

B

3
任意の
自治事
務

養護老人ホーム
入所措置への支
援

高齢福祉
課 高齢者
ケア係

現状
維持

老人福祉法の規定に基づき養護老人ホームへの入所措置を行
う。

B

2
任意の
自治事
務

シルバー人材セ
ンターの運営補
助

高齢福祉
課 高齢者
ケア係

現状
維持

引き続き、シルバー人材センターの運営に対し、補助金を交付
する。

B

5
ゼロ予
算

老人福祉相談業
務

高齢福祉
課 高齢者
ケア係

現状
維持

窓口及び電話等による相談を行う。 B

4
任意の
自治事
務

紙おむつ支給等
支援事業

高齢福祉
課 高齢者
ケア係

現状
維持

介護認定の重度な低所得者世帯の負担軽減のため紙おむつ
支給を継続する。

B

7 庶務
高齢福祉課庶務
事業

高齢福祉
課 介護保
険係

現状
維持

B

6
任意の
自治事
務

介護保険特別（社
会福祉法人）

高齢福祉
課 介護保
険係

現状
維持

制度として引き続き継続する。

9

8

12

11

10
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関連組織 保険医療課,地域包括ケア推進室

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　暮らし方や健康状態の異なる様々な高齢者が健康面でも精神面でも安心して暮らしている

目標像の
説明

　地域に住む高齢者は、様々な制度やサービスの情報を得ながら自分にあった適切なサービスを利用する
ことにより、交流の機会も充実し、身近な友人や家族とともに安心して生活している。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 福祉保険部

施策番号 3-6 施策名 高齢者の健康促進 主担当課 高齢福祉課

6,533,650 千円 6,011,223 千円 6,314,690 千円

取り組み
方針

　高齢者が安心して生活できる社会にするために、市民・関係機関と連携しつつ、介護保険制度等、高齢
者の暮らしに必要な情報を確実に提供していきます。
　また、多様な価値観を持つ高齢者の交流機会の充実を図るとともに、在宅で生活ができるための介護予
防事業等の充実を図ります。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

平成30 
年度の 

実施内容

・老人クラブ連合会に対し、補助金交付を行った。
・一人暮らし高齢者の安否確認のため、訪問員の設置、緊急通報装置の設置を行った。
・介護保険法に基づき、介護保険の運営を行った。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「高齢者の健康促進」が
達成されたと感じる市民
の割合

%

① 老人クラブ参加率 %

23 23

60%

― ― ―

② 元気な高齢者の割合 %

91 91

23

29%

20.66 20.24 ―

91

92%

87.3 87.1 ―

―

②

施
策
管
理
指
標
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高齢福祉課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明
老人クラブへの参加率は、昨年度と同様であるが、社会参加の促進にむけ、引き続き取り組む必要
がある。
一人暮らし高齢者の増加に伴い、継続した制度の実施が必要である。

施策番号 3-6 施策名 高齢者の健康促進 主担当課

重要度 4.35

アンケート 平成25年度 達成度 2.50 重要度 4.26

ニーズの
方向性

判定

説明
高齢化や一人暮らし高齢者の増加に伴い、ニー
ズは増加する方向にある。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.47

進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題
老人クラブ活動により、多くの高齢者の参加が求められるため創意工夫した取り組みを必要とする。
今後も一人暮らし高齢者の増加が予想されるため、きめ細かい対策が必要である。
高齢者人口の増加に伴う介護給付費の増加。

施策展開
の方策

・老人クラブ連合会と、より密接に協議を行い、創意工夫した参加者の増加を見据えた取り組みを行う。
・一人暮らし高齢者のニーズを正確に把握するため、3年に1回実施予定のシルバー調査を共に取り組み、
一人暮らし高齢者の不安解消に向けた施策を引き続き展開する。
・増加する介護給付費抑制のため給付適正化及び自立支援、重度化防止に取り組む。

結果 平成28年度 達成度 2.48 重要度 4.26

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 3-6 施策名 高齢者の健康促進 主担当課 高齢福祉課

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

福祉電話 ･緊急
通報装置の設置

高齢福祉
課 高齢者
ケア係

現状
維持

ひとり暮らし高齢者の安否確認のため制度を継続する。 B

B

3
任意の
自治事
務

老人福祉大会の
開催

高齢福祉
課 高齢者
ケア係

現状
維持

敬老の日を中心に老人福祉大会を開催し、長寿と健康を祝う。 B

2
任意の
自治事
務

敬老事業の実施
高齢福祉
課 高齢者
ケア係

現状
維持

長寿のお祝いを引き続き実施する。

B

5
任意の
自治事
務

一人暮らし老人
訪問の実施

高齢福祉
課 高齢者
ケア係

現状
維持

ひとり暮らし高齢者に対し、安否の確認を行うため、地域の老人
クラブに委託して訪問を実施する。

B

4
任意の
自治事
務

老人クラブの育成
補助

高齢福祉
課 高齢者
ケア係

現状
維持

高齢者の地域での活動を援助するため、老人クラブに補助金を
支出する。

B

7
任意の
自治事
務

総合福祉セン
ターの管理運営

高齢福祉
課 高齢者
ケア係

現状
維持

総合福祉センターの管理運営を行うため、社会福祉協議会を指
定管理者とする。

B

6
任意の
自治事
務

老人クラブ連合会
リーダー等の育成
及び健康づくり事
業補助

高齢福祉
課 高齢者
ケア係

現状
維持

老人クラブのリーダーを育成すると共に健康づくり事業促進の為
連合会に補助金を支出する。

B

9
任意の
自治事
務

軽度生活援助事
業の委託

高齢福祉
課 高齢者
ケア係

縮小
申請状況に応じ、高齢者の日常生活を支援するため、シルバー
人材センターに事業委託する。

B

8
任意の
自治事
務

老人憩の家の管
理運営

高齢福祉
課 高齢者
ケア係

現状
維持

老人憩の家の管理運営を行うため引き続き指定管理者に委託
する。

B

11
任意の
自治事
務

配食サービス事
業への補助

高齢福祉
課 高齢者
ケア係

現状
維持

引き続き、配食サービスを行うため実施団体への補助を行う。 B

10
任意の
自治事
務

訪問理美容サー
ビスの実施

高齢福祉
課 高齢者
ケア係

現状
維持

理容組合、美容組合に委託し、自ら出向くことのできない高齢者
宅へ訪問し、理美容サービスを実施する。

A12
義務的
な事務

地域支援事業
高齢福祉
課 高齢者
ケア係

現状
維持

介護保険法に基づく地域支援事業を行う。
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 3-6 施策名 高齢者の健康促進 主担当課 高齢福祉課

事業の
方向性 平成32年度

13
任意の
自治事
務

認知症関連事業

地域包括
ケア推進
室 地域包
括ケア推
進係

現状
維持

認知症者の増加に対し、認知症になっても安心して暮らせる地
域づくりのため、正しい理解の周知・啓発や本人・家族の支援の
充実等を推進する。

B

B

15
任意の
自治事
務

地域で行う「いき
いき百歳体操」

地域包括
ケア推進
室 地域包
括ケア推
進係

現状
維持

地域住民の居場所づくり、支えあう地域づくりを目指し、住民の
主体性をもとに後方支援を継続していく。

B

14
任意の
自治事
務

医療介護連携事
業

地域包括
ケア推進
室 地域包
括ケア推
進係

現状
維持

引き続き医療・介護がつながる研修会等を企画する。

A

17
任意の
自治事
務

重度心身障害老
人等医療費の助
成

保険医療
課 医療係

現状
維持

重度心身障害者老人等の健康の保持および福祉の増進を図
る。

B

16
義務的
な事務

介護保険制度の
健全な運営

高齢福祉
課 介護保
険係

拡充
高齢者人口の増加に伴う給付費の増加。増加する給付費抑制
のため給付適正化及び自立支援、重度化防止の取り組みを強
化。

B

19

18
義務的
な事務

後期高齢者医療
制度

保険医療
課 医療係

現状
維持

後期高齢者の健康の保持及び福祉の増進を図るために必要な
事業を積極的に推進する。

21

20

24

23

22
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関連組織 児童福祉課,保険医療課,こども未来課

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　子育てに関する相談や支援が受けられ、安心して子育てが出来る

目標像の
説明

　生活様式の変化、核家族化、離婚率増加に起因するひとり親家庭の増加、地域の支援網の希薄化、女
性の社会進出等により発生する子育てに関する多様な悩み・不安が解消されている。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 すこやか暮らし部

施策番号 3-7 施策名 子育て支援 主担当課 けんこう増進課

1,526,945 千円 1,495,250 千円 1,608,362 千円

取り組み
方針

　「子どもは地域全体で育てる」という意識をもって、地域社会、企業、学校が、それぞれの知識や技術を活
かして子育て支援ができるような地域環境の基盤づくりを推し進めます。
　また、悩みや問題の把握、解決のため、地域の協力を得ながら不安や悩みを抱えている子育て中の親の
負担感を払拭する子育て相談や訪問活動を行いそれぞれにあった子育て支援施策と広報活動の充実を
図り、継続して支援できるネットワークづくりに取り組みます。
　問題解決のための市民啓発、関係団体との情報交流とネットワークづくりのために、情報提供や実践に結
びつけるための研修会等の実施や専門的な指導、助言を受けることができる体制と支援事業の充実に取り
組みます。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

平成30 
年度の 

実施内容

保健福祉センター”陽だまり”において妊娠期からの切れ目ない支援を目指して子育て総合支援室を中心に事業を実
施している。産後うつや子育ての孤立化を防ぐことを目的とし、産後に電話で母子の体調を確認し、子育て仲間を作る
ための講座や親子の遊び場等案内する。地域とつながり子育てしていけるよう、高齢者の百歳体操とコラボして子育て
支援を地域で実施している。ライフステージにより、子育ての悩みも変化していくので、対応していける相談体制を専門
職で連携し、構築している。また、児童虐待対応においては、改正児童福祉法に対応するために、こども未来課に「子
ども家庭総合支援拠点」を設置し体制づくりを実施した。学童保育所においては、一斉申し込み期間（低学年のみ受
付）と随時申し込み期間（一斉申し込み期間終了後定員空き枠に対し受付高学年も対象）に分けて受付。一斉申し込
み期間の受付分は待機児童の発生もなく入所できているが、学童保育所によっては随時申し込み受付後待機児童が
発生している。30年度城島学童保育所においては、4月時点で13人の待機児童が発生していたが夏休み前に13人全
ての待機児童の受け入れを行った。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「子育て支援」が達成さ
れたと感じる市民の割合

%

①
子育て支援施設等利用
率（就学前児童）

%

75 75

60%

― ― ―

②
子育て世帯の交流機会
への参加者数

人

2500 2500

75

80.0%

６８､４ 69.2 ―

2500

2,000人

3528 3918 ―

100.0%

98.2 97.8 ―

②
学童保育所入所率（就
学後児童）

%

100 100 100

施
策
管
理
指
標
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けんこう増進課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

保健福祉センター”陽だまり”にて子育て総合支援室を中心に妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を
目指し、子育てに関わる他課、職種連携をしながら取り組んでいる。子育てを巡る環境の変化に伴い、負担感・
不安感を訴える保護者も増加してきている。少しでも軽減すべく相談対応窓口を充実させている。子育て支援施
設利用率は幼稚園・児童福祉施設等や親子の遊び場（つどいの広場）の利用数を就学前人口で割った率であ
る。子育て支援施設等利用率（就学前児童）達成度がいたらないため更なる広報が必要と考える。学童保育所
の入所率は学童保育所全体の４月中の入所者を、全体の４月中入所者数と４月時点の待機者数を足した数で
割ったものである。城島学童保育所においては、平成２９年度より定員を増員したにも関わらず、２９年度３０年度
ともに４月時点で１０名前後の待機児童が発生している。また、他の学童保育所についても、長期休暇期間の申
し込みが多く待機または辞退の状態である。

施策番号 3-7 施策名 子育て支援 主担当課

重要度 4.46

アンケート 平成25年度 達成度 2.67 重要度 4.25

ニーズの
方向性

判定

説明

核家族化、地域のコミュニティの不足、情報の氾濫な
どにより子育ての多様化が見られる。それに比例して
母親の負担感・不安感は増加し、家庭児童相談員、
子育て支援コーディネーター、つどいの広場や療育
教室への相談者は着実に増加傾向である。働き方改
革も起案されているが、休日に子どもとの過ごし方にも
悩む保護者も増えている。学童保育所の入所希望数
は全体としては定員は下回っているニーズの地域差
が見られる。また、夏休み等の長期期間の申し込みも
増加している。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.20

進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

・妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を目指し、関係各課が事業を展開し連携をもち、社会資源
（民間を含む）を活用しながら進めているが、各事業の総合的な支援体制が確立されていない。
・子ども家庭総合支援拠点業務において、専門職（心理担当職員）の配置がないことや現職員の専門性も
含めて体制が十分といえない。
・子育ての不安感・負担感が増加傾向にあるため軽微な問題からでも相談していけるように、相談窓口を充
実させている。働き方改革、ワークライフバランスにより、休日は増えたが子どもとの過ごし方に悩んでいた
り、また、児童福祉施設が休日となり、子どもの預け先に奔走する保護者も増えている。子育て支援に関わ
る人材不足も否めない。住宅事情、核家族化等の子育て環境の中、地域での人間関係を構築できない保
護者も増加傾向である。相談窓口や事業は充実傾向にはあるが、なかなか子育て支援事業に繋がらない
人も多い。地域での子育て力向上のためにも地域とどのようにつながっていくかも大きな課題である。
・学童保育所は児童数減にも関わらず地域によってニーズが高まっている。平成２９年度にハード面を整備
し、定員を増員した城島学童保育所においては、２９年度、３０年度ともに４月当初より１０名前後の待機児
童が発生している。夏休み等の長期休暇期間では各学童保育所で申し込みが増加し、待機児童が発生し
ている。

施策展開
の方策

・保健福祉センター”陽だまり”を拠点とし、妊娠期から子どもの育ちを見据えた子育て家庭の親子への切
れ目ないきめ細やかな支援ができる体制の充実をめざす。具体的には、子育て総合支援室で既に行って
いるけんこう増進課の利用者支援事業（母子保健型・基本型）や各種母子保健事業、つどいの広場事業と
こども未来課の子ども家庭総合支援拠点といった様々な事業の連携による子育て家庭総合支援体制をめ
ざすこととする。あわせて、これらに関わる職員の理解を深め、専門性を高めていく
・本市としての相談支援の仕組みを構築し、さらなる子育て支援の充実をめざしていく。特に、休日の子育
てへの父親参加や居場所づくりは課題であるので、ニーズに合わせ新たな拠点づくりや理由は問わずの一
時預かり事業も前向きに検討していきたい。行政・民間・地域が手をつなぎながら現在ある子育て支援事業
の充実を図るとともに、「子どもは地域全体で育てる」という視点において、民生委員の存在を妊娠期から乳
幼児健診・親子の遊び場等で啓発をしていく。支援は必要とするものの、なかなかつながりにくい世帯もい
るので地域のボランティアの力をかりながら子育て広場開催場所の拡充していけるように取り組む。子育て
力をつけるための講座を開催するとともに研修会や職員の資質向上に努めていく
・学童保育所のハード面に関しては、定員超過の解消に努めているが地域によっては高いニーズがあり、
待機児童が発生していることから、条件などを引き続き検討する必要がある。ニーズの地域差があるため区
域を超えた受け入れ態勢の構築、放課後居場所緊急対策事業の実施が必要である。

結果 平成28年度 達成度 2.71 重要度 4.27

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 3-7 施策名 子育て支援 主担当課 けんこう増進課

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

要保護児童地域
対策事業

こども未来
課 こども
相談係

現状
維持

・引き続き要保護児童対策協議会としての機能強化を図っていく 。
・昨年度作成した関係機関マニュアルを活用し、市内幼稚園小学校中
学校全職員を対象とした、研修会の開催を行い、関係機関職員のスキ
ルアップを目指す。 
・警察や児相をはじめ、関係機関の連携をさらに強化していく。

A

B

3
任意の
自治事
務

要保護・要支援家
庭の情報把握シ
ステム

こども未来
課 こども
相談係

現状
維持

・居所不明児童把握のための全国調査が継続的に実施されるた
め、引き続き的確な把握に努めていく

B

2
任意の
自治事
務

養育支援訪問事
業

こども未来
課 こども
相談係

拡充
・訪問員の確保と研修を開催し、訪問員のスキルアップをめざ
す。

A

5
任意の
自治事
務

子育て支援短期
事業

けんこう増
進課 すく
すく支援
係

現状
維持

利用ニーズが見込まれることから、引き続き事業を実施する。 B

4
義務的
な事務

家庭児童相談の
実施

こども未来
課 こども
相談係

拡充

昨年度に当課を「こども家庭総合支援拠点」として位置づけたため、運
営要綱に基づいた相談支援等の業務の実施や体制整備を推進する。
また、職員が「子ども家庭支援員等」の職務を担うため、これまで以上に
丁寧なソーシャルワークや支援が必要になり、相談員の専門性の向上
が必要であるとともに、業務負担が増すという課題もある。

A

7
任意の
自治事
務

乳児家庭全戸訪
問事業

けんこう増
進課 すく
すく支援
係

現状
維持

孤立化をふせぎ、必要なサービス提供をし子育ての不安・負担
感を軽減していく

A

6
任意の
自治事
務

つどいの広場

けんこう増
進課 すく
すく支援
係

現状
維持

利用者が多く、市民の要望が高いため

A

9
任意の
自治事
務

ＢＰプログラム事
業

けんこう増
進課 すく
すく支援
係

現状
維持

子育ての孤立化を防ぎ、子育ての少し早めの知識を知り子育て
の不安感・負担感を軽減していくため

B

8
任意の
自治事
務

子ども一時預かり
事業

けんこう増
進課 すく
すく支援
係

現状
維持

利用者からのニーズが多いため、引き続き継続していく

B

11
任意の
自治事
務

放課後児童健全
育成事業
（学童保育所）

児童福祉
課 児童福
祉係

拡充
城島、桜井西学童については、定員超過しているので、今後ど
のような対応が必要であるか検討する。

A

10
任意の
自治事
務

母子・父子・寡婦
家庭への支援事
業

児童福祉
課 児童福
祉係

現状
維持

母子家庭への自立支援施策として、高等職業訓練促進費（国家資格を
取得することにより、将来の安定した生活収入を得ることを目的とし、修
業期間中の生活支援をするための制度）の利用者や就学資金等の貸
付相談が定期的にあり、制度として対象職種を増やす方向にあるので、
引き続き事業として継続する。

A12
任意の
自治事
務

子どもの広場維
持修繕

児童福祉
課 児童福
祉係

現状
維持

市内４１箇所の子どもの広場設置遊具点検結果を踏まえ、限ら
れた予算の中で、優先順位を付けながら修繕計画を立て、計画
的に修繕を実施していく方向である。地元での管理の仕組みづ
くりについて検討を行う。平成30年度より遊具の点検を行う。
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 3-7 施策名 子育て支援 主担当課 けんこう増進課

事業の
方向性 平成32年度

13
任意の
自治事
務

子ども・子育て支
援事業計画の策
定

児童福祉
課 児童福
祉係

現状
維持

平成32年度事業計画策定　策定後事業計画に基づき子ども子
育て支援を総合的に推進する。

B

B

15
義務的
な事務

児童手当の支給
児童福祉
課 児童福
祉係

現状
維持

改正児童手当法の施行により、法的根拠を当該法律に置き、引
き続き児童手当として中学校修了前までの児童を養育する者に
対し支給する。

B

14
法定受
託事務

特別児童扶養手
当の申請受付・進
達

児童福祉
課 児童福
祉係

現状
維持

国からの機関委任事務であり、特別児童扶養手当の申請を受
付、県へ進達を行う。

B

17 庶務
児童福祉課庶務
事業

児童福祉
課 児童福
祉係

現状
維持

B

16
義務的
な事務

児童扶養手当の
支給

児童福祉
課 児童福
祉係

現状
維持

ひとり親世帯に児童扶養手当の支給を行う。あわせて適正処理
をするための本人面接や不正受給禁止の啓発を行う。

B

19
任意の
自治事
務

ひとり親家庭等医
療費の助成

保険医療
課 医療係

現状
維持

ひとり親家庭の母（父）子の健康の保持と増進を図るため、医療
費の一部を助成し、生活の安定と福祉の向上に寄与する。

B

18
任意の
自治事
務

子ども医療費の
助成

保険医療
課 医療係

現状
維持

受給資格者の健康の保持および福祉の増進を図る。

B

21

20
義務的
な事務

未熟児養育医療
制度

保険医療
課 医療係

現状
維持

心身の発達が未熟なまま生まれ、入院を要する乳児に係る医療
費の一部を助成することにより、乳児の健康の保持増進を図る。

24

23

22
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関連組織 教育委員会総務課,学校教育課,けんこう増進課

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　未就学年齢児が、それぞれの子どもにあった保育・教育が受けられる

目標像の
説明

核家族化や親世代の価値観の変化、社会経済環境の変化をはじめ、子ども達を取巻く環境の変化に対応
した、多様な保育・教育の場が確保されている。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 福祉保険部

施策番号 3-8 施策名 幼児教育・保育の充実 主担当課 児童福祉課

1,007,783 千円 1,004,370 千円 1,081,263 千円

取り組み
方針

　様々な体験を通して幼児が教師や友達の存在に気づき、自らいきいきと活動しながら、”生きる力の基礎”
となる心情・意欲・態度を育み、その後の学校生活にも活かしていけるように、幼児期の特性と一人一人の
発達段階や生活のリズムを考慮した、保育・教育計画の一層の充実と保育士及び教師の資質向上を図りま
す。
　また、幼稚園施設の活用による未就園児の保育環境の充実や各家庭における保育の支援など、家庭や
地域と連携を図りつつ、幅広く地域の子育てを支援していきます。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

平成30 
年度の 

実施内容

・民間保育所運営を支援することにより、公立に対するニーズ同様、民間保育サービスの提供を確保した。
・「桜井市立保育所・幼稚園のあり方に関する基本方針」を策定し、市立の施設については従来からの保育
所・幼稚園単独施設から認定こども園への転換を目指すという結論に至った。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「幼児教育・保育の充
実」が達成されたと感じ
る市民の割合

%

① 保育所等への受入率 %

100 100

70%

― ― ―

②
子ども達の「生きる力」の
習得度合い

%

60 60

100

100%

94.97 94.3 ―

65

70%

33 14 ―

100%

99.7 99.7 ―

② 市立幼稚園への受入率 %

100 100 100

施
策
管
理
指
標

73



児童福祉課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

保育所の待機児童（私的理由による）は、年々増加しており平成３０年度３月時点で７０名であった。
市立幼稚園についても平成２９年度と同様に、受入れ可能児童数を超える申し込みがあり、抽選の
結果１名が抽選もれとなった。
以上の状況を除けば、おおむね需要に応えることができたと考えられる。

施策番号 3-8 施策名 幼児教育・保育の充実 主担当課

重要度 3.89

アンケート 平成25年度 達成度 2.72 重要度 3.88

ニーズの
方向性

判定

説明

近年、あらゆる職業において女性の活躍の場が
広がり、それに伴い低年齢児からの教育・保育
ニーズが増加している。このような状況の中、１０
月からの無償化により、より一層幼稚園・保育
ニーズの増加が見込まれる。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.71

進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

・近年、保育士・幼稚園教諭の不足がはなはだしく、これが待機児童等の発生につながっている。現在は施
設の定員に余裕があるため、保育士・幼稚園教諭の確保ができれば受入率を伸ばすことができる。かつ１０
月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、待機児童が増加すると想定されるため、より一層、保育士・幼稚
園教諭の確保が重要となってくる。
・幼児教育・保育の充実を図るためには、幼稚園・保育所施設の老朽化への対応や、乳児保育や障がい児
保育の要望に対応した取組が必要である。

施策展開
の方策

・引き続き、ハローワークや口コミ等あらゆる手段で保育士・幼稚園教諭を求人するとともに、現在いる保育
士・幼稚園教諭が退職しないよう魅力や、やりがいのある職場環境づくりを行っていく必要がある。
・平成３１年３月に策定した「桜井市立保育所・幼稚園のあり方に関する基本方針」に基づいて、子どもたち
が安全でかつ安心して生活できる施設を確保するため、幼保一元化に向けて関係各課と連携していく必要
がある。

結果 平成28年度 達成度 2.78 重要度 3.94

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 3-8 施策名 幼児教育・保育の充実 主担当課 児童福祉課

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

地域子育て支援
センター設置事
業

けんこう増
進課 すく
すく支援
係

現状
維持

民間保育所が地域とのつながりを持ち保護者間・親子間の交
流・子育て相談の場」として提供することにより地域の子育て支
援のネットワークづくりをすすめていく

B

B

3
義務的
な事務

公立保育所の運
営

児童福祉
課 保育係

現状
維持

依然として高い保育ニーズに応えるため、公立保育所として保
育サービスを提供する。

B

2
義務的
な事務

民間保育所運営
への支援補助等

児童福祉
課 保育係

現状
維持

民間保育所運営を支援することにより、依然ニーズとして高い保
育サービスの提供を確保する。

B

5
任意の
自治事
務

私立幼稚園就園
奨励補助

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

幼児教育の普及・充実を図るために今後も継続する。 B

4
任意の
自治事
務

幼稚園施設維持
管理及び安全対
策

教育委員
会総務課
施設係

現状
維持

施設の維持管理及び運用において経常的に必要な事業である
ため。

B

7
任意の
自治事
務

幼稚園関係負担
金事業

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

より充実した幼児教育を行うためには、他団体と連携することは
不可欠であり、今後も継続する。

B

6
任意の
自治事
務

私立幼稚園運営
への支援

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

地域の幼児教育を充実するために、今後も教材費等の補助を
行う。

B

9
義務的
な事務

園児の健康診断
の実施

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

園児の疾病予防及び身体の安全確保を維持するために今後も
継続する。

B

8
任意の
自治事
務

預かり保育等子
育て支援

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

預かり保育を利用しやすい環境作りをするためには、今後も調
査研究が必要であり、さらに預かり保育を充実するために、預か
りサポータ等を活用する。

12

B

11
義務的
な事務

幼稚園職員健康
診断の実施

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

幼稚園職員の疾病の予防、及び身体の安全を確保するため
に、今後も継続する。

B

10
義務的
な事務

日本スポーツ振
興センターとの連
携（幼稚園）

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

災害時の保護者の負担を軽減し、安心して充実した園生活を確
保するために、今後も継続する。
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関連組織

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　市民が、その人にあった適切な医療を受けられる

目標像の
説明

市民が、その人にとって最適な医療を受けることができる。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 すこやか暮らし部

施策番号 3-9 施策名 医療の充実 主担当課 けんこう増進課

78,787 千円 67,779 千円 62,570 千円

取り組み
方針

　県・他市町村とともに、医療機関と連携し、小児、産婦人科等の一次救急の確保に努めます。
　基幹病院との連携を支え、休日・時間外の二次救急医療の体制を維持・充実を図ります。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

平成30 
年度の 

実施内容

桜井地区病院群二次輪番制の実施。
平成30年8月より休日夜間応急診療所の診療日及び診療時間を一部変更。
平成30年7月末で上之郷診療所を閉鎖。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「医療の充実」が達成さ
れたと感じる市民の割合

%

①
かかりつけ医がいる割
合

%

40 40

75%

― ― ―

② 休日診療所の稼働率 %

100 100

40

50%

36 35 ―

100

100%

100 100 ―

―

②

施
策
管
理
指
標
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けんこう増進課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

桜井地区病院群二次輪番制を滞りなく継続して実施。
休日夜間応急診療所の利用状況等を精査し、他の医療機関が稼動していない木曜夜間と休日・年
末年始のみに診療日及び診療時間を変更。
また、上之郷診療所の患者を調査し、他にかかりつけ医があったことや利用状況等を鑑み、上之郷
診療所の事業廃止を行った。

施策番号 3-9 施策名 医療の充実 主担当課

重要度 4.22

アンケート 平成25年度 達成度 2.51 重要度 4.41

ニーズの
方向性

判定

説明
今後も地域医療の充実を図っていくために、桜
井地区病院群二次輪番制の実施、休日夜間応
急診療所の運営を継続していく必要がある。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.69

進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題
桜井地区病院群二次輪番制における問題は年々緩和されているものの、医師不足や一次救急患者の受
け入れは依然として課題となっている。

施策展開
の方策

桜井地区病院群二次輪番制における医師不足や一次救急患者の受け入れ問題に関しては、休日夜間応
急診療所を継続して運営していくことにより緩和していくことが見込まれる。

結果 平成28年度 達成度 2.53 重要度 4.40

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 3-9 施策名 医療の充実 主担当課 けんこう増進課

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

桜井地区病院群
二次輪番制の導
入

けんこう増
進課 いき
いき健康
係

現状
維持

地域医療体制の確立の為に、輪番制を今後も実施する。 B

C

3
任意の
自治事
務

休日夜間応急診
療所の管理・運営

けんこう増
進課 いき
いき健康
係

現状
維持

平成30年8月より、事業内容を一部変更したが、一次救急医療
のより一層の充実を目指す為に、今後も事業を継続していく。

B

2
任意の
自治事
務

上之郷診療所運
営の委託

けんこう増
進課 いき
いき健康
係

廃止
／休
止

平成30年7月末で上之郷診療所を閉鎖し、事業を廃止。

B

5

4
ゼロ予
算

地域医療の連携

けんこう増
進課 いき
いき健康
係

現状
維持

地域医療の充実により、市民の安心安全を図る。

7

6

9

8

12

11

10

78



関連組織 教育委員会総務課,学校給食センター

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　子どもたち一人一人が、安心・安全で充実した学校教育が受けられる

目標像の
説明

　家庭・地域・学校が連携し教育環境を整備するとともに安心で安全な場を提供することにより、一人一人
が充実した学校教育を受けることができ、「確かな学力」・「豊かな人間性」・「たくましい心身」が育成されて
いる。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 教育委員会事務局

施策番号 4-1 施策名 学校教育の充実 主担当課 学校教育課

2,239,975 千円 853,084 千円 1,417,159 千円

取り組み
方針

　保護者や地域住民等の意向を学校運営に反映し協力を得ることにより、子ども達が充実した学校教育を
受けることのできるよう、保護者や地域住民等がＰＴＡ・学校評議員・学校支援ボランティアなどに積極的に
参加できる環境づくりを支援します。
　また、教育現場の環境の変化に伴い、教職員が自己啓発できる様々な研修の場を設けます。
　さらに、教育施設の設備の充実や子ども達の安全対策として、耐震化の実現、防犯強化を図ります。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

平成30 
年度の 

実施内容

・小中学校図書室の充実を図るために図書の整備を行う。・小中学校が充実、円滑化するよう必要な教材
等の整備を行う。・生活に困窮する児童生徒と特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者への就学援助
を行った。また、平成３０年度より入学準備金の支給を開始した。・教職員の研修会を夏季休業中に開催し
た。また、各教科の調査研究を行い教職員の支援を行い教職員の資質向上に努めた。・児童生徒園児及
び教職員の疾病予防と身体の安全を確保するために、健康診断を行った。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「学校教育の充実」が達
成されたと感じる市民の
割合

%

① 教職員研修会への参加 %

100 100

70%

― ― ―

② 自主的な読書率 %

60 60

100

100%

90.6 89.5 ―

60

60%

60 61.4 ―

100%

95 100 ―

②
地域住民等の教育の場
への参加

%

100 100 100

施
策
管
理
指
標
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学校教育課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明
・教材備品や学校図書を計画的に購入し教育環境の整備を行った。・生活が困窮している世帯の児
童生徒が義務教育を円滑に受けることができるように就学援助を行った。・遠距離通学をする児童生
徒の保護者に対し、バス・電車の定期券代を補助することができた。

施策番号 4-1 施策名 学校教育の充実 主担当課

重要度 4.21

アンケート 平成25年度 達成度 2.61 重要度 4.16

ニーズの
方向性

判定

説明

一人一人が充実した学校教育を受けることので
きる環境を整えるために、教材等の教育環境の
整備を進めるとともに、心のケア対策として相談
できる環境等のさらなる充実が必要である。ま
た、教職の研修や各教科の研究を行える環境も
推進する必要がある。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.56

進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

・令和２年度から小学校で新学習要領が実施され、外国語の教科化、プログラミング学習等にむけての研
修、教育環境の整備が必要である。
・就学援助費の支給単価の見直しが必要である。
・学校給食センターでの給食提供に関し、ＳＰＣ、運営事業者と連絡調整を密にし、給食提供及び維持管
理を適切に行っていく必要がある。

施策展開
の方策

・令和２年度より小学校5・6年生を対象に外国語の教科化が開始されることに伴い、平成３０年度より小学校
３年生から６年生を対象に外国語活動を実施しているが、今後、外国語指導助手（ＡＬＴ）の派遣日数を増
やし授業を進める。
・小学校においては、プログラミング学習が開始され、授業でパソコンを活用することが増えることから今後も
情報教育を推進していく。
・就学援助費については、国が示す品目単価基準を満たしていないことから、各支給品目単価の引き上げ
を行っていく。
・ＳＰＣ及び運営事業者の事業に関し定期・随時にモニタリングを行い、業務を確認する。また異常の可能
性があった場合に状況を整理しＳＰＣへ報告を行い、適切な管理を実施する。

結果 平成28年度 達成度 2.72 重要度 4.14

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 4-1 施策名 学校教育の充実 主担当課 学校教育課

事業の
方向性 平成32年度

1 庶務
教育委員会総務
課庶務事業

教育委員
会総務課
庶務係

現状
維持

B

B

3
任意の
自治事
務

中学校施設維持
管理及び安全対
策

教育委員
会総務課
施設係

現状
維持

施設の維持管理及び運用において経常的に必要な事業である
ため。

B

2
任意の
自治事
務

小学校施設維持
管理及び安全対
策

教育委員
会総務課
施設係

現状
維持

施設の維持管理及び運用において経常的に必要な事業である
ため。

B

5
任意の
自治事
務

不登校児童生徒
の適応指導の実
施

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

不登校児童生徒に対し学校への適応を目指すために、引き続き
教室を開催し、心のケアに努める。また、不登校になる原因が多
様化しており、その内容・取り組みを充実していく。

B

4
任意の
自治事
務

スクールカウンセ
ラーの活用

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

カウンセリングを必要とする児童生徒等が増え、相談内容も多様
化し、複数回にわたる相談も増えてきている。派遣時間を検討
し、内容・運用等の充実を図らなければならない。巡回相談につ
いては、対象とする児童生徒の増加から派遣総時間が不足して
きているので、派遣時間の増加が必要である。

B

7
任意の
自治事
務

外国語教育の充
実

学校教育
課 学校教
育係

拡充

幼小中学校で語学力の向上及び国際理解を推進していくため
に、外国語指導助手を配置し、外国語指導助手を活用した授業
を今後も続けるとともに、平成３２年度からの小学校の教科化に
伴い更なる充実に努める。

A

6
任意の
自治事
務

学校安全会議へ
の補助

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

学校安全会議の活動を支援することにより、さらなる幼児児童生
徒の安全確保に努める。

B

9
任意の
自治事
務

進路対策への支
援

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

経済的な理由により高等学校への就学が困難な学生が多数い
ることから、教育の均等化を図るために継続して支援する。

B

8
任意の
自治事
務

遠距離通学者へ
の支援
（小学校・中学
校）

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

遠距離通学者の安全と保護者の負担軽減のために、今後も継
続する。

B

11
任意の
自治事
務

進路対策の充実
学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

中学3年生の生徒の進学・就職について、各学校がきめ細やか
な指導や対策等を行うための支援を引き続き行う。

B

10
任意の
自治事
務

小中学校通学区
域審議会の開催

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

通学区域の適正を図るために、諮問事項に応じ小中学校の通
学区域の調査及び審議を行う通学区域審議会を開催する。

B12
任意の
自治事
務

夜間中学との連
携

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

本来保障されている教育を受ける権利が様々な理由により奪わ
れている状況があり、奪われた方々に対し、学習する権利を保障
することからも、中学夜間学級で修業できるよう支援する。
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 4-1 施策名 学校教育の充実 主担当課 学校教育課

事業の
方向性 平成32年度

13
任意の
自治事
務

教科の充実と推
進事業

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

指導要領の改訂など教育の変化に対応するために、教科ごとに
調査研究を行う活動を支援する。

B

B

15
任意の
自治事
務

小学校・中学校図
書館の充実

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

図書館を充実することは、生徒の読書活動の推進や学校教育に
おける言語力の涵養等、健全な教養を育成するためには必要で
あり、引き続き充実に取り組む。

B

14
任意の
自治事
務

部活動の充実と
推進

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

生徒が各種競技大会に参加したり、市中体を開催することは、心
身ともに調和のとれた人間性豊かな生徒を育成するためには重
要であり、今後も引き続き部活動の活動を支援していく必要があ
る。

B

17
任意の
自治事
務

小学校・中学校教
材の充実

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

小学校教育を充実・円滑化し、教育効果が高まるように今後も教
材を整備する。

B

16
任意の
自治事
務

小・中学校情報機
器の整備

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

学校や家庭で情報機器を活用する機会が増え、情報モラルを
身に付け適切に活用することが必要であり、授業でPCを活用す
る事が増えている事からも今後も引き続き情報教育を推進してい
く必要がある。

B

19
任意の
自治事
務

小・中学校報償事
業

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

学校時間外での生活活動の推進及び生徒指導を強化するため
には、今後も続ける必要がある。また学校行事等で土日や勤務
外で推進活動が増えているため、勤務しやすい環境を整える必
要がある。

B

18
任意の
自治事
務

特別支援教育支
援員の配置

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

障害に応じた適切な教育を実施するためには、障害のある児童
生徒に対し学校における日常生活動作の介助を行ったり、学習
活動上のサポートを行うための特別支援教育支援員の役割が今
後も必要である。

B

21
任意の
自治事
務

学校教育課負担
金事業

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

よりよい教育環境を形成するためには、学校教育課が関係団体
と連携することが重要であり今後も継続する。

B

20
任意の
自治事
務

教職員研修の充
実

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

教職員の資質向上と教育現場の環境の変化に対応するため
に、今後も教職員研修を開催する。

B

23
ゼロ予
算

学校評議委員の
設置

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

開かれた学校（園）づくりを推進するために、地域の住民等の意
向を把握・反映することが重要であり、そのためには学校評議委
員の役割が必要になるため、設置を継続する。

B

22
任意の
自治事
務

校長会・教頭会負
担金事業

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

よりよい教育環境を形成するためには、校長会・教頭会が関係
団体と連携することが重要であり、今後も継続する。

B24
義務的
な事務

スクールバスの運
行

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

児童生徒の通学の利便と安全確保を図るために今後も継続す
る。
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 4-1 施策名 学校教育の充実 主担当課 学校教育課

事業の
方向性 平成32年度

25
義務的
な事務

教育支援委員会
の開催

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

障害を有する幼児・児童・生徒の就学の適正を図るために、教
育支援委員による教育相談を充実し、教育支援委員会を開催
する。また、近年相談対象幼児等が増えているため、相談活動
をさらに充実していく必要がある。

B

B

27
義務的
な事務

適正な教科用図
書の採択

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

平成３０年度は、中学校道徳教科・小学校教科書改訂に伴う調
査研究費及び、選定関係費用。（平成２９年度は小学校道徳採
択実施済み。

B

26
義務的
な事務

児童・生徒の健康
及び安全管理

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

児童生徒の疾病予防及び身体の安全確保を維持するために、
今後も継続する。

A

29
義務的
な事務

要保護及び準要
保護生徒の就学
奨励

学校教育
課 学校教
育係

拡充
経済的理由により就学困難な生徒の保護者に対し、負担を軽減
し義務教育の就学を保障するために、今後も就学援助を行い、
更なる充実に向けて取り組む。

A

28
義務的
な事務

要保護及び準要
保護児童の就学
奨励

学校教育
課 学校教
育係

拡充
経済的理由により就学困難な児童の保護者に対し、負担を軽減
し義務教育の就学を保障するために、今後も就学援助を行い、
更なる充実に向けて取り組む。

B

31
義務的
な事務

特別支援教育児
童への就学奨励

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

特別支援学級に就学する児童の保護者の経済的負担を軽減す
るために、今後も就学援助を行う。

B

30
義務的
な事務

特別支援教育生
徒への就学奨励

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

特別支援学級に就学する生徒の保護者の経済的負担を軽減す
るために、今後も就学援助を行う。

B

33
義務的
な事務

教育方針の作成
学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

地域の実情に応じた教育の振興に努めるために、学校教育及
び社会教育等の基本的な施策に関する方針を定める。

B

32
義務的
な事務

日本スポーツ振
興センターとの連
携（小・中学校）

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

災害時の保護者の負担を軽減し、安心して充実した学校生活を
確保するために、今後も継続する。

B

35
義務的
な事務

桜井市学力学習
状況調査

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

学力向上を目指すうえでも、学力テストは継続する必要性があ
る。

B

34
義務的
な事務

小・中学校職員健
康診断の実施

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

小中学校教職員の疾病予防及び身体の安全を確保するために
継続する。

B36 庶務
学校教育課庶務
事業

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 4-1 施策名 学校教育の充実 主担当課 学校教育課

事業の
方向性 平成32年度

37
任意の
自治事
務

給食センターの
合理的・効率的な
施設の運営の検
討

学校給食
センター
庶務係

現状
維持

今後も新センターの運営等検討課題はあり、教育委員会の諮問
に応じて運営審議会による審議を行う。

B

B

39
任意の
自治事
務

給食残菜（生ご
み）の発生の抑制
及び処理方法の
検討

学校給食
センター
庶務係

現状
維持

今後も、給食残菜の調査・分析を行い、食べ残しが出ない栄養
バランスのとれた献立を工夫し、栄養教諭による給食指導を継
続する。

B

38
任意の
自治事
務

給食センターの
管理・運営

学校給食
センター
庶務係

現状
維持

今後も安全・安心な学校給食を小・中学校の児童・生徒に提供
する。

B

41
義務的
な事務

安全衛生関係講
習会・機器点検・
各種検査の実施

学校給食
センター
庶務係

現状
維持

引き続き食材の残留農薬検査や施設内の害虫駆除等を行う。 B

40
義務的
な事務

学校給食衛生管
理基準変更時の
対応

学校給食
センター
庶務係

現状
維持

学校給食の安全を守るため学校給食衛生基準の改正等に応じ
て、基準に適合するように施設・設備を整備する。

B

43 庶務
学校給食セン
ター庶務事業

学校給食
センター
庶務係

現状
維持

B

42
義務的
な事務

学校給食アレル
ギー対応

学校給食
センター
庶務係

現状
維持

策定したアレルギー対応指針に基づいて対応を行う

45

44

48

47

46
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―

②

施
策
管
理
指
標

32,000

32,000人

33,100 34,455 ―

7,500

8,000人

6,174 5,626 ―

70%

― ― ―

②
まちづくり関連講座への
参加者数

人

7,500 7,500

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「生涯学習の推進」が達
成されたと感じる市民の
割合

%

①
講座・クラブサークルへ
の参加者数

人

30,500 31,000

平成30 
年度の 

実施内容

○中央公民館の年間教室として、少年少女合唱団・生花教室・ゆる文字教室を開催し、一日教室のみぞ作り教室など
13教室を企画、開催した。その中には、中央公民館クラブ・サークル生がボランティア講師として開催した教室や防災教
室を開催するなどの試みを行なった。
○市民の芸術・芸能の発表の場として、桜井市展を開催した。
○市民会館・図書館共に指定管理者による自主事業や共催事業等が積極的に開催された。
○様々な生涯学習講座の企画・運営を行い、盛況に開催できた。また、家庭教育の充実を図るために、家庭教育学級
を効率的に運営することに努めた。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

140,049 千円 131,270 千円 129,094 千円

取り組み
方針

　市民の多様化する生涯学習への要望に対応し、地域の実情にあった学習機会の充実を図ります。また、
生涯学習を通じて指導者となり得る人材の発掘等、地域づくりのための活動支援を行います。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

関連組織 中央公民館

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　生涯を通して様々な学習機会が用意されており、そこで得た学習成果をまちづくりの活動に活かしている

目標像の
説明

　いつでも、どこでも、誰でもがその意欲に応じて学び続けることができる学習環境が整っており、そこで得
た学習成果を積極的にまちづくり活動に活かしている。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 教育委員会事務局

施策番号 4-2 施策名 生涯学習の推進 主担当課 社会教育課
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進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

○公民館の主催教室については、学習内容を検討しながら、一方で地域の課題にも取り組み、多くの市民
が利用できる教室を検討し、地域の教育力を高めていく。
○意欲や関心は高いものの、学習者の環境もまた多様化しているなかで、長期間にわたる連続講座にこだ
わらず、子どもから高齢者まですべての市民が参加できるような講座内容と手法を検討する必要がある。
○図書館、市民会館や公民館等、各施設の老朽化が進んでいるので、市民が安全に安心して利用できる
環境作りが求められるため、大規模修繕をしていく必要がある。

施策展開
の方策

○パネル展示等学習成果の発表の手法や地域への参加の機会の拡充を図りながら、地域の教育力を高
めていく。
○家庭教育学級については、参加する保護者の負担にならないような運営手法で行い、今後も家庭にお
ける教育力の向上につなげていけるような学習の場を提供していく。
○市民ニーズに迅速に対応できるよう、講座・研修会の単独開催を増やしたり、講義型式に捉われることな
く気軽に参加できるようなスタイルで行うなど、講座の見直しを図っていきたい。
○生涯学習の拠点として、市民会館や公民館等の各施設の備品修繕・大規模修繕について早急に検討し
ていく。

結果 平成28年度 達成度 2.64 重要度 3.65

重要度 3.68

アンケート 平成25年度 達成度 2.59 重要度 3.64

ニーズの
方向性

判定

説明

○子ども向け、家族向けの教室の充実をめざ
し、市民が必要とする知識を得るための、学習機
会を提供していく。
○退職後の生活を豊かなものにしようという市民
の学習意欲に応じた専門性と、その関心に沿っ
た学習機会・内容を増やし、即時的に身軽な運
営をしていくことが求められている。
○生涯学習の拠点として、公民館や図書館等の
社会教育施設の充実が求められている。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.60

社会教育課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

○公民館の主催教室については、子どもから大人まで様々な教室を展開してきた。またクラブ・サー
クルの協力を得ながら教室を開いたり、市民の防災意識を高めるための教室を開催した。
○いつでも、どこでも、誰でも学べる学習の場として各種講座の企画・運営を行い、申込みも多数で
盛況に開催できた。また、家庭教育の充実を図るために、家庭教育学級を効率的に運営することに
努めた。
○指定管理者の創意工夫により、図書館・市民会館においては比較的安定した稼動を行っている。

施策番号 4-2 施策名 生涯学習の推進 主担当課

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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B12
任意の
自治事
務

青少年問題協議
会の運営

社会教育
課 生涯学
習振興係

現状
維持

年１回の研修会ではあるが、関係機関と連携し、青少年を取り巻
く環境の浄化に努め、健全育成を図る。

B

11
任意の
自治事
務

社会教育委員会
議の運営

社会教育
課 生涯学
習振興係

現状
維持

行政と市民のパイプ役として、社会教育に関する諸計画の立案
等に携わっていただき、社会教育委員の活性化を図る。

B

10
任意の
自治事
務

マイクロバス運行
管理業務

社会教育
課 生涯学
習振興係

現状
維持

学校、社会教育関係団体に積極的にマイクロバスの利用を促
し、各団体の研修の推進に努める。

B

9
任意の
自治事
務

生涯学習講座の
開催

社会教育
課 生涯学
習振興係

現状
維持

生きがいのある人生を送るために学習の場を提供し、その成果
を地域に還元できるような講座を開催していく。

B

8
任意の
自治事
務

家庭教育学級の
運営

社会教育
課 生涯学
習振興係

現状
維持

保護者が学習を深め、その役割を自覚することで家庭における
教育力の向上を図ることを目的に学習の場を提供していく。

B

7
任意の
自治事
務

地区公民館の運
営管理

社会教育
課 生涯学
習振興係

現状
維持

地域住民が安全に利用できるよう施設管理を実施すると共に、
今後は新アクションプランの実行を行えるように、地元との調整・
協議が必要である。

B

6
任意の
自治事
務

各種団体活動事
業への支援

社会教育
課 生涯学
習振興係

現状
維持

文化協会については、現役世代の会員の育成に努め、次世代
へと文化協会の活動をつないでいく。生活学校については、地
域や生活の課題に取り組み、暮らしの向上・よりよい地域づくり
の推進を積極的に展開していただく。

C

5
任意の
自治事
務

市展の開催
社会教育
課 生涯学
習振興係

現状
維持

誰でも気軽に出展できるよう啓発に努め、市民の芸術・文化に対
する意識の高揚を図る。

B

4
任意の
自治事
務

文化講演会の開
催

社会教育
課 生涯学
習振興係

廃止
／休
止

市民の自主的・自発的な参加が減少傾向にあり、一定の役割を
達成したと判断し、平成30年度をもって事業廃止とする。

B

3
任意の
自治事
務

生涯学習情報誌
の発行

社会教育
課 生涯学
習振興係

現状
維持

限られた誌面ではあるが、生涯学習ガイドの内容について更に
見直しを図り、よりわかりやすい情報の提供をしていくことで、市
民の生涯学習への意識の高揚を図る。

B

2
任意の
自治事
務

各種団体・連絡協
議会等との連携

社会教育
課 生涯学
習振興係

縮小
社会教育指導員連絡協議会、及び社会教育研修会については
継続して行うが、主事協議会への参加を縮小する。

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

生涯学習指導者
バンクの運用

社会教育
課 生涯学
習振興係

現状
維持

新しい分野へのバンク登録の促進に努めると共に、利用の拡大
を見込めるような広報活動を行っていく。

B

５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 4-2 施策名 生涯学習の推進 主担当課 社会教育課
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24

23

22

B

21

20 庶務
中央公民館庶務
事業

中央公民
館 中央公
民館係

現状
維持

B

19
任意の
自治事
務

公民館の運営
中央公民
館 中央公
民館係

現状
維持

老朽化に伴う施設の修繕を行う。 A

18
任意の
自治事
務

公民館祭の開催
中央公民
館 中央公
民館係

現状
維持

公民館祭の全クラブの参加を促し、公民館祭の充実を図る。

B

17
任意の
自治事
務

公民館主催教室・
講座の開催

中央公民
館 中央公
民館係

現状
維持

新教室の開設により、市民の学習機会の充実と学習意欲の向上
を図る。

B

16 庶務
社会教育課庶務
事業（生涯学習振
興係）

社会教育
課 生涯学
習振興係

現状
維持

B

15
任意の
自治事
務

子供・若者チャレ
ンジ活動事業

社会教育
課 生涯学
習振興係

現状
維持

引き続き子供・若者たちのチャレンジ活動への支援を続けて行
き、人材育成に貢献していきたい

B

14
任意の
自治事
務

図書館の運営
社会教育
課 生涯学
習振興係

現状
維持

民間活力を生かし、市民サービスの向上及び入館者の増加に
努める。

事業の
方向性 平成32年度

13
任意の
自治事
務

市民会館の運営
社会教育
課 生涯学
習振興係

現状
維持

民間活力を活かし、利用者の増加を図り、文化・芸能の発展に
努める。

B

５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 4-2 施策名 生涯学習の推進 主担当課 社会教育課
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関連組織

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　市民がスポーツ活動に積極的に参加し、生きがいを持って暮らしている

目標像の
説明

　市民がいつでも、どこでも、いつまでも、生涯を通してスポーツを気軽に楽しむために、総合型地域スポー
ツクラブに参加し、地域づくりの活動にも積極的に取り組んでいる。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 教育委員会事務局

施策番号 4-3 施策名 生涯スポーツの推進 主担当課 社会教育課

64,030 千円 67,409 千円 60,532 千円

取り組み
方針

　社会体育振興基本計画に基づき、施設整備や利用のあり方についての目標を達成するために、関係機
関、学校、各種スポーツ団体等との連携を図り、計画の遂行に取り組んでいきます。そして、子ども達が夢と
意欲をもって、競技力の向上や体力づくりに取り組める体制づくりを図ります。また、高齢者の健康づくりな
ど、スポーツを身近なものとして気軽に参加し、地域の特徴を活かした活動に多くの市民が参加できるよう、
地域体育協会を中心とする関係団体との連携、協力のもとに総合型地域スポーツクラブの育成を図るため
の支援を行います。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

平成30 
年度の 

実施内容

スポーツ指導者講習会、市町村対抗子ども駅伝大会、市民体育祭、県民体育大会、ウォーキングフェス
ティバル、各種市民体育大会（１２種目）、各種スポーツ教室（７教室）、友好都市スポーツ交流事業、学校
体育施設の開放事業、スポーツ推進委員の活動、小学生水泳教室、市こども駅伝大会、シルバースポーツ
教室等の実施

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「生涯スポーツの推進」
が達成されたと感じる市
民の割合

%

①
スポーツ行事への参加
者数

人

116,500 116,500

80%

― ― ―

②
総合型地域スポーツクラ
ブへの登録者数

人

2,356 2,572

116,500

116,500人

86,141 80,142 ―

2,788

3,000人

1,581 1,455 ―

―

②

施
策
管
理
指
標
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社会教育課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

・市民体育祭やウォーキングフェスティバルをはじめとする体育施設維持管理運営事業や競技団体
主催事業、スポーツクラブ活動、スポーツ推進委員の活動、シルバースポーツ教室には非常にたくさ
んの参加があり、市のスポーツ事業として定着している。また、学校体育施設の開放事業や地域体育
協会行事についても多くの利用・参加があり、地域における大切な取組となっている。子どもから高
齢者まで身近でスポーツを楽しむ機運は高まっている。
・老朽化している体育施設については、しばらくは大規模な修繕は行っていないが、利用者が安心・
安全に利用できるよう、順次適切に諸修繕を繰り返し行っている。

施策番号 4-3 施策名 生涯スポーツの推進 主担当課

重要度 3.60

アンケート 平成25年度 達成度 2.80 重要度 3.55

ニーズの
方向性

判定

説明

・各種スポーツ行事や各地域で開催されている
ファミリー運動会や社会体育振興事業には、毎
年たくさんの市民が参加している。参加者数は
昨年度より若干減少はしているものの、スポーツ
や地域交流事業に対するニーズは高い次元で
維持している。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.91

進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

・体育施設の多くは、建設からかなりの年月を経ており、老朽化している施設が多く、現在まで多くの改修や
修繕を行っている。
・少子化により、大会によっては、校区対抗競技のチーム編成が困難な状況になってきている。また、競技
の参加者集約や練習に学校教職員が担っているところもあり、負担をかけている実態がある。
・平日の施設利用について、健康志向が強い高齢者は多いが、一方で若者層の参加がやや少ない傾向に
ある。

施策展開
の方策

・老朽化が進む体育施設については、桜井市公共施設等総合管理計画や社会体育施設整備基本計画に
基づき、改修・修繕計画を立て、参加者が安心・安全・快適に使用できるよう、老朽化が著しい施設から優
先的に修繕等整備を行う。
・スポーツの重要性や魅力を積極的に発信し、より多くの人にスポーツを理解してもらえるよう、スポーツ関
係団体とともに啓発の強化に努め、生涯スポーツへの関心を高めていく。また、小学生が関わる競技につ
いては、チーム編成や練習方法等、無理なく運営できるよう地域の関係団体に積極的に協力を呼びかけ
る。
・若者層の平日参加を促すための手立てを考えるとともに、人材の発掘・育成を図っていく。

結果 平成28年度 達成度 2.81 重要度 3.56

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 4-3 施策名 生涯スポーツの推進 主担当課 社会教育課

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

スポーツ指導員
講習会等の実施

社会教育
課 体育係

現状
維持

今後も指導者講習会を通して、スポーツ指導者の資質並びに人
権意識の向上を図っていく。

B

B

3
任意の
自治事
務

シルバースポーツ
教室

社会教育
課 体育係

現状
維持

高齢者の健康づくり並びに高齢者同士の交流のため、誰でも気
軽に参加できるような内容を考え、実施していく。

B

2
任意の
自治事
務

市町村対抗子ど
も駅伝大会

社会教育
課 体育係

現状
維持

今後も、大会を通して子どもの健全育成を図るとともに、スポーツ
全般に必要な基礎体力や連帯感を養っていきたい。また上位入
賞も狙っていく。

B

5
任意の
自治事
務

体育協会の事業
への補助

社会教育
課 体育係

現状
維持

今後も体育協会への補助をおこない、様々な行事やイベントの
開催、地域スポーツの振興を図る。

B

4
任意の
自治事
務

市民体育祭の開
催

社会教育
課 体育係

現状
維持

スポーツをとおして、コミュニケーションづくり、地域交流・世代間
交流を深めるとともに、健康増進を図る機会として今後も継続し
ていく。

B

7
任意の
自治事
務

ウォーキングフェ
スティバルの開催

社会教育
課 体育係

現状
維持

歩くことの重要性を啓発し、健康づくりへの関心を高め、健康増
進を図るとともに、参加者が増えるよう、魅力あるコースの設定を
企画したい。

B

6
任意の
自治事
務

県民体育大会へ
の参加

社会教育
課 体育係

現状
維持

競技力を向上させ、優秀な成績を納められるようにしていくことと
同時にスポーツ振興のリーダーの育成を図りたい。

B

9
任意の
自治事
務

各種スポーツ教
室の開催

社会教育
課 体育係

現状
維持

スポーツ教室を通して、幅広いスポーツ振興を行い、青少年の
健康の増進と心身の強化を図っていく。

B

8
任意の
自治事
務

各種市民体育大
会の充実

社会教育
課 体育係

現状
維持

各種市民体育大会を通じて、市民の健康増進とスポーツ振興、
交流を図っていく。

B

11
任意の
自治事
務

友好都市スポー
ツ交流事業

社会教育
課 体育係

現状
維持

友好都市や多くの市町村とスポーツ（野球大会）を通して交流を
図っていく。

B

10
任意の
自治事
務

桜井市体育施設
の管理、運営

社会教育
課 体育係

現状
維持

市民が安全で安心して利用できる施設の管理、運営をしていく。

B12
任意の
自治事
務

桜井市体育施設
の整備

社会教育
課 体育係

現状
維持

体育施設の老朽化が進む中、利用者が安全・安心に利用できる
よう修繕計画を立てて実施していく。
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 4-3 施策名 生涯スポーツの推進 主担当課 社会教育課

事業の
方向性 平成32年度

13
任意の
自治事
務

学校の運動施設
の開放事業

社会教育
課 体育係

現状
維持

今後も学校教育に支障のない範囲において学校施設を開放し、
地域スポーツ交流の拠点づくりを推進していきたい。

B

B

15
任意の
自治事
務

上之郷体育施設
周辺管理

社会教育
課 体育係

現状
維持

利用者が安全に安心して利用できるよう施設の整備・運営をして
いく。

B

14
任意の
自治事
務

桜井市体育施設
維持管理運営事
業

社会教育
課 体育係

現状
維持

指定管理者の事業運営のノウハウを活用し、事業内容の充実に
努め、市民誰もが気軽にスポーツができるよう整備をしていく。

B

17
ゼロ予
算

総合型地域ス
ポーツクラブ啓発
事業

社会教育
課 体育係

現状
維持

健康のための運動から、みんなで参加するスポーツ、本格的な
クラブチームまで年齢に関係なく好みに合わせたスポーツを楽し
める総合型地域スポーツクラブの周知を徹底していきたい。

B

16
任意の
自治事
務

スポーツ推進委
員の活動

社会教育
課 体育係

現状
維持

定例会議や研修会等を通じて、スポーツ推進委員としての資質
向上を図り、また各競技の技術向上に努め、地域スポーツの活
性化と振興を図っていきたい。

B

19

18 庶務
社会教育課庶務
事業（体育係）

社会教育
課 体育係

現状
維持

21

20

24

23

22
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関連組織

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　青少年が地域のなかでいきいきと学び、活動している

目標像の
説明

　学校、家庭、地域が連携を図り、青少年の自主的な地域の学習や、ボランティア活動等への参加促進の
取り組みを行うことにより、青少年が豊かな遊びや経験を通じて学び、自ら考え自ら行動する力を身に付け
ている。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 教育委員会事務局

施策番号 4-4 施策名 地域教育の充実 主担当課 社会教育課

9,388 千円 9,335 千円 9,426 千円

取り組み
方針

　青少年の健全な育成のために、学校、家庭、地域がそれぞれの役割を果たし、ともにその教育力を活かし
ながら、相互に連携し取り組む体制が必要です。
　そのために、青少年が主体的に活動し、「生きる力」の育成を図ることができるよう、地域社会で支援を行う
体制の強化を図ります。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

平成30 
年度の 

実施内容

○社会教育関係団体の活動に対し援助を行った。
○成人式実行委員会委員をボランティアスタッフという形で幅広く呼びかけ、安全安心な運営に努めた。
○青少年センター指導員を中心に積極的に市内巡視を実施し、青少年の健全育成に努めた。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「地域教育の充実」が達
成されたと感じる市民の
割合

%

①
児童・青少年の地域教
育に関する活動の実施
回数

回

200 200

70%

― ― ―

②
地域教育活動への児
童・青少年の参加者数

人

300 300

120

390回

115 117 ―

300

1,000人

763 584 ―

―

②

施
策
管
理
指
標

93



社会教育課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

○青少年の地域教育に関する活動回数は、前年度とほぼ横ばいであったが、参加者数については
少子化や核家族化の影響等により減少している。
○成人式実行委員会の企画、撮影によるビデオレターは好評であることから、今後の継続について
引き続き実行委員会で協議していきたい。

施策番号 4-4 施策名 地域教育の充実 主担当課

重要度 4.29

アンケート 平成25年度 達成度 2.79 重要度 4.18

ニーズの
方向性

判定

説明

○地域における教育活動や世代間をこえた交流
などを通じて、学校・家庭・地域が連携して青少
年を支え育む体制を整えることが求められてい
る。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.64

進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

○青少年を取りまく活動の場は小規模化、分散化する傾向にあるため、今後も継続的に事業を行っていく
ためにも青少年を育成する事業や支援を検討する必要がある。
○児童生徒だけでなく、大人の規範意識の低下が青少年の非行問題につながっており、規範意識醸成の
取組みが喫緊の課題となっている。
○昨年度は大きなトラブルは発生しなかったが、飲酒者の対応、車での会場への乗り入れ等、安全安心な
成人式の会場運営について、今後も引き続き検討する必要がある。
○民法が改正されたことにより、成人年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられるため、成人式の開催に
ついて検討する必要がある。

施策展開
の方策

○各社会教育関係団体の活動内容を紹介する場を増やすなど、より一層の広報に取り組む一方、講座等
の主催事業へ広く参加者を募ることで、地域や団体を超えた交流・支援を図る。
○青少年の非行防止のために、青少年センターによる巡回やパトロールの強化に努め、関係機関との連携
を図る。また、啓発チラシを配布するなど規範意識の向上に向けた様々な取組を実践していく。
○成人式については、実行委員会にボランティアスタッフを募集する。案内時や会場整備に、行政側スタッ
フの増員も図り、警察等関連機関と事前に相談しながら、引き続き安心して参加できる体制を整える。
○令和4年度に実施する成人式のあり方については、政府見解や各自治体の検討状況などを考慮して、桜
井市としての方向性を決定する。

結果 平成28年度 達成度 2.78 重要度 4.20

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい

94



５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 4-4 施策名 地域教育の充実 主担当課 社会教育課

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

青少年センター
健全育成活動

社会教育
課 生涯学
習振興係

現状
維持

今年度は、青少年センター指導員の巡視で2件の指導（川で遊
ぶ子どもへの注意）があったが、引き続き将来を担う青少年が健
やかに成長できるよう、どんなことでも気軽に相談できるような体
制づくりに努める。

B

B

3
任意の
自治事
務

桜井市幼小中ＰＴ
Ａ協議会への支
援

社会教育
課 生涯学
習振興係

現状
維持

研修会を開催することで、PTA会員の教養を高め、家庭や学校
における児童生徒の福祉の増進を図るため支援を続ける。

B

2
任意の
自治事
務

成人式の開催
社会教育
課 生涯学
習振興係

現状
維持

実行委員が主体となって企画ができるような方向にもっていきた
い。 
広報にも工夫をこらし、参加率の増加に努める。

B

5
任意の
自治事
務

奈良県教育振興
会への支援

社会教育
課 生涯学
習振興係

現状
維持

地域の青少年の健全育成をめざし、地域教育の充実に向けて
引き続き支援を行う。

B

4
任意の
自治事
務

桜井市ボーイ・
ガールスカウト活
動への支援

社会教育
課 生涯学
習振興係

現状
維持

少子化により、年々会員数が減少傾向にあるが、多くの子どもが
ボランティア活動を通じて自立心や協調性を身につけられるよう
支援するとともに、会員募集の広報に努める。

7

6

9

8

12

11

10
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関連組織

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　文化財等が、適切に保存され、歴史を学ぶ市民の財産として活用されている

目標像の
説明

　市内遺跡の調査・研究が幅広い視野で進められ、その成果に市民が身近なものとして日常的に接してお
り、市民が地域づくりの場として活用している。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 教育委員会事務局

施策番号 4-5 施策名 歴史文化の保全と活用 主担当課 文化財課

247,311 千円 191,494 千円 176,634 千円

取り組み
方針

　文化財の保存・活用は、市民とともに保存を考えることであり、まちづくりや地域の活性化に寄与するもの
であることから、市民がどのように整備・活用をしたいか等を積極的に聞きながら、市民が接しやすいような
環境を整えていきます。
　今後も引き続き、市内各所で眠っている文化財の発掘調査等に取り組み、市内の重要遺跡の史跡指定
を働きかけ、遺跡の公有化を進めるとともに、遺跡や市内で出土する遺物の確実な保存整備を行い後世に
伝えていきます。特に纒向遺跡については総合的な保存・管理活用計画に基づき年次的に事業を進めて
いきます。
　また、市民とともに考えながら、桜井市の持つ「国のまほろば」という側面を活用したストーリー性のある情
報発信など、豊富な歴史文化遺産を活かして市の魅力創造と市民の郷土愛を醸成します。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

平成30 
年度の 

実施内容

○史跡纒向遺跡太田地区のエントランス部分の造成工事に着手した。○史跡纒向遺跡の追加指定を行
い、史跡吉備池廃寺跡及、史跡纒向遺跡、史跡箸墓古墳周濠の公有化を進めた。○田原本町との共催で
シンポジウムを大阪市内で開催した。○平成29年度に台風被害を受けた史跡艸墓古墳、特別史跡山田寺
跡の復旧工事を行った。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「歴史文化の保全と活
用」が達成されたと感じ
る市民の割合

%

①
展示会・講座・講演会の
参加者数

人

6,250 6,500

85%

― ― ―

②
文化財関連施設の利用
者数

人

13,500 14,000

6,750

7,000人

6,098 7,358 ―

14,500

15,000人

4,600 5,551 ―

30％

19 22 ―

②
史跡纒向遺跡整備事業
の進捗率

%

20 25 28

施
策
管
理
指
標
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文化財課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

○指定管理者による普及啓発事業の推進や、纒向遺跡に関連したイベントの開催などにより、文化
財関連事業への参加者は増加する傾向にある。
○史跡整備については、太田地区のエントランス広場の整備や史跡地の公有化を進めるなど、一定
の成果を得ることができた。

施策番号 4-5 施策名 歴史文化の保全と活用 主担当課

重要度 3.75

アンケート 平成25年度 達成度 3.19 重要度 3.82

ニーズの
方向性

判定

説明

○文化財の活用推進を期待する声が近年高
まっている。　なかでも纒向遺跡への関心度が
高く、来訪者のための解説表示等の設置や整備
を求める声は継続して寄せられている。
○桜井市のもつ歴史的遺産を将来に伝えていこ
うとする機運が各地域でできており、保育所の見
学や小・中・高等学校の総合学習の場としての
役割が、埋蔵文化財センターや纒向学研究セン
ターに期待されている。

市民
指
数

平成21年度 達成度 3.13

進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

○講座や講演会については一定の参加者を確保できているが、指定管理者と文化財課が実施する普及啓
発事業に類似・重複するものがあり、事業の連携・効率化を検討する必要がある。
○出土遺物等の収蔵スペースが不足している。加えて纒向学研究センターでは建物の老朽化が進行し、
雨漏り等が激しく、今後事務所機能や講座会場・整理作業室・収蔵スペースとして使用していくことが難しく
なっており、これに代わる施設の確保が急がれる。
○文化財の活用を求める風潮は全国的なものとなっており、市内の歴史文化遺産の整備・活用が期待され
ている。特に纒向遺跡は注目度が高く、早急な整備が望まれるが、財政的な事情もあり、当初の整備計画
よりも大幅に遅れることとなっている。併行して史跡の公有化事業を進めているが、各史跡の整備の完了ま
でには相当の年月が必要であり、それまでの間史跡指定地をどのように維持管理し、活用に供することがで
きるかが課題である。
○少子高齢化や過疎化、社会的価値の多様化が進む中で、文化財の継承と地域における担い手の育成
が大きな課題となっている。

施策展開
の方策

○文化財に関わる普及啓発事業については、文化財課と埋蔵文化財センター指定管理者との間で役割分
担を明確にしながら、学校、生涯学習、観光まちづくり等の関連部署とも連携し、魅力ある事業展開を図る
必要がある。
○収蔵スペースについては既存の外部施設の活用も図りながら、適正な収蔵環境を整える。纒向学研究セ
ンター機能についても、早急に移転先を検討する。
○史跡指定地は文化財の保全が保証されるが、一方で史跡の活用を進める上で様々な制約があり、駐車
場や学習施設、物販施設などの有用な設備が整えられないという現状がある。まちづくりに密着した史跡活
用を考えるのであれば、史跡・文化財という枠を越えて関係部署と連携し、整備方針を再検討し、年次計画
的に事業を展開する必要がある。
○地域での勉強会等へ専門家を紹介又は派遣し、その地域の文化財が持つ歴史的意義を周知すること
で、文化財の継承・保存活用の機運を醸成する。

結果 平成28年度 達成度 3.15 重要度 3.82

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 4-5 施策名 歴史文化の保全と活用 主担当課 文化財課

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

（公財）桜井市文
化財協会への支
援

文化財課
文化財係

現状
維持

歴史文化を活かしたまちづくりの推進のためにも、継続して支援
を実施する必要がある。

B

B

3
任意の
自治事
務

世界文化遺産へ
の登録

文化財課
文化財係

現状
維持

世界遺産登録に向けての連携を継続し、今後は山田寺跡の保
存活用計画策定に向けた取り組みを行っていく。

B

2
任意の
自治事
務

吉備池廃寺等公
有化及び史跡公
園整備事業

文化財課
文化財係

現状
維持

継続して用地買収を実施し、令和２年度を目処に終了予定とす
る。

B

5
任意の
自治事
務

市内遺跡発掘調
査事業

文化財課
文化財係

現状
維持

市内遺跡の保存・活用のため、今後も継続して実施していく。 B

4
任意の
自治事
務

文化財保護審議
会の運営

文化財課
文化財係

現状
維持

市内の文化財の保護と、新規指定文化財の登録を検討するた
め、継続して運営を行う。

B

7
任意の
自治事
務

市内遺跡等環境
整備

文化財課
文化財係

現状
維持

遺跡はきれいな状態で保存しておく必要があるので、草刈り・巡
視等の管理業務を継続する。

B

6
任意の
自治事
務

市内出土遺物の
保存処理

文化財課
文化財係

現状
維持

特に、木製品・金属の出土品の遺物を保存するためには、処理
は必ず必要であり、継続する。

B

9
任意の
自治事
務

埋蔵文化財セン
ター管理事業

文化財課
文化財係

現状
維持

より一層の創意工夫に取り組み、継続して歴史文化の普及・啓
発の拠点として充実を図る。

B

8
任意の
自治事
務

国有文化財維持
管理事業

文化財課
文化財係

現状
維持

国有文化財の管理団体として、維持管理を継続して実施してい
く。

B

11
任意の
自治事
務

「日本のはじまり
周遊記」魅力創造
事業

文化財課
文化財係

縮小
作成済みの映像コンテンツが１４本となったことから、コンテンツ
の追加よりも既存のものの活用へと移行していく。

B

10
任意の
自治事
務

文化財保存整備
等関係(団体との
連携)

文化財課
文化財係

現状
維持

専門分野における情報交換と資質向上は必要であり、今後も継
続して関係団体の研修会等には参加を行う。

C12
ゼロ予
算

出土遺物復元・複
製作成事業

文化財課
文化財係

廃止
／休
止

相当期間実施しておらず、また実施した場合の業務量の観点か
らも事業休止が望ましい。
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 4-5 施策名 歴史文化の保全と活用 主担当課 文化財課

事業の
方向性 平成32年度

13
ゼロ予
算

市民向け史跡情
報提供手法の研
究

文化財課
文化財係

現状
維持

ホームページの内容充実と各種メディアの利用や出前講座等を
継続し、一体的な啓発に努める。

B

B

15
義務的
な事務

文化財の保存、
修復補助

文化財課
文化財係

現状
維持

指定文化財は所有者のみならず、市民の貴重な財産であり、そ
の保存と管理については、市としても責務がある。文化財の修繕
については専門的な技術を有し、高額な経費もかかることから、
所有者の負担減のためにも補助制度の継続が必要である。

B

14
ゼロ予
算

山の辺古墳群保
存整備事業

文化財課
文化財係

廃止
／休
止

単独事業としてではなく、整備事業全体で計画的に取り組む。

B

17
任意の
自治事
務

纒向遺跡の調査
研究事業

文化財課
調査研究
係

現状
維持

纒向学研究センターを研究拠点に、「纒向学」の実践と纒向遺
跡の調査研究事業を継続的に行っていくと共に、これらの研究
成果を基に、桜井市の歴史文化的魅力を広く情報発信してい
く。

B

16 庶務
文化財課庶務事
業

文化財課
文化財係

現状
維持

B

19

18
任意の
自治事
務

纒向遺跡保存整
備事業

文化財課
調査研究
係

現状
維持

平成31年度も継続して辻地区と箸墓古墳周濠の公有化を進め
る。また、太田地区については平成31年度で第１期整備事業を
完了する予定である。

21

20

24

23

22
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50,000人

49387 48122 ―

②
ふれあいセンター事業
への参加者

人

50000 50000 50000

施
策
管
理
指
標

7500

7,500人

6629 7339 ―

400

350件

573 525 ―

75%

― ― ―

②
人権などに関する相談
件数

件

400 400

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「人権文化の確立」が達
成されたと感じる市民の
割合

%

①
人権啓発に関する研修
会・講演会などへの参
加者数

人

6000 7500

平成30 
年度の 

実施内容

住宅3資金等の償還事務を推進し、滞納者宅の戸別訪問を実施し債権回収にあたった。人権文化の創造と共に生きる
地域社会実現のため、差別をなくす市民集会（7月）、人権文化を育てる市民の集い（12月）など人権啓発活動を展開し
た。また、桜井市人権教育推進協議会や11小学校区人権教育推進協議会及び桜井市人権教育研究会が主体となり、
相互に連携し地域社会や学校などあらゆる教育の機会を通して人権教育を推進した。また、男女共同参画社会の実現
をめざし、「男女共同参画プラン21（第2次）」に基づき桜井市男女共同参画推進ネットワーク会議の充実を図った。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

151,198 千円 94,092 千円 90,650 千円

取り組み
方針

　地域社会や学校などあらゆる教育の機会を通して人権教育を進め、桜井市人権教育推進協議会・各小
学校区人権教育推進協議会の強化を図り、参加型の研修機会の充実に努めるとともに、広報紙等による啓
発や「差別をなくす市民集会」等、各種啓発機会の充実を図り、市民一人一人の人権が尊重される「人に
やさしいふれあいのまち」を目指します。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

関連組織 商工振興課,学校教育課

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　人権を尊重し、一人一人の立場や価値観を認め合って生活している

目標像の
説明

　市民は、絆やふれあいといった人間関係を大切にした「人にやさしいふれあいのまち」で、市民一人一人
の生活の基本となる人権が尊重され、潤いとゆとりのある暮らしをしている。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 市長公室

施策番号 4-6 施策名 人権文化の確立 主担当課 人権施策課
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進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

･桜井市役所への同和地区問い合わせ事象が平成30年に起こるなど、いまだに部落差別事象や障害者
（児）に対する差別発言が地域社会や学校で起こっている。また児童虐待などによって、子どもの人権が侵
害される事象が相次いで発生し、大きな社会問題となっている。
・学校や地域社会・企業において、人権尊重意識を高め、様々な人権問題の解決をめざす人権教育・啓発
を粘り強く推進していく必要がある。
・人と人との関係が希薄になり、家庭や地域の絆づくりが課題となる中で、家庭・地域・関係機関が連携して
「助け合い」「つながる」ことで、あらゆる市民が安心していきいき暮らせる活力あるまちづくりをめざしていき
たい。

施策展開
の方策

･「桜井市人権擁護都市宣言」、「桜井市人権擁護に関する条例」、「桜井市人権施策に関する基本計画」、「桜井市教
育指針」に基づき、人権教育や啓発を積極的に推進する。桜井市人権教育推進協議会総会や各小学校区人権教育
推進協議会総会等を通じて、「人にやさしいふれあいのまちづくり」を推進する。
･市民からの様々な人権相談を県や法務局等の関係機関・団体と連携し、解決に向け取り組むこととする。
・毎月11日の「人権を確かめあう日」を「心の日」として学校教育に位置づけ、人権尊重の理念の基本に捉えた教育を進
め、お互いに助け合い、人を大切にするまちづくりを進める。
・市の「登録制度実施要綱」に基づき、桜井市男女共同参画推進ネットワーク会議への団体の加入促進を図り、ネット
ワーク事業を通して、加盟団体間の交流と信頼関係を深める。男女共同参画係は「ネットワーク会議」の活動支援を行
う。また県と連携して桜井市保健福祉センター「陽だまり」の会議室において子育て女性の就職相談を進めていく。
・平成24年度から市立ふれあいセンターに指定管理制度を導入しているが、地域ごとに様々な世代がふれあうことので
きる市民交流と地域福祉の拠点施設として、ふれあいセンターを活用している。一方で施設の老朽化や耐震化に問題
がある。各地域にあるふれあいセンター2館を1館に統合することを地域住民をはじめ関係者と検討・調整し、現在の指
定管理期間が終了する令和2年度末までに今後の方針を決定する。

結果 平成28年度 達成度 2.86 重要度 3.84

重要度 4.08

アンケート 平成25年度 達成度 2.82 重要度 3.89

ニーズの
方向性

判定

説明

さまざまな人権問題解決のため、人権教育･人権
啓発を進め、市民や職員の人権意識を高めてい
く必要がある。児童虐待防止やDV相談など相談
活動の必要性は高い。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.69

人権施策課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

・住宅3資金等の償還事務では、滞納者宅への戸別訪問を実施するなかで債権回収に努めた。
・市が実施した人権啓発活動及び11小学校区人権教育推進協議会への市民の参加者数は目標を
達成できなかったが、目標に近い人数は集めることができた。また、桜井市男女共同参画ネットワー
ク会議の活動も加盟団体の積極的な活動で活性化してきており、「さくらい男女共同参画プラン２１」
に沿って、市と市民の協働の活動として展開している。

施策番号 4-6 施策名 人権文化の確立 主担当課

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい

101



B12
任意の
自治事
務

人権審議会の開
催

人権施策
課 人権係

現状
維持

市長の諮問に応じて人権審議会を開催する。

B

11
任意の
自治事
務

桜井市人権教育
推進協議会への
委託

人権施策
課 人権係

現状
維持

市民が「人にやさしいふれあいのまちづくり」に関心をもち、全市
域において暮らしのなかで人権を基本とした人間関係づくりをめ
ざすため、引き続き委託を行う。

B

10
任意の
自治事
務

各小学校区人権
教育推進協議会
活動の支援

人権施策
課 人権係

現状
維持

校区人推協活動により、人にやさしいふれあいの地域づくりの気
運が市民に浸透してきており、引き続き支援を行う。よりよい研修
にするため、合同研修も取り入れられている。

B

9
任意の
自治事
務

資料配布による
啓発（ハートライ
フ）等

人権施策
課 人権係

縮小

人権情報紙ハートライフを廃止し、これまで掲載してきた内容は
市の広報紙に掲載する。小中学校児童・生徒による人権ポス
ター募集が人権カレンダーの作成へとつながるなどの成果があ
ることから、引き続き実施する。

B

8
任意の
自治事
務

「差別をなくす強
調月間」中の取り
組み

人権施策
課 人権係

現状
維持

7月の差別をなくす強調月間中の行事として定着している。様々
な人権問題の解決をめざして継続した人権啓発活動を推進す
る。

B

7
任意の
自治事
務

「人権週間」中の
取り組み

人権施策
課 人権係

現状
維持

人権週間中の事業として定着しており、継続して取り組みを行
う。

B

6
任意の
自治事
務

「人権を確かめあ
う日」啓発事業・
相談事業

人権施策
課 人権係

現状
維持

市内の小中学校で毎月11日の「人権を確かめあう日」を「こころ
の日」として位置づけ日常的に人権教育や集団づくりを点検して
いく活動が展開され、今後も継続できる啓発活動を進めていく。

B

5
任意の
自治事
務

人権擁護委員活
動の支援

人権施策
課 人権係

現状
維持

人権擁護にむけ啓発活動、人権相談活動は重要な取り組みで
あり、継続して支援を行う。

B

4
任意の
自治事
務

桜井ふれあいセ
ンターの管理運
営

人権施策
課 同和対
策係

現状
維持

住み慣れた地域で誰もが心豊かに安心して暮らせる「福祉と人
権」のまちづくりをめざす拠点施設としての役割を果たしていく。

A

3
任意の
自治事
務

桜井人権フェス
ティバルの開催

人権施策
課 同和対
策係

現状
維持

校区の人権イベントとして定着している B

2
任意の
自治事
務

住宅新築資金等
貸付事業
(償還業務）

人権施策
課 同和対
策係

現状
維持

償還を促す体制の強化、滞納分類による回収手順の明確化、
法的措置の検討、償還推進事業（県費補助金）の活用。

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

共同浴場の管理
運営

人権施策
課 同和対
策係

現状
維持

地域にとって必要であり、ニーズに対応して運営する。 B

５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 4-6 施策名 人権文化の確立 主担当課 人権施策課
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24

23

22

21

20

B

19
ゼロ予
算

学校教育推進調
査研究事業

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

児童生徒の様々な教育問題の解決を図るために、市担講師を
派遣し、今後も学校教育推進のための実践的な調査研究を行
う。

B

18
任意の
自治事
務

桜井市人権教育
研究会への事業
委託

学校教育
課 学校教
育係

現状
維持

桜井市人権教育研究会に委託し、調査・研究することで人権教
育の実践活動を推進し、学校での人権教育をさらに充実させ
る。

B

17
任意の
自治事
務

企業内人権教育
の推進

商工振興
課 商工・
統計係

現状
維持

市内の企業における人権教育の推進のため必要であり継続して
行う。

B

16
任意の
自治事
務

男女共同参画の
啓発・講演

人権施策
課 男女共
同参画係

現状
維持

男女共同参画推進ネットワーク会議活動の充実を図り、リーダー
育成に努める。

B

15
任意の
自治事
務

女性問題相談の
実施

人権施策
課 男女共
同参画係

現状
維持

関係機関及び市の関係各課が連携して、ＤＶ被害の相談やＤＶ
防止にあたる。また、県と連携し、子育て女性就職相談にあた
る。

B

14 庶務
人権施策課庶務
事業

人権施策
課 人権係

現状
維持

事業の
方向性 平成32年度

13
ゼロ予
算

人権政策推進本
部の活動

人権施策
課 人権係

現状
維持

第5次桜井市総合計画「人権文化の確立」の項、および「桜井市
人権施策に関する基本計画」の具現化を図る。

B

５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 4-6 施策名 人権文化の確立 主担当課 人権施策課
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―

②

施
策
管
理
指
標

5

6件(累計)

2 2 ―

700

1,200人(累計)

597 559 ―

65%

― ― ―

②
外国人との交流事業参
加者数

人

700 700

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「多文化共生の推進」が
達成されたと感じる市民
の割合

%

①
多言語により情報発信さ
れた刊行物・標記物等
の数

件

5 5

平成30 
年度の 

実施内容

・桜井市国際交流協会（ＳＩＦＡ）への補助を通じて、市民に向けた国際交流事業を実施した。また、平成30
年度は、海外友好都市である仏シャルトル市の副市長が、熊本での国際会議の帰路に桜井市に立ち寄り、
2日間にわたり市内の名所旧跡を観光し、ＳＩＦＡ会員や市民と交流した。
・国内友好都市の三重県熊野市とは、熊野市の花火大会と、当市のウォーキングフェスティバルに互いの
市民が参加する形で交流を行った。また、島根県出雲市とは、3麺献麺式を通じて交流を行った。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

1,567 千円 1,765 千円 1,416 千円

取り組み
方針

　友好都市などの他地域との交流や、地域の諸団体と連携した国際交流などを通じ、より多くの市民が国内
外の様々な文化への理解を深められるよう支援します。また、地域における国際交流団体や諸団体と連携
して国際理解を深めることで、市内に在住する外国人のように異なる文化を持って暮らす人達が誰でも精
神的な負担を感じることなく暮らせるよう支援していきます。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

関連組織 人権施策課

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　多様な交流が行われ相互理解がなされた中で市民が暮らしている

目標像の
説明

　国内外の友好都市等他地域との交流が行われることで相互理解が深まり、多様な文化背景を持つ市民
がそれぞれの生活を快適に営んでいる。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 市長公室

施策番号 4-7 施策名 多文化共生の推進 主担当課 行政経営課
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進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

・外国人に対する災害時の支援や、医療･福祉関連の情報提供、また就学･就労支援等を充実させるため、
「桜井市多文化共生推進指針」の職員への周知及び関係課の連携体制の強化が必要である。
・海外友好都市及び国内友好都市とは一定の交流を行うことができているが、今後は予算の制約もある中
で、交流の質･量を保つために、一層の工夫が必要である。

施策展開
の方策

・「桜井市多文化共生推進指針」の職員への周知及び関係課の連携体制の強化を図ると共に、指針に基
づき、ＳＩＦＡ等の諸団体の活動に補助を行い、また連携して活動することにより、多文化共生の地域づくり
を実現するための取り組みを進めていく。
・引き続き、海外友好都市と国内友好都市と交流することで、お互いの友誼を深め、市民の異文化・多文化
理解の機運を醸成する。

結果 平成28年度 達成度 2.36 重要度 3.66

重要度 3.59

アンケート 平成25年度 達成度 2.36 重要度 3.64

ニーズの
方向性

判定

説明

訪日外国人が年々増加傾向にあることから、異
文化・多文化への親しみや理解を深めるため、
「桜井市多文化共生推進指針」に基づく多文化
共生の地域づくりの取り組みが必要となる。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.38

行政経営課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

・海外友好都市である仏シャルトル市とは、例年どおり、市長･副市長レベルでの挨拶状の交換や、
市民レベルでの交流も行うことで、異文化・多文化への理解を深める契機となった。
・国内友好都市では、三重県熊野市とは、相互のイベントに市民が参加することで、友好を深めること
ができた。また、島根県出雲市とは、当市・出雲市・香川県琴平町が揃って開催する3麺献麺式を通
じて、交流を行うことが出来た。
・以上のことから、Ｂ判定とする。

施策番号 4-7 施策名 多文化共生の推進 主担当課

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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12

11

10

9

8

7

6

B

5
ゼロ予
算

国内他地域との
交流促進

行政経営
課 行政経
営係

現状
維持

諸地域との交流事業の手法や内容を検討し、実現可能なものは
随時実施する。

C

4
ゼロ予
算

国内友好都市と
の交流

行政経営
課 行政経
営係

現状
維持

市民間交流を中心として、友好都市との交流を行う。

B

3
任意の
自治事
務

桜井市国際交流
協会への補助

行政経営
課 行政経
営係

現状
維持

今後も市の国際化を深化させる重要なパートナーとして協会を
支援し、協働で取り組む。

B

2
任意の
自治事
務

シャルトル市との
交流

行政経営
課 行政経
営係

現状
維持

平成31年度は、シャルトル市と友好都市締結30周年を迎えること
から、周年事業を桜井市国際交流協会と共に開催を検討する。

事業の
方向性 平成32年度

1
ゼロ予
算

多文化共生の推
進

人権施策
課 人権係

現状
維持

関係課による調整会議等を行い、多文化共生を推進していく。 B

５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 4-7 施策名 多文化共生の推進 主担当課 行政経営課
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60件

23 31 ―

② 不法投棄数処理数 件

― ― ―

施
策
管
理
指
標

3500

4,000人

0 4000 ―

2000

2,500人

525 1140 ―

70%

― ― ―

②
環境保全に係る活動へ
の参加者数

人

2000 2000

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「環境教育の推進」が達
成されたと感じる市民の
割合

%

①
環境フェアの参加者人
数

人

3500 3500

平成30 
年度の 

実施内容

・市の事務事業に係る温室効果ガス排出量の削減を図るため、第２次桜井市地球温暖化対策実行計画の
進行管理を行った。
・リサイクルフェアや環境フェアを開催し、環境保全の意識啓発を行った。
・市民ボランティアや各種団体による河川清掃の支援やごみの回収を行った。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

12,406 千円 14,148 千円 12,838 千円

取り組み
方針

　平成１８年度に策定した市環境基本計画をもとに、学校教育や生涯学習の場において、環境教育・環境
学習を推進します。また市民一人一人が日常生活において環境問題を身近にとらえることが出来るよう、リ
サイクルフェアや環境フェア等の開催など市広報・ホームページを通じ市民に発信していきます。
　また、地球温暖化防止対策協議会において、環境活動に関する協働のルールを整備し、省エネ活動、レ
ジ袋削減キャンペーンについて、計画的に取り組み、実際の環境活動体験を通じた学習を推進します。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

関連組織 業務課

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　市民一人一人に環境を守る意識が浸透している

目標像の
説明

　全ての市民は、一人一人が環境の保全に取り組むことで、この美しい豊かな自然が守られ、ひいては自
分たちの生命が守られるということを認識しており、次の世代にも伝えている。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 環境部

施策番号 5-1 施策名 環境教育の推進 主担当課 環境総務課
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進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

・より多くの市民に啓発を行う必要があるが、環境美化や環境保全の大切さを伝えるツールがホームページ
や広報紙などに限られる。

・大和川などの河川の環境美化は、流域市町村で連携した対応が必要である。

・不法投棄が後を絶たず、今後更に、不法投棄されない環境づくりや市民に環境美化の意識を高めていく
ことが必要である。

施策展開
の方策

・学校教育や生涯学習の場において、環境教育・環境学習を更に推進していく。

・市民が誇りを持って暮らせる環境づくりを目指し、様々な啓発活動に取り組みながら次世代を担う人材を
育成していく。

・啓発方法について、より多くの市民に周知できるように様々な方法を調査・研究を進めていく。

結果 平成28年度 達成度 2.60 重要度 4.14

重要度 4.34

アンケート 平成25年度 達成度 2.48 重要度 4.20

ニーズの
方向性

判定

説明

・小中学生を対象に環境保全に関するポスター
や作文の募集を行うことで、環境を大切にする意
識や環境について考える機会を作ることが重要
である。
・幅広い世代が河川清掃などのボランティア清
掃に参加することで、河川環境や地域の環境美
化に対する市民意識は徐々に高まりつつある。
・リサイクルフェアや環境フェアなどのイベント
に、より多くの市民が参加してもらい、環境保全
の啓発を行っていくことが重要である。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.44

環境総務課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

・小中学生を対象に環境保全に関するポスター・作文及び環境川柳を募集した。また、優秀作品を
環境カレンダーに掲載し、各小中学校や各種団体に配布し、市民に対して環境保全の啓発を行うこ
とが出来た。
・リサイクルフェア、環境フェアを開催し、３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）、環境保全などの啓発
を行った。それらのイベントを通じて、市民に環境保全の啓発を行うことが出来た。
・市民ボランティアや各種団体による河川清掃の支援を行い、自主的な環境美化の推進を図った。

施策番号 5-1 施策名 環境教育の推進 主担当課

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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B12
任意の
自治事
務

環境フェアの開催
業務課 資
源推進係

現状
維持

各種団体との協働による環境フェアを通じて、市民の廃棄物の
減量・資源化・環境美化の意識の高揚を図り、環境保全の推進
のため実施する。

B

11
任意の
自治事
務

リサイクルフェア
事業

業務課 資
源推進係

現状
維持

廃棄物の減量、リサイクルの啓発の場として実施する。 B

10
義務的
な事務

環境審議会
環境総務
課 環境対
策係

現状
維持

平成28年度に第二次桜井市環境基本計画を策定した。今後も
引き続き、計画を基に取り組みを進めていく。

B

9
義務的
な事務

環境測定の実施
環境総務
課 環境対
策係

現状
維持

環境基本計画に沿った事業の展開と地元要望に応えていくため
に、継続して検査を実施する。

B

8
ゼロ予
算

地球温暖化対策
の推進

環境総務
課 環境対
策係

現状
維持

桜井市地球温暖化対策実行計画の実施により、目標年度に向
けて、継続して温室効果ガスの排出量の削減を図る。

B

7
ゼロ予
算

公害苦情処理
環境総務
課 環境対
策係

現状
維持

市民の安心・安全・快適な生活を確保するため、今後もきめ細か
な対応を継続していく。

B

6
任意の
自治事
務

市民参加による
環境保全対策

環境総務
課 環境対
策係

現状
維持

大和川上流を美しくする会と川合区が主体となって、毎年９月に
粟原川河川清掃を実施。桜井高校の生徒会が年２回程度、河
川清掃を実施。大和川流域の各種団体が毎年３月に大和川一
斉清掃を実施。今後も清掃活動を継続していきたい。

B

5
任意の
自治事
務

環境保全に対す
る啓発

環境総務
課 環境対
策係

現状
維持

今後も環境保全の啓発の為、環境カレンダーを毎年作成する。 B

4 庶務
環境総務課庶務
事業

環境総務
課 庶務係

現状
維持

B

3
義務的
な事務

安全衛生委員会
職員研修の実施

環境総務
課 庶務係

現状
維持

研修や職場点検の実施により、職員の労働安全衛生意識を向
上させるとともに、労災事故を未然に防ぐ。

B

2
任意の
自治事
務

都市清掃会議廃
棄物実務研修会
への参加

環境総務
課 庶務係

現状
維持

都市清掃協議会に参加することにより、廃棄物行政についての
情報収集や意見交換を行う。

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

桜井市グリーン
パーク施設清掃
業務等委託

環境総務
課 庶務係

現状
維持

市民サービスの向上のため継続する。 B

５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 5-1 施策名 環境教育の推進 主担当課 環境総務課
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関連組織 環境総務課,施設課

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　市・市民・事業者・滞在者が協働し、廃棄物やエネルギーなどの資源が無駄なく活用されている

目標像の
説明

　市民が資源回収等ごみの分別に積極的に取り組むとともに省エネや自然エネルギーの活用にも取り組ん
でおり、事業者は環境に配慮した経営に努め、桜井市を訪れる滞在者も資源循環型のまちづくりに協力す
ることで、これからの低炭素社会の実現に向け、環境への負荷の低減が進められている。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 環境部

施策番号 5-2 施策名 資源循環の推進 主担当課 業務課

1,141,877 千円 1,397,718 千円 1,031,094 千円

取り組み
方針

　ごみの分別収集についての指導を徹底するとともに、効率的で適正な収集運搬体制を整え、市民・事業
者・滞在者の負担軽減を図りながら、日常生活の中でごみの発生抑制(リデュース)・再使用(リユース)・資源
としての再生利用(リサイクル)といった３Ｒの実践と意識が高まるよう啓発を行います。
　また、エネルギーに関しても、まず行政における地球温暖化防止に関する活動に率先して取り組みなが
ら、市民にも温暖化防止の意識を広げていきます。
　そして、地域における再生可能エネルギーの活用に向け、常に最新の情報の入手に努め、市民との情報
共有と活用支援に取り組みます。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

平成30 
年度の 

実施内容

・ごみの減量、分別、資源再利用の推進のため、ごみレポートの配布等による啓発、資源集団回収団体へ
の助成や家庭生ごみ自家処理容器設置への一部助成を行った。
・「危険ごみ」スプレー缶、カセットボンベ、使い捨てライター等の個別回収を行った。
・河川清掃で排出された汚泥等の回収業務を円滑にすすめるため、業者選定を総合評価方式で行った。
・リサイクルセンターの運転管理を行い、不燃物、粗大ごみ及び資源物の分別・資源化を行った。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「資源循環の推進」が達
成されたと感じる市民の
割合

%

① エコクラブ事業団体数 団体

5 5

70%

― ― ―

②
１人１日あたりのごみ排
出量

g

716 711

5

5団体

2 2 ―

708

703g

783 785 ―

22%

12.2 11.9 ―

② リサイクル率 %

21.3 21.5 21.7

施
策
管
理
指
標
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業務課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

・1人1日あたりのごみの排出量減量化およびリサイクル率の向上は、目標とする数値を達成できてい
ないが、排出されたごみの収集及び処理については適正に行うことできた。
・一般廃棄物の処理、資源物の分別、資源化をすることができた。
・環境保全委員会を開催し、環境保全協定通りに施設全体が管理・運営されているかどうかを報告・
検証し、その結果をまとめた。

施策番号 5-2 施策名 資源循環の推進 主担当課

重要度 4.33

アンケート 平成25年度 達成度 2.94 重要度 4.22

ニーズの
方向性

判定

説明
　 資源循環型のまちづくりを推進するため、ごみ
排出量の減量化や分別の徹底などの取組は今
後も必要とされる。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.90

進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

・ごみの排出量の減量化を進めるため、ごみの発生抑制（リデュース）、再利用（リユース）、資源としての再
生利用（リサイクル）といった３Ｒの意識を日常生活の中で高められるような取組が必要である。
・河川清掃が天候等の影響により業務が完遂できなかった場合、回収日程の変更に伴う人員や車両の手
配など影響が大きく、河川清掃ができなかった場合は水害発生の可能性も高まる。
・河川清掃の汚泥回収日は各自治会からの要望によるため、回収日に偏りが生じる。同時に、回収地域も
散在し広範囲の作業を余儀なくされ、移動時間など非効率となっている。また、入札により委託業者が毎年
度代わるため、業務遂行にかかるノウハウが得られず、当日作業の完遂が困難となる。安定迅速な作業を
図るべく手法や業者選定等を見直す必要がある。
・旧炉の解体事業に伴い、今まで搬出できていなかった汚泥残土の大部分を搬出することができたものの、
予算の関係上一部が未搬出として残った。また、汚泥の仮置場として使用していた旧炉が解体されたことか
ら、新たな仮置場の確保が課題である。
・新たな収集区分である「危険ごみ」の回収日・回収方法等を市民に広く周知することが必要である。

施策展開
の方策

・ごみの排出抑制、再資源化を推進するため、ごみ分別の徹底や３Ｒの意識を高める啓発に取り組む。
・河川清掃業務が天候等の影響により完遂できなかった場合を考慮した抜本的な業務手法の検討が必要
である。
・河川清掃で排出された汚泥・草等の回収業者の選定に総合評価落札方式を導入するとともに受付業務を
合わせて委託することで、清掃業務の円滑かつ効率的な遂行を図る。また、地域ごとに回収日を決めるなど
の回収の効率化の検討も必要である。
・河川清掃業務で回収した仮置場に残存する汚泥の処理を行う。また、旧炉解体に伴い新たな仮置場の設
置の検討が必須である。
・「危険ごみ」について、広報紙・家庭ごみの出し方冊子・収集カレンダー・ごみレポート・ＨＰ等で広く周知
を図る。

結果 平成28年度 達成度 2.98 重要度 4.13

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 5-2 施策名 資源循環の推進 主担当課 業務課

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

桜井市指定収集
袋等の販売委託

環境総務
課 庶務係

現状
維持

効率的な行財政運営のため、事業を維持し、ごみ処理経費の一
部を市民に負担していただく。平成31年度に家庭用可燃・不燃
ごみ袋（大）を値上げ予定。

A

B

3
任意の
自治事
務

適正なごみ処理
計画を推進する
ための運営・管理

環境総務
課 庶務係

現状
維持

今後もより一層の経費削減に努める。 B

2
任意の
自治事
務

環境保全協定に
伴う調査

環境総務
課 庶務係

現状
維持

住民の健康と快適な生活環境の保全並びに自然環境を保持す
るため、施設稼動上継続する必要があるため実施する。

B

5
任意の
自治事
務

住宅用太陽光発
電システム設置奨
励金交付

環境総務
課 環境対
策係

廃止
／休
止

奨励金制度を創設した平成２５年度は住宅用太陽光発電システ
ムの導入価格が高かったため、奨励金制度はシステム導入の普
及促進の役割を果たしていた。しかし、近年ではシステムの導入
価格が下がり、普及促進する当初の目的を十分に達成した。ま
た、国や県、多くの自治体も同様の理由で、補助制度を廃止し
ている。

C

4
任意の
自治事
務

廃棄物処理関係
団体との連携

環境総務
課 庶務係

現状
維持

労働基準協会、危険物安全協会等の研修に参加することによ
り、今後の市廃棄物行政に活かしていく。

A

7
任意の
自治事
務

リサイクルの啓発
活動

業務課 資
源推進係

現状
維持

ごみレポートの作成等の啓発活動により、分別意識の高揚を図
る。

B

6
任意の
自治事
務

河川泥上げ清掃
の実施

業務課 収
集係

現状
維持

①住民のニーズがあり、河川美化・衛生面からも継続を必要とす
る。　　②旧炉解体工事の完了にともない、汚泥仮置き場の確保
が喫緊の課題となっている状況も含め業務委託内容及び担当
部署について見直しの必要がある。

B

9
任意の
自治事
務

資源集団回収団
体への助成

業務課 資
源推進係

現状
維持

回収団体の育成によって、分別収集の徹底と資源再利用を図
る。

B

8
任意の
自治事
務

家庭生ごみ自家
処理容器設置へ
の助成

業務課 資
源推進係

縮小 市民からのニーズがあり、ごみ減量化のため継続する。

A

11
任意の
自治事
務

廃棄物減量等推
進員制度と清掃
指導員制度の確
立

業務課 資
源推進係

現状
維持

今後も推進員による活動を継続する。 B

10
任意の
自治事
務

ごみの分別収集
の実施

業務課 資
源推進係

現状
維持

循環型社会確立のため、今後も分別収集を継続する。

B12 庶務 業務課庶務事業
業務課 資
源推進係

現状
維持
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 5-2 施策名 資源循環の推進 主担当課 業務課

事業の
方向性 平成32年度

13
任意の
自治事
務

旧焼却炉及び旧
粗大ごみ処理施
設解体

施設課 施
設管理係

完了 平成31年3月29日をもって、解体工事の全工程は終了した。 C

B

15
任意の
自治事
務

リサイクルセン
ター等の維持管
理

施設課 施
設管理係

現状
維持

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、一般廃棄物の
適正処理を継続する。

B

14
任意の
自治事
務

ごみ焼却炉等長
期運営管理委託
業務の実施

施設課 施
設管理係

現状
維持

平成20年度より長期運営管理委託へ移行している。 
（平成20年4月～令和4年11月末まで　期間：14年8ヶ月）

B

17
任意の
自治事
務

大阪湾広域廃棄
物埋立処分

施設課 施
設管理係

現状
維持

大阪湾フェニックスへの搬入量（計画期間における全量）は予め
決められており、ごみ処理広域化によるごみの受入処理を実施
した場合には、別途搬出先の検討が必要となる。

B

16
任意の
自治事
務

最終処分場およ
び水処理施設維
持管理

施設課 施
設管理係

現状
維持

最終処分場はスラグの最終処分をおこなっており、今後も水処
理を適切に実施する。

B

19
義務的
な事務

公害賦課金の実
施

施設課 施
設管理係

現状
維持

公害による健康被害者への補償であり現状維持で事業を継続
する。

B

18
任意の
自治事
務

労働安全講習会
への参加

施設課 施
設管理係

現状
維持

今後も運転管理に必要な資格を取得する。

B

21

20 庶務 施設課庶務事業
施設課 施
設管理係

現状
維持

24

23

22
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24橋（累計）

9 10 ―

② 橋梁補修数 橋

1 1 1

施
策
管
理
指
標

0

416橋（累計）

298 414 ―

0

年間0件

2 2 ―

60%

― ― ―

②
道路水路の状態に起因する
事故件数

年間件数

0 0

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「交通基盤整備」が達成され
たと感じる市民の割合

%

① 橋梁点検数 橋

130 117

平成30 
年度の 

実施内容

社会資本である道路の舗装・道路構造物の補修を行い、事故の未然防止に努めた。H25年作成した橋梁長寿命化修繕計画
に基づき、１橋の橋梁補修や交通安全対策として朝倉台２号線の歩道拡幅整備工事、116橋の橋梁定期点検、市内４ﾄﾝﾈﾙの
定期点検、ﾄﾝﾈﾙ長寿命化修繕計画策定業務を実施した。
桜井駅周辺地区のバリアフリー基本構想に基づき、市道に関する道路特定事業計画を平成31年3月に策定した。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

168,627 千円 238,847 千円 227,792 千円

取り組み
方針

　あらゆる市民が、その居住地・年齢・障害の有無に関わらず、普段の生活や産業活動において安全かつ安心して移動できる
ことが大切です。そのために、既存の道路を最大限に有効活用できるよう、橋梁の長寿命化や道路の維持補修を進めるととも
に、歩道のバリアフリー化などを進めていきます。さらに、緊急性や有効性を十分に検討し優先順位を明確化した上で、新た
な道路整備事業にも取り組みます。
　道路、水路等の日常的な点検・整備・維持・美化清掃等、きめ細かな道路管理については市民の協力と合意が不可欠で
す。自治会等の地域コミュニティと連携した取り組みの体制と仕組みを充実させていきます。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

関連組織 都市計画課

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　道路の環境整備が行き届いており、市民や事業者はどんな状況においても移動に問題がない

目標像の
説明

　市民が、その居住地・年齢・障害の有無に関わらず、普段の生活や災害時において安全かつ安心して市内を円滑に移動で
きる環境が守られており、市民や事業者が快適に利用することで、地域の資源の活用が進んでいる。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 都市建設部

施策番号 6-1 施策名 交通基盤整備 主担当課 土木課
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進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

社会資本である道路の老朽化が進んでおり、沿道住民・道路利用者の利便性の向上及び快適な生活環境の確保を図るた
め、舗装・道路構造物の補修等が必要である。また、新たに橋梁・ﾄﾝﾈﾙの長寿命化修繕計画を作成し、その計画に基づき年
次的な補修工事を実施するとともに、道路法改正に伴う橋梁・ﾄﾝﾈﾙ等の点検は、近接目視により５年に１回の頻度で行い、点
検結果がⅢ判定の橋・ﾄﾝﾈﾙについては次回の点検までに補修工事を行うことが原則とされている。また、通学路の安全対策
は、通学路の合同点検で指摘された危険箇所について早急に改善する必要がある。

施策展開
の方策

道路舗装補修・橋梁長寿命化・ﾄﾝﾈﾙ長寿命化・橋梁ﾄﾝﾈﾙ点検・通学路対策等の補助対象事業について、社会資本整備総
合交付金を活用して、整備し早期実現を図りたい。

結果 平成28年度 達成度 2.30 重要度 4.06

重要度 3.98

アンケート 平成25年度 達成度 2.34 重要度 4.01

ニーズの
方向性

判定

説明
歩行者・車両等の安全な通行確保や通学路の安全対策
等のために、舗装・道路構造物の補修・道路の拡幅等、
市民のニーズが高い。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.28

土木課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

当該年度予定していた道路舗装・道路改良・道路維持修繕等については、概ね達成することができた。また、道路陥
没等の緊急工事についても即座に対応でき、事故を最小限に抑えることができた。
市道に関する道路特定事業計画を策定することにより、バリアフリー化に必要な整備内容、事業費を把握しバリアフ
リー化に向けた基礎資料を作成することができた。

施策番号 6-1 施策名 交通基盤整備 主担当課

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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B12 ゼロ予算
道路ふれあいネット
ワーク事業

土木課 管理
係

現状
維持

組織の確立に向けた具体的な作業を行う。

B

11 ゼロ予算
法定外公共物維持
管理

土木課 管理
係

現状
維持

里道・水路等の法定外公共物の適正な維持管理に努める。 B

10
任意の
自治事
務

道路維持管理事業
土木課 管理
係

現状
維持

市道の適切な管理と各種証明・許可等の事務を行う。

B

9
任意の
自治事
務

道路事故対策
土木課 管理
係

現状
維持

道路上で起きた事故への即時の対応と、事故が起きない対策を講じる。 B

8
任意の
自治事
務

道路保守・点検
土木課 管理
係

現状
維持

道路・トンネル等の安全を確保するため、保守点検を行う。

B

7
任意の
自治事
務

工事に関わる入札事
務

土木課 入札
係

現状
維持

建設工事・建設工事に伴う委託等の入札を実施する。 B

6 庶務 土木課庶務事業
土木課 土木
係

現状
維持

B

5
任意の
自治事
務

白河バイパス整備事
業（県事業）

土木課 土木
係

現状
維持

県事業着手に伴い市も協力していく。 B

4
任意の
自治事
務

各種土木団体との連
携

土木課 土木
係

現状
維持

道路、河川等の整備について、各種団体との連携を図り、国・県等に要望
する。

B

3
任意の
自治事
務

道路維持修繕工事
（舗装補修）

土木課 土木
係

現状
維持

歩行者・車両が安全に通行できるように、路面状態が悪い箇所を補修する。 B

2
任意の
自治事
務

道路維持修繕工事
土木課 土木
係

現状
維持

道路維持補修を行い、日常生活の利便性の向上を図る。

事業の方
向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

道路改良工事
土木課 土木
係

現状
維持

快適な生活環境の充実を目指し道路の有効性を図り、利便性・安全性の向
上を図る。

B

５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 6-1 施策名 交通基盤整備 主担当課 土木課
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24

23

22

21

20

19

18

17

16

B

15

14
任意の
自治事
務

バリアフリー基本構
想の運用

都市計画課
景観まちづ
くり係

現状
維持

策定した特定事業計画に基づき、桜井駅周辺地区のバリアフリー化を進め
る。

事業の方
向性 平成32年度

13 ゼロ予算 工事検査事務
土木課 検査
係

現状
維持

工事点数の公表に伴い、検査内容の点検・精査を行う。 B

５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 6-1 施策名 交通基盤整備 主担当課 土木課
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1件

0 0 ―

② 地元協議会設立件数 件

0 0 0

施
策
管
理
指
標

15

50

10 4 ―

131,000

165,000人

120,764 119,110 ―

60%

― ― ―

②
市営公共交通機関の利
用者数

人

131,000 131,000

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「市内の移動の円滑化」
が達成されたと感じる市
民の割合

%

①
コミュニティバス・予約型
乗合タクシー利用促進
策数

数

15 15

平成30 
年度の 

実施内容

・コミュニティバスについては、初瀬･朝倉台線、多武峯、循環路線の3路線を、デマンドタクシーは、上之郷
地区と高家地区において運行した。また、上之郷地区では、上之郷診療所の閉鎖に伴い、新たに便数を増
便した。・桜井駅前の市営駐車場については、24時間営業・全面機械化を継続し、管理費の軽減と利便性
の向上に努めた。また、桜井駅北口～関空間のリムジンバス利用者に対し、北口駐車場の利用料金の割
引を行った。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

105,561 千円 100,857 千円 109,905 千円

取り組み
方針

　移動手段が確保されていない地域については実情に応じた鉄道、路線バス、乗合タクシー等の公共交通
機関を整備し、市民の移動手段を維持、確保します。
　また、市民とコミュニケーションを図りながら、公共交通機関の利用促進に関する取り組みを行い、市民が
マイカー利用から公共交通機関利用への転換をするように促していきます。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

関連組織 都市計画課

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　誰もが問題なく市内を移動することができる

目標像の
説明

　市民が市内のどこに住んでいても、それぞれの生活スタイルに合わせた必要な移動手段が確保されてお
り、日常生活における通院や買い物等を心配することなく暮らしている。また、そのような環境が、市への来
訪者にとっても目的の場所への移動を便利にしている。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 市長公室

施策番号 6-2 施策名 市内の移動の円滑化 主担当課 行政経営課
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進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

・公共交通の重要性･必要性は高まっているが、一方ではコミュニティバスやデマンドタクシーの利用状況
は低調に推移していることから、持続可能な公共交通網の維持のためには、市民への一層の利用啓発が
必要であるとともに、便数の減便や路線の再編についても、検討を行っていかなければならない。
・桜井駅前の市営駐車場については、一般利用者の増加を見込み、平成30年3月をもって定期利用を中
止としたが、安価な周辺民間駐車場の増加により、その後の収益は減少傾向となっており、今後は利用者
数の確保が課題と考える。

施策展開
の方策

・持続可能な公共交通網の維持のため、市民への利用促進策を展開すると共に、今後も引き続き、路線再
編等の検討を行っていく。
・桜井駅前の市営駐車場については、桜井駅周辺のまちづくりの進展に伴い、北口周辺では「（仮称）ホテ
ルルートイン桜井駅前」の開業により、南口周辺では「エルト桜井」のリニューアルオープンにより、利用者
の増加が想定され、今後の収益は増加を見込んでいる。今後も引き続き、まちづくりの動きと連動しながら、
利用者に対する適正な運営管理に努めていく。

結果 平成28年度 達成度 2.30 重要度 4.06

重要度 3.98

アンケート 平成25年度 達成度 2.34 重要度 4.01

ニーズの
方向性

判定

説明
最近の高齢者による自動車事故の多発を鑑み
ても、公共交通の重要性と、その充実に対する、
市民の関心度は高まるものと考える。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.28

行政経営課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

・コミュニティバスについては、昨年6月の路線再編とダイヤ変更後の運行形態により、滞りなくバスを
運行した。また、デマンドタクシーについては、上之郷診療所が閉鎖されたことに伴い、地元の要望
を受け、便数を増便した。・桜井駅前の市営駐車場については、24時間営業と全面機械化を継続
し、管理費の軽減と利便性の向上に努めた。
以上のことから、Ｂ判定とする。

施策番号 6-2 施策名 市内の移動の円滑化 主担当課

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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12

11

10

9

8

7

6

B

5
ゼロ予
算

パーク＆ライド
都市計画
課 事業・
施設係

現状
維持

桜井駅北口と関西国際空港間を運行するリムジンバスと、桜井
駅北口を経由して運行する夜行高速バス「五条新宿線」の利用
者に、桜井駅北口駐車場の利用料金を割引する。

B

4
任意の
自治事
務

桜井市駐車場運
営事業

都市計画
課 事業・
施設係

拡充
今後、桜井駅周辺のまちづくりの進展に伴い、収益は増加を見
込んでおり、引き続き健全な経営及び施設の維持管理を行う。

B

3
任意の
自治事
務

路線バス運行維
持事業

行政経営
課 行政経
営係

現状
維持

広域路線バスは生活路線・観光路線であり、スクールバスとして
の機能も担う路線であるため、運行維持に向け運送事業者と共
に利用啓発を進める。県交通協議会や関係市村と共に路線の
在り方について継続的に協議を行う。

B

2
任意の
自治事
務

予約型乗合タク
シー運行事業

行政経営
課 行政経
営係

現状
維持

更なる利用者拡大に向け、利用啓発を進めると共に、乗合率向
上の取り組みなど運行方法について検討を行う。

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

コミュニティバス運
行事業

行政経営
課 行政経
営係

現状
維持

「第２次桜井市地域公共交通総合連携計画」及び「地域連携サ
ポートプラン」に基づき、適切で効率的な運行となるように路線
再編も含めて検討を行う。

B

５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 6-2 施策名 市内の移動の円滑化 主担当課 行政経営課
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関連組織 市民協働課

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　市民はそれぞれの暮らしに必要な住環境のもと、安心して快適に生活している

目標像の
説明

　市民は、高齢化や地震等の災害への備えが十分になされた住環境で、それぞれの暮らしの実情に応じた
安全・安心とゆとりのある生活を実現している。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 都市建設部

施策番号 6-3 施策名 住環境の充実 主担当課 営繕課

69,055 千円 66,955 千円 57,637 千円

取り組み
方針

　公営住宅入居者や公共施設利用者が安全かつ安心に利用できるよう、建築物の耐震化や高齢者、障害
者の方に配慮した快適な施設空間の整備を進めます。
　また、市民が自ら良好な居住空間の維持管理に取り組めるよう、市民意識の啓発や情報提供の充実を図
りつつ、市街地における既存住宅ストックの有効活用なども含め、多様な世代の暮らしを支えるための支援
策を調査研究していきます。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

平成30 
年度の 

実施内容

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「住環境の充実」が達成
されたと感じる市民の割
合

%

木造住宅耐震診断実施
戸数

戸

170

80%

― ― ―

②
安全・安心の確保のた
めの建築物の耐震化率

%

90 90

185 115

130戸(累計)

96 96 ―

90

90%

69 69 ―

17件(累計)

12 12 ―

②
木造住宅の耐震改修補
助件数

件

18 20 15

施
策
管
理
指
標

①

市営住宅維持管理に関して、652戸を管理し、家賃収納、家屋修繕、入居募集を実施した。また、火災に
あった2戸を用途廃止した。空き家対策に関して、空き家バンク及び各種啓発事業を実施した。また、管理
不全空家所有者への改善要請及び空家等対策の推進に関する特別措置法（空家特措法）に基づく措置
を進めた。耐震化対策に関して、既存木造住宅耐震診断を15件、既存木造住宅耐震改修について3件の
募集を行った。また住宅相談を受け付けた。公営住宅長寿命化計画に関して、事業の見通しを検討した。
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営繕課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

施策番号 6-3 施策名 住環境の充実 主担当課

重要度 3.86

アンケート 平成25年度 達成度 2.90 重要度 3.84

ニーズの
方向性

判定

説明

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.87

進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

施策展開
の方策

結果 平成28年度 達成度 2.93 重要度 3.89

市営住宅維持管理に関して、16戸の入居募集に対して19件の応募があった。このうち入居決定は8
戸であり、募集戸数に満たなかった。台風・地震や火災等には迅速に対応し、公営住宅における住
環境の維持改善を実践した。家賃収納率等についてはやや低下した。空き家対策に関して、空き家
バンクへの登録は4件、相談件数は61件、マッチング件数は1件であり、見込を下回った。空き家危険
除去について、所有者の自主撤去により2戸の管理不全を解消し、１戸を空家特措法に基づく特定
空家等に認定して措置を進めた。耐震化対策に関しては、既存木造住宅耐震診断、既存木造住宅
耐震改修のいずれにも応募がなかったが、住宅相談を1件受け付け、建築士が住まいの耐震診断・
改修のほかリフォームに関する相談及びアドバイスを行った。

既存木造住宅耐震診断、既存木造住宅耐震改
修については、低調な傾向にある。

・公営住宅長寿命化計画については、財政負担を低減するためのPFI等の事業手法、財源の確保等につ
いて引き続き十分に検討する必要がある。また、まちづくり計画、立地適正化計画等関連する計画と十分に
整合性を取っていく必要がある。
・空き家対策に関しては、庁内担当課間の情報共有や役割分担の調整を図り取り組みを進めているもの
の、市民からの要望が多岐にわたり、かつ対象が私有財産であるため即応が困難である。空き家の利活用
に関しては、バンクを開設して1年余りであるが、件登録数・成約数とも伸び悩んでおり、特に成約数につい
ては、空き家バンクが現状有姿登録のため今後もバンク登録前に、経済的・法的な問題を解決する仕組み
づくりが必要。
・既存木造住宅耐震診断、既存木造住宅耐震改修については、低調な傾向となっているが、今後も引き続
き耐震事業の重要性を市民に訴えていく必要がある。

・公営住宅長寿命化計画の実施に関して、建替事業については、建替地区ごとに基本計画を策定し、まち
づくりに資する公営住宅としての方向性の検討、財政負担の低減化のための事業手法の検討を行う。長寿
命化事業については、当初の計画に加えて、地元要望等も勘案し、より効果的な修繕を実施する。
・空き家対策に関しては、空き家化の予防、適正管理・利活用の推進に関する取り組みを継続して実施し、
空き家の市場流通を促進するため、空き家のマッチングや背景にある経済的・法的な問題を解決する仕組
みとして、空き家対策に関する法律処理や不動産ビジネスのノウハウを含めた幅広い官民連携のネットワー
クをつくり、専門家ネットワークによる空き家ワンストップ相談の構築を行いたい。また、危険箇所の除却につ
いては空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく措置の実施を検討する。
・既存木造住宅耐震事業では、実施件数の向上に向けて広報誌等への掲載や、公共施設でのパネル展
示等、市民への周知方法を工夫することで耐震化の重要性を広めていきたい。

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 6-3 施策名 住環境の充実 主担当課 営繕課

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

空き家対策事業
市民協働
課 協働推
進係

現状
維持

固定資産税の納付書にバンク啓発チラシをいれるなど、空き家
バンク制度の啓発に力をいれていく。

B

B

3
任意の
自治事
務

市営住宅、改良
住宅の使用料に
関する事務

営繕課 住
宅係

現状
維持

裁判手続き等を含めて徴収率を上げる手段を取る。 B

2
任意の
自治事
務

市営住宅の維持
管理

営繕課 住
宅係

現状
維持

現状に即して長寿命化計画を見直したうえで、さらにLCCの抑
制を図る。

B

5
ゼロ予
算

市営住宅空家募
集並びに入居手
続きに関する事
務

営繕課 住
宅係

現状
維持

長寿命化計画の結果をもとに募集戸数を判断していく。 B

4
任意の
自治事
務

公営住宅建替、
大規模改修事業

営繕課 住
宅係

現状
維持

桜井市公営住宅等長寿命化計画は、財政・需要状況に即して
見直しを検討する。

B

7
任意の
自治事
務

住宅相談窓口
営繕課 営
繕係

現状
維持

今後、事業啓発の方法等を検討し相談件数の増加を図る。 B

6 庶務
営繕課庶務事業
（住宅係）

営繕課 住
宅係

現状
維持

営繕課 営
繕係

現状
維持

B

9
任意の
自治事
務

既存木造住宅耐
震診断

営繕課 営
繕係

現状
維持

市民に建物の耐震向上の重要性を訴えていき、引き続き事業を
継続していく。

B

8
任意の
自治事
務

既存木造住宅耐
震改修事業補助
金交付

営繕課 営
繕係

現状
維持

市民に建物の耐震向上の重要性を訴えていき、引き続き事業を
継続していく。

12

B

11

10 庶務
営繕課庶務事業
（営繕係）
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関連組織

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　市民は自分のまちの良さを自覚しており、良好な景観が守られている

目標像の
説明

　自然豊かな歴史文化遺産に恵まれた地域に暮らし、また市民の自律的な活動によって守り育まれてきた
先人たちの遺産や地域の自然の価値を市民が深く理解し、将来に向けて守り受け継いでいく生活の営み
が、良好な景観にあらわれている。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 都市建設部

施策番号 6-4 施策名 景観の保全と活用 主担当課 都市計画課

14,295 千円 11,020 千円 19,321 千円

取り組み
方針

　景観計画を策定することにより、景観の保全と活用に関する取り組みの指針を定めます。
　良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等の調和によって育まれることから、
市民自らが主体的に景観づくりに取り組めるよう、景観に関する啓発・知識の普及、及び情報の提供を通じ
て地域のまちづくり活動を促進するとともに、研修の実施により職員の景観形成に関する理解と意識の向上
に努め、公共事業においては地域の景観づくりの先導的役割を果たすよう取り組みます。
　また、現にある良好な景観の保全と合わせ、新たに良好な景観の創出を図り、観光その他の地域間の交
流の魅力を高めていきます。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

平成30 
年度の 

実施内容

重点景観形成区域のうち桜井駅周辺地区、本町通地区、三輪地区、大神神社参道地区において、地元周
知を終えた景観づくりの手引き案を景観審議会に諮り承認を得た上で、「景観ガイドライン」として認定し、
市のホームページ上で公開し、窓口でも配布し広く周知した。また、「景観ガイドライン」に即した公共施設
（ＪＲ三輪駅公衆便所）や民間施設（レストラン等）を整備したことにより、市民の良好な景観に対する理解が
促進された。初瀬地区については、地域の特色を踏まえた景観ガイドライン（案）を作成した。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「景観の保全と活用」が
達成されたと感じる市民
の割合

%

①
屋外広告物の禁止地域
内での違反広告物是正
率

%

70 74

70%

― ― ―

②
良好な景観の形成に関
する取り組み

数

40 76

78

100%

70 72 ―

90

最終目標：０

76 76 ―

―

②

施
策
管
理
指
標
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都市計画課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

重点景観形成区域である大神神社参道地区、三輪地区、初瀬地区、本町通地区の全体６２３戸のう
ち、本町通地区１４６戸、大神神社参道地区・三輪地区３３３戸、計４７９戸については、「景観ガイドラ
イン」を認定し、ホームページ上で公開し、窓口でも配布し広く周知を行った。また、屋外広告物に関
する簡易除却を２回、是正指導を７回行い、適正な屋外広告物の許可事務を進めた。

施策番号 6-4 施策名 景観の保全と活用 主担当課

重要度 3.92

アンケート 平成25年度 達成度 2.89 重要度 3.93

ニーズの
方向性

判定

説明

市民自らが主体的に景観づくりに取り組めるよ
う、景観に関する意識の啓発、知識の普及が必
要とされています。また、現にある良好な景観の
保全と合わせ、新たに景観の創出が望まれてい
ます。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.78

進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題
市民に対して、「景観ガイドライン」に示されている景観づくりの取り組み状況など景観に関する情報を明確
に伝えることが課題である。また、桜井市街なみ環境整備補助金を活用した修景事業等、市民が積極的に
景観を守る取り組みを促進させることも課題である。

施策展開
の方策

重点景観形成区域のうち、大神神社参道地区、三輪地区、本町通地区については、「景観ガイドライン」を
ホームページや窓口での案内を通して広く周知する中で、修景事業に対する要望を前年度の１１月末まで
にとりまとめ、国に対して補助金の要望を行ったうえで、次年度に桜井市街なみ環境整備補助金を活用し、
市民・事業者・行政が協働して景観を活かしたまちづくりに取り組む。初瀬地区については、今年度に作成
した景観ガイドライン（案）を地元で協議したうえで景観審議会に諮り、「景観ガイドライン」として認定する。
その後、前記の３地区と同様に桜井市街なみ環境整備補助金を活用し、市民・事業者・行政が協働して景
観を活かしたまちづくりに取り組む。

結果 平成28年度 達成度 2.90 重要度 3.88

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 6-4 施策名 景観の保全と活用 主担当課 都市計画課

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

桜井駅周辺の美
観

都市計画
課 事業・
施設係

現状
維持

桜井駅の利用者にとって快適な環境整備に取り組む。 B

B

3
任意の
自治事
務

重点景観形成区
域修景補助事業

都市計画
課 景観ま
ちづくり係

拡充
三輪・大神神社参道地区、本町通地区において国費を要望し本
格的に事業を実施する。

A

2
任意の
自治事
務

景観計画の運用
都市計画
課 景観ま
ちづくり係

現状
維持

景観計画を広く市民に周知し、重点景観形成区域に位置づけら
れている初瀬地区において景観ガイドラインを策定する。

B

5

4
義務的
な事務

屋外広告物の許
可事務

都市計画
課 景観ま
ちづくり係

現状
維持

違反広告物への簡易除却、是正指導を引き続き実施する。

7

6

9

8

12

11

10
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関連組織

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　日常的にみどりとふれあい、屋外で余暇を楽しんでいる

目標像の
説明

　子供から高齢者まで、市民は身近なみどりとのふれあいの場が充実することで、日頃から屋外で余暇を楽
しんでおり、心身が癒され、健康が増進している。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 都市建設部

施策番号 6-5 施策名 都市環境の向上 主担当課 都市計画課

51,420 千円 60,060 千円 227,002 千円

取り組み
方針

　高齢者がさらに多くなるこれからの時代に、身近な憩いの場の充実を図るために、地域の歴史や自然資
源を活かしながら、健康増進機能の充実やユニバーサルデザイン化を推進するなどして、誰もが安全に安
心して、そして気軽に利用できる公園緑地の整備を進めます。
 　また、公園緑地に対する新たなニーズ、多様化するニーズに応えるために、市民との協働による効果的
な整備や適正で効率的な管理を進めていきます。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

平成30 
年度の 

実施内容

・公園整備について、鳥見山緑地公園に関しては、公園外周園路保護工事を実施した。また、桜井中央児
童公園に関しては、工事着手に向けて、実施設計を行った。
・公園管理における植栽管理については、伐採・剪定等を計画的に実施した。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「都市環境の向上」が達
成されたと感じる市民の
割合

%

①
バリアフリー化された都
市公園数

箇所

20 20

70%

― ― ―

②
公園の清掃ボランティア
参加数

人

2000 2000

20

31箇所

18 18 ―

2000

2,000人

3241 3555 ―

―

②

施
策
管
理
指
標
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都市計画課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

・公園整備について、鳥見山緑地公園に関しては、公園外周園路保護工事を実施し、継続して事業
を実施していく。また、桜井中央児童公園に関しては、地元自治会からの要望や、基本計画時のア
ンケートやボランティア団体の意見を踏まえ、工事着手に向けて、実施設計を行った。
・公園管理については、予算の範囲内で最大限の適正管理に努めており、予算の不足する範囲に
ついては、職員での直接作業で補った。また、アダプトプログラムの活用によりボランティア参加者数
は増加した。
・既存公園のバリアフリー化については、休止している。
以上のことから、Ｂ判定とする。

施策番号 6-5 施策名 都市環境の向上 主担当課

重要度 3.73

アンケート 平成25年度 達成度 2.78 重要度 3.68

ニーズの
方向性

判定

説明
公園管理について、既存公園における高木など
の修景施設や遊戯施設等の適正な管理を求め
る声が年々増加している。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.73

進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

平成１７年度から平成２７年度まで公園事業を休止していたため、既存都市公園における遊具等の遊戯施
設については更新を見送っており、また高木の管理についても必要最低限の対応となっているが、強風等
により倒木の恐れがある枯木や成長しすぎた支障木等の対応も含め、市民のニーズも年々増加傾向にあ
り、施設管理・植栽管理の見直しが必要である。

施策展開
の方策

・公園整備について、鳥見山緑地公園に関しては、平成３０年度より公園外周園路保護工事に着手してお
り、継続して事業を実施していく。また、桜井中央児童公園に関しては、平成３０年度に行った実施設計を
基に、令和元年度より４ヵ年で再整備を実施する。
・公園管理については、平成３０年度に作成した、公園点検管理台帳を活用し、職員作業で年４回の公園
施設点検を実施し、適正な管理に努めていく。また、支障高木についても、年次計画を立て、伐採や剪定
作業を実施していく。

結果 平成28年度 達成度 2.74 重要度 3.67

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 6-5 施策名 都市環境の向上 主担当課 都市計画課

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

桜井公園の整備
都市計画
課 事業・
施設係

廃止
／休
止

現在着手中の鳥見山緑地公園及び桜井中央児童公園事業の
完了後に事業を実施する。

C

A

3
任意の
自治事
務

都市公園の適正
管理

都市計画
課 事業・
施設係

現状
維持

都市公園施設の適正な安全管理を行う。 B

2
任意の
自治事
務

鳥見山緑地の整
備

都市計画
課 事業・
施設係

現状
維持

H30年度より公園外周園路保護工事に着手しており、継続して
事業を実施していく

A

5
ゼロ予
算

公園清掃ボラン
ティア啓発事業

都市計画
課 事業・
施設係

現状
維持

公園の清掃ボランティア参加を呼びかける。 B

4
任意の
自治事
務

桜井中央児童公
園の整備

都市計画
課 事業・
施設係

現状
維持

H30年度に実施設計業務を完了し、以降4箇年で工事を完了

C

7

6
義務的
な事務

市内都市公園の
バリアフリー対策

都市計画
課 事業・
施設係

廃止
／休
止

現在着手中の鳥見山緑地公園及び桜井中央児童公園事業完
了後に事業を実施する。

9

8

12

11

10
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関連組織

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　時代にあった適正な土地利用がなされ、暮らしの環境も自然環境も良好に保たれている

目標像の
説明

　歴史に守られた自然や、地域の生活とともに育まれ守られてきた自然の価値を市民が理解しており、守り
受け継ぐ取り組みが継続して行われている。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 都市建設部

施策番号 6-6 施策名 土地利用の最適化 主担当課 都市計画課

6,373 千円 30 千円 108 千円

取り組み
方針

　歴史に守られた自然や、地域の生活とともに育まれ守られてきた自然を守るために、市民に身近にある良
好な自然の価値を理解してもらうための取り組みを進めるとともに、地域の活性化に向けた土地利用と農地
や里山などの保全のバランスに十分配慮した先見性のある計画的な保護対策（保護指定等）の取り組みを
展開していきます。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

平成30 
年度の 

実施内容

立地適正化計画をもとに、居住誘導区域外の区域での開発行為に関する届出を５件受理した。各種許認
可事務により、適切な土地利用を誘導した。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「土地利用の最適化」が
達成されたと感じる市民
の割合

%

①
桜井駅（鉄道・バス等）
利用者数

人

― 4194059

70%

― ― ―

②
歴史的風土保存区域面
積

ha

1226 1226

4200290

4,206,521人

4187828 4084193 ―

1226

1,226ha

1226 1226 ―

―

②

施
策
管
理
指
標
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都市計画課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

立地適正化計画において都市機能誘導区域に位置づけている桜井駅周辺では、誘導施設として定
めている子育て支援施設、コミュニティセンター、スーパーを整備する計画が進んでおり、立地適正
化計画に即したまちづくりが進んでいる。また、各種許認可事務を行うことにより、暮らしの環境も自
然環境も良好に維持されている。

施策番号 6-6 施策名 土地利用の最適化 主担当課

重要度 4.25

アンケート 平成25年度 達成度 2.89 重要度 4.16

ニーズの
方向性

判定

説明
少子高齢化に対応し、持続可能な都市構造の
構築に向けた土地利用が必要とされている。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.77

進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環
境を実現することが求められている。また、効率的・効果的な行財政運営を行うために立地適正化計画に基
づいたコンパクトなまちづくりを進めるため、都市機能の誘導や居住の誘導に向けた施策・事業を行うことが
課題である。

施策展開
の方策

平成２９年度に策定した「桜井市立地適正化計画」に基づき、コンパクトなまちづくりを進めるため、５つのま
ちづくり（大神神社参道周辺地区、桜井駅周辺地区、中和幹線粟殿近隣周辺地区、長谷寺門前町周辺地
区、近鉄大福駅周辺地区）を推進する。

結果 平成28年度 達成度 2.97 重要度 4.07

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 6-6 施策名 土地利用の最適化 主担当課 都市計画課

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

立地適正化計画
の運用

都市計画
課 景観ま
ちづくり係

現状
維持

立地適正化計画をもとに届出を受理する。 B

B

3
義務的
な事務

生産緑地の保全
都市計画
課 景観ま
ちづくり係

現状
維持

生産緑地法により指導し、生産緑地法の改正により創設された
特定生産緑地の指定に向け周知活動を行う。

A

2
義務的
な事務

用途及び土地利
用の定期見直し

都市計画
課 景観ま
ちづくり係

現状
維持

奈良県都市計画区域マスタープランの改定、第６次桜井市総合
計画策定の状況を確認しながら、都市計画マスタープランの改
訂を検討する。

B

5
義務的
な事務

開発指導・建築指
導行政の適正な
推進

都市計画
課 景観ま
ちづくり係

現状
維持

都市計画法・宅地造成等規制法により指導する。 B

4
義務的
な事務

都市計画審議会
の開催

都市計画
課 景観ま
ちづくり係

現状
維持

都市計画法により開催する。

7

6

9

8

12

11

10
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―

②

100 100

100%

100 100 ―

90.00

92%

88.99 87.27 ―

施
策
管
理
指
標

① 基幹施設の耐震化率 %

100

85%

― ― ―

② 有収率 %

90.00 90.50

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「上水道の安定経営」が達
成されたと感じる市民の割
合

%

日

平成30 
年度の 

実施内容

主要事業として、平成２８年度に作成した「桜井市配水管路更新計画」を基に配水管の更新整備を行い災害時に強い
水道構築に努めた。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

1,547,946 千円 1,449,621 千円 1,727,349 千円

取り組み
方針

　利用者がいつでも安心しておいしい水を飲むことができるよう、水道事業の長期的な展望である桜井市水道ビジョンを
策定しました。これにより職員一人一人が、桜井市の現状と将来見通しを分析・評価し、目指すべき将来像とその実現
に向けた取り組みを検討することで、互いに連携しながら効果的に事業を進めていきます。
　耐震化を含めた施設の整備や未普及地域の解消、環境対策などを進めながら、アセットマネジメントの視点で、施設
の重要度を判断し、適切な維持更新計画のもと施設の延命化を図ります。
　このような取り組みにより、適正な財政計画のもとで効率的な運営を進め、将来にわたる安定経営を目指します。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

関連組織 上水道課

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　いつでも、安全でおいしい水が飲める

目標像の
説明

　水道利用者は、水道資源を守るために、自ら水道事業に働きかけ協力することで、水道事業者が運営する災害に強
い水道により、衛生的でおいしい水をいつでも飲むことができる。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 上下水道部

施策番号 6-7 施策名 上水道の安定経営 主担当課 経営総務課
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進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

①水道事業全体が抱える課題として「人口減少による水需要の減少」「老朽化施設の更新や耐震化対応による投資費用の増大」「職
員の減少、技術力の低下」が挙げられ、桜井市においても例外でなく課題となっている。
②平成27年度に桜井市水道事業経営戦略の策定を行い、経営面において自己水源を確保する事が有利と判断されている。このこと
から、平成29年度廃止した初瀬浄水場の水源であった初瀬ダムからの水利使用許可流量を外山浄水場の自己水源として確保し自
己水源の維持を目指す。
③平成29年度から配水管路更新計画に基づき更新工事を実施しているが、人員及び財政面において計画どおり更新が進まないこと
が予想される。
④今後、配水管路の老朽化に伴い今以上の頻度で多発が予想される折損事故の初期対応等について、職員の計画的な育成が必
要である。
⑤上水道未普及地域については、今後どのように対応していくのかを本格的に検討する時期に来ている。

施策展開
の方策

①平成29年度に奈良県が「県域水道一体化の構想」を提示し、平成30年度より奈良県と県内28市町村による検討会が設置された。平成31年度には
ワーキンググループを設置し事業のすり合わせを開始している。令和2年度に「一体化に関する覚書」、令和8年度に「上水道の経営統合」その後「上
水道の事業統合」を目指し協議が始まっている。
②平成27年度より、初瀬ダムからの水利使用許可流量を外山浄水場で使用できる安定水利として国、県と継続して協議を行っている。
③管路や施設更新については中長期的な更新計画を立てており、平成２９年度より重要給水施設配水管更新を年次的に進めているが、財源の確保
が必要となる。そこで経営戦略を策定し、適正な料金設定を行うことで財源を確保し計画的な事業継続に努める。
④水道事業職員数の減少により危機災害時には技術職員が不足するため迅速な対応に課題が残っており、計画的な人員配置が必要となる。また、
大規模断水時については、市長部局からの応援体制を整えており、給水班に応援を求める職員には毎年度、研修訓練を予定している。
⑤上水道未普及地域について、現在要望書が提出されている３地区（萱森口之倉地区、和田地区、修理枝地区）については、現状施設についての
確認及び給水方法の検討・調査等、基本計画は概ね完了している。その他の上水道未普及地域については、すべてを上水道給水区域とするのは大
変困難であることから、まずは上水道給水区域を決定し、それ以外の地域については上水道以外での給水方法について市長部局と共に検討し、取り
組みを進めていく必要がある。

結果 平成28年度 達成度 3.36 重要度 4.28

重要度 4.32

アンケート 平成25年度 達成度 3.33 重要度 4.28

ニーズの
方向性

判定

説明

市民の意識は、災害や自然環境への高まりからも
「水・水道水」に対してのニーズは増していると考える。
そのニーズに答えるべく今後も水道事業の果たす役
割は大きいと考えられ、有収率の向上に努め、管路の
耐震化を進め、安心・安全の水道水供給を実施し続
けたい。

市民
指
数

平成21年度 達成度 3.20

経営総務課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

給水人口の減少や水需要の低下より、給水水量及び給水収益は減少している。しかし最終的に黒字決算も確
保できており、現状では水道事業の経営は保たれていると考える。有収率については、当該年度の目標値に達
していない状況であり継続して漏水調査を実施していくと伴に、深夜の最低流量の監視に努めることで有収率の
向上を目指したい。　また、基幹施設（外山浄水場、各配水地）の耐震化については、すべて完了している。

施策番号 6-7 施策名 上水道の安定経営 主担当課

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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B12
任意の
自治事
務

適正な施設維持点
検の実施

上水道課
浄水係・施
設係

現状
維持

　専門業者による浄水場設備機器および外部施設の点検により、不具
合箇所の早期発見及び点検報告による計画的な修繕の実施。

B

11
任意の
自治事
務

水源の確保
上水道課
浄水係・施
設係

現状
維持

　安全な水を確保するため、水源施設の維持管理を行う。 B

10
任意の
自治事
務

県営水道・浄水受
水の確保

上水道課
浄水係・施
設係

現状
維持

　平成30年度は、桜井市の全給水量の約64%が奈良県営水道から受水
する浄水で賄っている。1年間の配水量予測を基に自己水を十分に活
用した県営水道受水計画をたてた申込、承認を受ける事で確保し、受
水年度に確保した受水量を計画的に受水する。

B

9 庶務
水道総務課庶務事
業

経営総務課
総務係

現状
維持

B

8
義務的
な事務

量水器取替業務
経営総務課
総務係

現状
維持

計量法に基づき計画的に取り替え交換を実施する。

B

7
義務的
な事務

企業債償還
経営総務課
総務係

現状
維持

償還計画に基づき、企業債を償還（返済）する。 B

6
義務的
な事務

営業外費用（企業
債利息他）

経営総務課
総務係

現状
維持

企業の営業成績を把握するために、営業外費用を計上する。

B

5
義務的
な事務

水道施設の減価償
却

経営総務課
総務係

現状
維持

毎年度の減価償却費や資産の減耗費を計上する。 B

4
義務的
な事務

営業設備の更新
経営総務課
総務係

現状
維持

引き続き、計画的に更新し、継続していく。

B

3
任意の
自治事
務

請求書等発送事務
経営総務課
総務係

現状
維持

水道料金等の収納、徴収のため継続して実施する。 B

2
任意の
自治事
務

水道料金徴収等に
関する業務の委託

経営総務課
総務係

現状
維持

水道事業の検針・調定・収納・徴収・料金計算等の業務を民間に委託
することにより、市民サービスの向上や経費削減を目的として事業を実
施する。

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

水道協会等との連
携

経営総務課
総務係

現状
維持

引き続き、各団体等で行われる、各種研修を通じて、職員の水道技術
の向上を図る。

B

５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 6-7 施策名 上水道の安定経営 主担当課 経営総務課
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22 庶務

24

23

21
任意の
自治事
務

漏水調査
上水道課
給水係・工
事係

現状
維持

B

日々発見通報される漏水を修理することによって支出を抑える。

水道施設課庶務事
業(給水係･工事係）

上水道課
給水係・工
事係

現状
維持

B

C

18
任意の
自治事
務

管路網図を元に漏水箇所を発見するため、計画的に調査を行い水道
事業の安定経営に努める。

B

20
任意の
自治事
務

漏水復旧工事等
上水道課
給水係・工
事係

現状
維持

19
任意の
自治事
務

新規水道施設の整
備

上水道課
給水係・工
事係

縮小
宅地・商業地開発等により、新規に水道本管を布設する。 
規制緩和により上水道課の設計・施工業務は減少する。ただし監督・検
査業務は引き続き実施する。

17 庶務
水道施設課庶務事
業(浄水係･施設係）

上水道課
浄水係・施
設係

現状
維持

B

　過去5年検査結果を基に水質検査計画を実施前年度に作成し、計画
に沿って、奈良広域水質検査センター組合等に依頼。また、異常値、緊
急時における臨時の検査を行う。

年次計画による計
画的布設替え (老朽
管等布設改良事
業）

上水道課
給水係・工
事係

拡充
配水管路更新計画により更新を行う予定であるが、年度毎の工事費に
充てる予算規模により更新距離等は増減する。

B

B

14
任意の
自治事
務

B

16
義務的
な事務

水質検査の実施
上水道課
浄水係・施
設係

現状
維持

15
義務的
な事務

奈良広域水質検査
センターとの連携

上水道課
浄水係・施
設係

現状
維持

　水道法で定められている水質基準項目のうち、省略ができない項目を
奈良広域水質検査センター組合にて検査を行う。

水道施設運転効率
化事業

上水道課
浄水係・施
設係

現状
維持

　外山浄水場施設運転時に低価格時間帯電力を効率よく活用すること
で、負荷率の向上とピークカットを行い電力コストを削減する。また、当
浄水場は負荷率65%を越えていることから、電力調達入札を行っていな
いが、より有利な電力を調達できるよう、新電力の動向を注視し、可能な
場合は入札へ移行する。

事業の
方向性 平成32年度

B

B

13
任意の
自治事
務

施設運転管理の外
部委託

上水道課
浄水係・施
設係

現状
維持

平日夜間、休日における外山浄水場の運転管理及び外部水道施設の
巡回点検等の業務委託の内容は、現状を維持する。

５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 6-7 施策名 上水道の安定経営 主担当課 経営総務課
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関連組織 環境総務課,施設課

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　市民一人一人の心がけと適切な排水処理のおかげで、水質汚濁が防止され、市民は衛生的な生活を
送っている

目標像の
説明

　生活排水だけでなく多くの要因が関係している公共用水域の水質汚濁に対し、行政、事業者、市民一人
一人が、水質汚濁の原因者となりうるという認識をもち、それぞれが排水対策を講じることで、自然環境が保
護され、衛生的で文化的な生活を送っている。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 上下水道部

施策番号 6-8 施策名 生活排水の適切な処理 主担当課 下水道課

584,171 千円 610,586 千円 661,174 千円

取り組み
方針

　健全な水循環を守るために、今後は市内に分散する居住地域における排水対策も含め、公共用水域の
水質の浄化、生活排水対策を進めます。
　また、生活排水処理の重要性について積極的な啓発を行い、行政・市民・事業所が協力して水環境の保
全に取り組んでいきます。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

平成30 
年度の 

実施内容

・下水道管渠の整備を1,118m行い、行政区域内整備面積を14.775ｈａ広げ684.685ｈａとした。
・合併処理浄化槽設置補助については、30基の予算に対し20基の補助を実施した。
・民間会社による運転管理を行い、し尿処理施設の性能を十分に発揮し、15,895kLを衛生処理した。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「生活排水の適切な処
理」が達成されたと感じ
る市民の割合

%

① 汚水処理人口普及率 %

70.2 71

75%

― ― ―

② 放流河川の水質（BOD) mg/ℓ

5 5

73

86.0%

70.6 72.6 ―

5

5mg/ℓ

2.3 1.6 ―

32.1kl/日

45.6 43.5 ―

②
し尿・浄化槽汚泥搬入
量

kl/日

36.4 35.1 33.4

施
策
管
理
指
標
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下水道課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明
・下水道の未普及対策事業を社会資本総合整備計画に基づき整備を行った。また、地元要望箇所
においても優先順位をつけ計画的に整備を行った。
・し尿・浄化槽汚泥を衛生処理し、環境基準を満足して放流した。

施策番号 6-8 施策名 生活排水の適切な処理 主担当課

重要度 4.32

アンケート 平成25年度 達成度 3.05 重要度 4.28

ニーズの
方向性

判定

説明
水路・河川の水質保全のため、公共下水道の整
備や合併処理浄化槽の設置補助等、一層の生
活排水対策事業の推進が必要である。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.86

進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

・公共下水道事業の進捗状況や投資効果も検討し、下水道全体計画区域の縮小や合併処理浄化槽の活
用を検討する必要がある。
・公共下水道の整備については、市街地の整備を重点的に早期に整備を完了しなくてはならない。また、
下水道全体計画区域の縮小に向けて、区域の変更となる住民に説明会等を開催し理解を求めなければな
らない。
・本市の下水道事業は、昭和53年の供用開始以降、40年が経過しており、30年を超えると管路の損傷・劣
化の進むことが予想されるため、計画的に維持管理事業を進めていく必要があり、今後の事業は、長寿命
化など維持管理費を拡大しなくてはならない。

施策展開
の方策

･国は、汚水処理について早期(令和7年度)で概成するよう推進しており、公共下水道の整備区域の見直し
や事業計画区域内を計画的に早期に整備しなくてはならない。
・下水道全体計画区域の縮小を検討するうえで、合併処理浄化槽の活用が見込まれることから補助の拡大
が必要である。
・下水道長寿命化基本計画に基づき策定した維持管理計画に従い、順次ＴＶカメラ等による管路の点検を
実施し、改築・修繕が必要と判断された箇所について長寿命化詳細設計を策定し、維持管理事業を進め
る。

結果 平成28年度 達成度 3.19 重要度 4.24

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 6-8 施策名 生活排水の適切な処理 主担当課 下水道課

事業の
方向性 平成32年度

1
義務的
な事務

し尿収集・運搬・
料金収納業務の
委託

環境総務
課 庶務係

現状
維持

公共下水道の普及に伴い、効率的な収集体制の整備を図る。 B

B

3
任意の
自治事
務

し尿処理施設の
整備及び改修

施設課 施
設管理係

現状
維持

今後も引き続き、長寿命化計画及び整備計画に基づき施設を
保全し、施設の安定稼働の維持に取り組む。

B

2
任意の
自治事
務

し尿処理施設運
転管理委託

施設課 施
設管理係

現状
維持

平成28年8月から令和元年7月までの長期継続契約を締結し、
運転管理委託する。

B

5
任意の
自治事
務

し尿処理施設の
維持管理

施設課 施
設管理係

現状
維持

今後も引き続き、し尿処理施設の性能を十分に発揮させ、適正
な処理を行う。

B

4
任意の
自治事
務

し尿処理に伴う沈
砂除去・貯留槽等
清掃の実施

施設課 施
設管理係

現状
維持

今後も引き続き、残渣物を除去し、機器の保全及び水処理の安
定化を図る。

B

7
任意の
自治事
務

合併処理浄化槽
設置の補助

下水道課
企画調整
係

拡充 補助対象区域を広げたことにより、事業の更なる充実をはかる。 A

6
任意の
自治事
務

労働安全関係講
習会への参加

施設課 施
設管理係

現状
維持

今後も労働安全対策及び技術習得を図っていき、労働災害を
起こさない取り組みを行う。

B

9
義務的
な事務

桜井市流域関連
公共下水道事業
（大和川上流流域
下水道）（公共）

下水道課
事業係

現状
維持

公共用水域の水質保全の為、継続して事業を実施する。 A

8 庶務
下水道課庶務事
業

下水道課
企画調整
係

現状
維持

C

11
任意の
自治事
務

桜井市流域関連
公共下水道水洗
化促進事業

下水道課
維持管理
係

現状
維持

公共用水域の水質保全のため、共用開始区域内の水洗化促進
を継続して行う。

B

10
義務的
な事務

桜井市流域関連
公共下水道事業
（大和川上流流域
下水道）（特環）

下水道課
事業係

廃止
／休
止

公共事業に注力するため休止。

B12
義務的
な事務

桜井市流域関連
公共下水道　維
持管理事業（管
渠）

下水道課
維持管理
係

現状
維持

事故の防止及び下水道管渠の長寿命化を図る為、管渠の清
掃・点検を継続して行う。
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 6-8 施策名 生活排水の適切な処理 主担当課 下水道課

事業の
方向性 平成32年度

13
義務的
な事務

桜井市流域関連
公共下水道　維
持管理事業（マン
ホール）

下水道課
維持管理
係

現状
維持

事故防止及び下水道マンホールの長寿命化を図る為、継続して
維持管理を行う。

B

B

15

14
義務的
な事務

桜井市流域関連
公共下水道　維
持管理事業（マン
ホールポンプ）

下水道課
維持管理
係

現状
維持

事故防止及び下水道マンホールポンプ施設の長寿命化を図る
為、継続して維持管理を行う。

17

16

19

18

21

20

24

23

22
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関連組織

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　市民は、自然災害による影響が少なく快適で安心な環境で暮らしている

目標像の
説明

　全ての市民が、普段の生活はもちろん災害時においても安全で快適に暮らすことができる。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 都市建設部

施策番号 6-9 施策名 災害対策 主担当課 土木課

30,337 千円 41,461 千円 49,338 千円

取り組み
方針

　従来から市の課題である平野部での浸水被害や山間地での土砂災害に対し、国・県とも連携をとりながら河川・水路の改修
や砂防などの対策を講じていきます。
　また、それらの対策について市民との合意が十分に得られるよう「洪水土砂災害ハザードマップ」等を活用して、災害対策に
ついての市民との認識共有を図ります。
　さらには、限られた財源のもとで、「人命を守る」ことを最優先課題として各種対策の緊急性を評価し、優先度を明確化した上
で施設整備等に努めていきます。
　また、自治会等の地域コミュニティを通して、市民と連携しながら日常的に道路・水路の点検・整備・機能の維持に努め、常
に防災施設の機能を最大限に発揮できる状態を維持していきます。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

平成30 
年度の 

実施内容
台風やゲリラ豪雨等による浸水常襲地域の浸水被害解消のため、水路幅員やバイパス水路工事を実施。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「災害対策」が達成されたと
感じる市民の割合

%

① 浸水対策整備状況 %

25 50

70%

― ― ―

② 災害発生件数 件

現状値対比
マイナス

現状値対比
マイナス

75

100％

69 74 ―

現状値対比
マイナス

現状値対比マイナ
ス（最終目標0件）人的災害 ０件

住宅災害69件
その他　194件

人的災害 ０件
住宅災害 14件
その他　　40件

―

―

②

施
策
管
理
指
標
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土木課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明
当該年度予定していた市街地浸水対策・水路維持等については、地元協議等に時間を要したため繰越し事業を進め
ていく箇所が多くなった。台風による豪雨や集中豪雨等による災害については、市内一円に被害が発生した軽微な修
繕（崩土撤去等）は対応できた。

施策番号 6-9 施策名 災害対策 主担当課

重要度 4.32

アンケート 平成25年度 達成度 2.78 重要度 4.27

ニーズの
方向性

判定

説明
ゲリラ豪雨や台風による集中豪雨等により浸水の被害が
増加しており、市民が安心して暮らせるための水路の改
修・維持修繕工事等のニーズが高まっている。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.76

進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

近年のゲリラ豪雨や集中豪雨等により市街地において浸水する箇所があり、水路の抜本的な改修や雨水貯留施設の整備が
必要であるが、工事施工に際し、現道が狭く、用地を買収して工事進入路を作らなければならないため、用地地権者の同意を
得るよう現在交渉中である。また、山間部においては、崩土が頻繁に発生しており、通行障害やライフラインの確保が困難にな
る事態が懸念される。

施策展開
の方策

市街地の浸水対策について、水路の排水計画の見直しを行い、地元等と協議し具体的な対策を検討していく。また、補助金
を積極的に利用し、浸水対策事業・災害復旧事業を実施する。

結果 平成28年度 達成度 2.85 重要度 4.27

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 6-9 施策名 災害対策 主担当課 土木課

事業の方
向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

水路改修工事
土木課 土木
係

現状
維持

快適な生活環境の充実を図るため、水路を改修し、浸水防止・水路機能の
維持を図る。

B

A

3
任意の
自治事
務

河川改良事業
土木課 土木
係

現状
維持

河川災害を未然に防ぐため、河川の未改修区間における水路改修等を行
う。

B

2
任意の
自治事
務

市街地浸水対策工
事

土木課 土木
係

現状
維持

地域の生活環境の充実を目指し、浸水常襲地域の解消のため、水路の改
修等や浸水対策の検討を行い、浸水の防止や水路の機能向上を図る。

B

5
任意の
自治事
務

水路維持修繕工事
土木課 管理
係

現状
維持

水路機能の維持を目的に、小規模な修繕工事を行う。 B

4
任意の
自治事
務

災害復旧
土木課 土木
係

現状
維持

集中豪雨等により災害が発生した場合、道路、河川の災害復旧事業を実施
する。

B

7

6 ゼロ予算 雨水流出の抑制
土木課 管理
係

現状
維持

近年の浸水被害を未然に防ぐために、開発の際に雨水流出抑制の指導と
点検を行う。

9

8

12

11

10
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―

②

施
策
管
理
指
標

75

70%

71 74 ―

対前年比
マイナス 対前年比マイ

ナス（最終目標
被害件数0）人的被害０件

住家被害８０件
人的被害０件

住家被害１４件
―

70%

― ― ―

② 災害被害発生件数 件

対前年比
マイナス

対前年比
マイナス

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「防災体制の充実」が達
成されたと感じる市民の
割合

%

① 自主防災組織の結成率 %

70 70

平成30 
年度の 

実施内容

平成２８年４月に発生した熊本地震を教訓に、地域防災計画の見直しや防災研修会を実施した。また、自
主防災組織の訓練に参加し、連携を深めた。
本庁舎の耐震対策として新庁舎建設に取り組んでおり、平成30年度は、新庁舎建設に向け、実施設計・施
工者の選定を行い、実施設計に着手した。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

128,284 千円 123,261 千円 1,508,997 千円

取り組み
方針

　市民の生命や財産を災害や危機から守るために、地域コミュニティを中心とした自助・共助の重要性につ
いて理解を求めるとともに、防災に対する関心を持てるような情報の提供により防災意識の高揚に努め、行
政と市民が連携した地域の防災体制の整備を進めます。また、災害対応を確実にするための避難者用施
設、市民の避難や安否確認を円滑にするための情報伝達の基盤の整備を図り、安心して暮らしていけるま
ちづくりを推進します。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

関連組織 庁舎建設室

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　自然災害や人為的災害に対する施設や情報、活動体制が充実し、安心して暮らしている

目標像の
説明

　市民と行政が協働することにより、容赦なく襲ってきて我々の生活を脅かす災害や危機に対し、迅速に対
応できる体制と環境が整っており、市民は、生命や財産が守られ、安心して暮らしている。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 危機管理監

施策番号 6-10 施策名 防災体制の充実 主担当課 危機管理課
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進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

大規模災害等において、自主防災組織をはじめとする地域コミュニティを中心とした自助・共助の役割が重
要であるが、本市にあっては自主防災組織の組織率が奈良県内他市と比べて、決して高い水準にあるとは
言えない状況である。

職員の防災意識を高め、災害発生時に全庁的な対応が図れるよう平常時より訓練等を行う必要がある。

新庁舎建設の実施設計・施工者を選定し、現在、実施設計に取り組んでいることから、課題を検討したうえ
で、実施設計内容を取りまとめる必要がある。また、建設工事に向けて、安全に配慮した検討と工事ヤード
の確保を進めていく必要がある。

施策展開
の方策

地域住民に対し、自主防災組織や地域コミュニティの重要性についての説明を行うことにより、防災意識の
高揚を図るとともに、自主防災組織率の向上、活動の活性化を図る。

地域防災計画や業務継続計画、初動マニュアル等に基づき、職員の防災意識の向上に努めるとともに、全
庁的な対応が図れるよう訓練や講演会等を引き続き実施していく。

新庁舎建設の実施設計を進め、市民や地域住民の理解をいただきながら、新庁舎建設に向け、安全かつ
円滑に建設工事に取り組んでいく。新庁舎は、市民の安全・安心を守るための災害対策の拠点として整備
していく。

結果 平成28年度 達成度 2.85 重要度 4.27

重要度 4.32

アンケート 平成25年度 達成度 2.78 重要度 4.27

ニーズの
方向性

判定

説明
国内において発生している自然災害等により、
防災に対する関心は高まりつつある。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.76

危機管理課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

熊本地震の事例等をもとに、市民や職員に対し様々な機会を通じて自助・共助の必要性、災害への
備えの重要性を伝えることができた。

自主防災組織等と連携した防災訓練等を通して市民の防災意識の高揚に努めるとともに、地域の防
災体制の整備を進めることができた。

施策番号 6-10 施策名 防災体制の充実 主担当課

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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B12
義務的
な事務

消防防災ヘリコプ
ター運航連絡協
議会

危機管理
課 危機管
理係

現状
維持

引き続き、奈良県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会と連携
を図る。

B

11
義務的
な事務

国民保護協議会
の開催

危機管理
課 危機管
理係

現状
維持

国民保護協議会を開催し、国民保護計画の見直しや関係機関
との連携強化を図る。

B

10
義務的
な事務

桜井市水防協議
会及び桜井市防
災会議の開催

危機管理
課 危機管
理係

現状
維持

地域防災計画・水防計画の見直しや関係機関との連携強化を
図り、災害に強いまちづくりを目指す。平成30年度から令和元年
度にかけては、地域防災計画等の見直しに取り組む。

A

9
任意の
自治事
務

奈良県防災行政
無線の整備・充実

危機管理
課 危機管
理係

現状
維持

平成29年度より奈良県防災行政ネットワークの運用開始。 B

8
任意の
自治事
務

防災無線による
防災用広報シス
テムの整備・充実

危機管理
課 危機管
理係

拡充
引き続き補助事業等を活用しながら、必要となる施設等に災害
発生時における双方向情報伝達手段の確保を進める。

A

7
任意の
自治事
務

避難所案内看板
の設置

危機管理
課 危機管
理係

拡充
災害対策基本法の改正により、指定緊急避難場所及び指定避
難所に改められたので、案内看板も更新をする必要がある。

B

6
任意の
自治事
務

災害避難者用物
資の備蓄

危機管理
課 危機管
理係

現状
維持

備蓄物資の数量および品目の充実を図るとともに、物資の効率
的な活用及び提供のため物資の分散配置についても引き続き
行うこととする。

C

5
任意の
自治事
務

住民通知システ
ム・職員参集シス
テムの導入及び
活用

危機管理
課 危機管
理係

現状
維持

引き続き住民に対しシステムへの登録を呼びかけていく。 A

4
任意の
自治事
務

コミュニティ助成
事業の活用

危機管理
課 危機管
理係

廃止
／休
止

一般財団法人自治総合センターが行う助成事業は採択率が低
く、事務も煩雑であるため、自主防災組織の資機材等整備は、
現行の補助事業により行う。

A

3
任意の
自治事
務

自主防災組織の
育成

危機管理
課 危機管
理係

現状
維持

大規模災害の発生時に備えて、市内の防災体制の強化を図り、
災害に強い安全で安心して暮らせるまちづくりを推進する。

A

2
任意の
自治事
務

防災訓練の実施
（災害図上訓練）

危機管理
課 危機管
理係

拡充
市民の防災に対する意識を高め、地域の防災上の問題点、課
題を具体的・視覚的に把握することができる図上訓練を実施して
いくとともに、住民参加型の実動訓練を実施する。

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

市庁舎の耐震診
断調査及び対策
事業

庁舎建設
室 庁舎建
設係

拡充
平成30年度は、実施設計・施工者の選定を行い、実施設計に着
手した。平成31年度は、実施設計を進め、完了後に工事契約を
締結し、建設工事を進めていく。

A

５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 6-10 施策名 防災体制の充実 主担当課 危機管理課
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24

23

22

21

20

19

18

B

17
任意の
自治事
務

消防団の福利厚
生

危機管理
課 消防団
係

現状
維持

消防団は地域防災力の中核として欠くことのできない存在であ
り、今後も団員に対する福利厚生の充実に取り組む。

B

16
任意の
自治事
務

水防資機材整備
及び維持管理

危機管理
課 消防団
係

現状
維持

災害時に迅速な行動ができるよう、資機材の整備及び維持管理
を行う。

B

15
任意の
自治事
務

消火栓の新設及
消防水利の維持
管理

危機管理
課 消防団
係

現状
維持

水利確保のため、適正な維持管理を行う。 B

14
任意の
自治事
務

消防施設等の維
持管理

危機管理
課 消防団
係

現状
維持

災害時に活動ができるよう、適切な維持管理を行う。

事業の
方向性 平成32年度

13 庶務
危機管理課庶務
事業

危機管理
課 危機管
理係

現状
維持

B

５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 6-10 施策名 防災体制の充実 主担当課 危機管理課
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―

②

施
策
管
理
指
標

50

250件

117 44 ―

対前年比
マイナス 対前年比マイ

ナス（最終目標
発生件数0）人身１９７件

死者３件
負傷者２６９件

人身１３７件
死者３件

負傷者１７１件
―

85%

― ― ―

② 交通事故の減少 件

対前年比
マイナス

対前年比
マイナス

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「交通安全対策」が達成
されたと感じる市民の割
合

%

①
快適な歩行環境の維持
（放置自転車の撤去台
数）

件

250 250

平成30 
年度の 

実施内容

・自転車放置禁止区域における放置自転車の撤去を行った。
・警察、交通安全母の会等とともに、市内の幼稚園、保育所、小学校で交通安全教室を実施したほか、春・
秋の交通安全運動期間中等に街頭啓発を行った。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

16,037 千円 14,489 千円 15,006 千円

取り組み
方針

　交通事故の無い、安全で快適な生活環境を確保するために、交通安全教室の実施や広報紙、ホーム
ページ等による全市的な啓発を行います。また、安全な歩行環境維持のための歩道上の障害物対策につ
いては、放置自転車禁止区域における直接指導や、標識やミニ横断幕の設置など多様な手法を工夫し、
日常的な啓発を行います。
　このような取り組みを通して、市民一人一人の自覚を促し、交通安全意識の高揚を図り、安全に生活して
いけるよう努めます。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

関連組織 土木課

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　交通事故防止の取り組みが充実し、市民が安全に生活している

目標像の
説明

　市民は、行政が行う交通安全に関する様々な啓発活動に関心を持ち、一人一人が自覚を持って行動す
ることにより、快適な交通環境のもと、交通事故の無い安全な生活を送っている。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 危機管理監

施策番号 6-11 施策名 交通安全対策 主担当課 危機管理課
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進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

①エルト桜井周辺の歩行環境の維持
　　（エルト桜井リニューアルに伴う周辺道路での短時間駐輪の増加が見込まれるため）
②社会問題化している高齢者（６５歳以上）の特性に起因する交通事故の防止
③自転車保険の加入促進

施策展開
の方策

①　通勤・通学者を対象とする桜井駅周辺の長時間の駐輪対策については、概ね順調に進捗しているが、エルト桜井
のリニューアルによる施設利用者や買い物客等の増加に伴い、周辺歩道上における短時間駐輪による歩行者の歩行
環境の悪化が懸念される状況であることから、啓発活動や自転車撤去活動を推進していく。
②　当市における高齢者が第１当事者（過失の大きい方の運転者）となる交通事故（自動車のみ）は減少傾向にある
が、全国的には高齢者によるブレーキ操作等の誤りによる悲惨な事故が発生しており、また、当市の高齢者の運転免許
の自主返納数は昨年に比べて減少していることから、この種の事故を発生させないために、さくらい交通安全母の会等
の関係団体と共に各種会議や安全教室で高齢者による事故実態等を伝えることで、運転免許証の自主返納や被害軽
減ブレーキ等の安全装置の装着等を促し、加齢に伴う判断力や運動能力の低下等高齢者の特性に起因する悲惨な事
故の防止を図る。
③　交通安全教室や各種行事等で「自転車の保険」について質問をすると、「知らない」「気になっていても契約の仕方
がわからない」等の反応が多い。自転車保険に加入していなければ、補償に要する費用を実費で工面することとなり、
生活の基盤が根底から覆ることとなるため、加入促進に向け、今後も交通安全教室や各種会議、行事及び広報誌等で
の啓発を行っていく。

結果 平成28年度 達成度 3.05 重要度 4.27

重要度 4.33

アンケート 平成25年度 達成度 3.00 重要度 4.28

ニーズの
方向性

判定

説明
市内における交通事故発生件数は、概ね減少
傾向にあると言える。

市民
指
数

平成21年度 達成度 2.99

危機管理課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明
警察及び交通安全対策関係団体とともに、交通安全意識の高揚を図るための啓発運動等を継続的
に行っている。
また、安全な歩行環境維持のため、放置自転車対策も引き続き行っている。

施策番号 6-11 施策名 交通安全対策 主担当課

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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12

11

10

9

8

7

6

B

5

4
任意の
自治事
務

交通安全意識高
揚のための啓発
の実施

危機管理
課 危機管
理係

現状
維持

市民ひとり一人の交通安全意識の高揚を図り、交通事故のない
安全で快適な地域社会を実現するため啓発活動等を行う。

B

3
任意の
自治事
務

放置自転車等の
防止

危機管理
課 危機管
理係

現状
維持

市民の良好な生活環境を確保し、街の美観を維持するとともに
市民生活の安全の確保を図る。

B

2
任意の
自治事
務

交通安全対策
土木課 管
理係

現状
維持

道路に起因する事故や怪我を未然に防ぐために、交通安全施
設を実施する。

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

路上放置車両等
の撤去

土木課 管
理係

現状
維持

路上放置車両等が発生したら、処理を行う。 B

５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 6-11 施策名 交通安全対策 主担当課 危機管理課
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―

②

施
策
管
理
指
標

50

50件

42 46 ―

対前年比
マイナス

対前年比マイ
ナス

369 371 ―

80%

― ― ―

② 刑法犯罪件数 件

対前年比
マイナス

対前年比
マイナス

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「防犯体制の充実」が達
成されたと感じる市民の
割合

%

① 防犯灯新設件数 件

50 50

平成30 
年度の 

実施内容

・防犯灯の設置（新設：４６基、交換：３基）
・消費生活相談員による出前講座を実施。（実績：7回・参加者143人）
・消費者教育啓発イベントを実施（実績：3回・参加者95人）

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

11,804 千円 10,683 千円 10,576 千円

取り組み
方針

　犯罪の無い、安心で安全な住みよい社会のために、警察との連携を図り、啓発活動を行うとともに、夜間
や人目の少ない場所での防犯のための環境整備の充実を図り、犯罪の未然防止に努めます。
　また、犯罪を起こさせないまちづくりは、地域住民の連帯意識や自主防犯意識の向上が不可欠となること
から、地域安全活動を進めてもらうための支援を行います。
　生活上のトラブルや消費者被害を未然に防ぎ、市民が安全で豊かな生活が送れるよう、適切な情報提供
や啓発を行い、市民の対応能力の向上を図ります。また、市民が対応困難な諸問題を気軽に相談できる機
会として、無料法律相談や消費生活相談など市民相談サービスの充実を図ります。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

関連組織 市民協働課

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　犯罪が無く、子どもから大人まで安心して生活できる

目標像の
説明

　市民は、行政や警察との連携を図りながら、犯罪を起こさせないまちづくりのため自ら地域活動をおこなう
ことにより安心して生活している。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 危機管理監

施策番号 6-12 施策名 防犯体制の充実 主担当課 危機管理課
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進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

①　特殊詐欺被害の防止
②　自主防犯意識の更なる向上
③　犯罪が発生しにくい環境の整備
　　（防犯灯、防犯カメラの設置促進）

施策展開
の方策

①　昨年当市における特殊詐欺被害の発生はなかったが、一方でインターネットによる架空請求や架空ハ
ガキの相談件数は、全相談件数の２８％を占めるなど予断を許さない状況である。そのため、桜井市防犯
協議会との連携及び各行事や安全教室、地域への出前講座、消費者教育イベントにおける啓発活動、
ホームページへの相談情報掲載はもとより、県内及び当市で発生した特殊詐欺の予兆電話の発生につい
ては、安全安心メールによるメール配信を行い、特殊詐欺被害の発生を防止する。
②　昨年は、自転車・単車の盗難被害に認知件数は減少したが、その多くは、無施錠で被害に遭っている
など、個人の防犯意識の欠如に起因していることから、各種行事やホームページ、広報誌等で情報提供
し、自主防犯意識の高揚を図る。
③　防犯灯の設置を促進すると共に各種会議等で防犯カメラの設置補助事業を説明することで、自治会等
による防犯カメラの設置を促し、犯罪が発生しやすい夜間や人目につかない場所の環境の改善を行ってい
く。

結果 平成28年度 達成度 3.18 重要度 4.47

重要度 4.57

アンケート 平成25年度 達成度 3.08 重要度 4.48

ニーズの
方向性

判定

説明
市民の安全・安心に関するニーズは高いと考え
る。

市民
指
数

平成21年度 達成度 3.01

危機管理課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明

警察、防犯各団体と連携し、防犯・暴力団排除・生活安全の意識の向上のための啓発活動を行っ
た。
また、市民が対応困難な諸問題を気軽に相談できる機会としての、消費生活センターの案内や無料
の法律相談等を継続して行っている。

施策番号 6-12 施策名 防犯体制の充実 主担当課

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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12

11

10

9

8

7

6

B

5
任意の
自治事
務

防犯カメラの設置
危機管理
課 危機管
理係

現状
維持

生活安全対策事業として、犯罪のない明るいまちづくりを目指
す。

B

4
任意の
自治事
務

防犯灯の設置
危機管理
課 危機管
理係

現状
維持

生活安全対策事業として、夜間の明るさを確保し犯罪のない明
るいまちづくりを目指す。

B

3
任意の
自治事
務

地域安全の推進
危機管理
課 危機管
理係

現状
維持

市民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進とともに、犯
罪のない、明るく住みよい地域社会の実現のため、防犯思想の
普及・高揚のため啓発活動を行う。

B

2
任意の
自治事
務

消費生活相談事
業

市民協働
課 市民生
活係

現状
維持

市民生活の安全を確保するため、事業の必要性は高い。今後
は、消費者トラブルや犯罪を未然に防止できるよう、消費生活相
談員による市民への消費者教育イベント、市行事への啓発活
動、出前講座等を促進する。

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

法律等相談の実
施事業

市民協働
課 市民生
活係

現状
維持

市民の需要も高く、誰もが気軽に相談が受けることができるよう
に広報やホームページなどを通じて提供していく。

B

５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 6-12 施策名 防犯体制の充実 主担当課 危機管理課
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関連組織

１．施策概要　「PLAN（計画）」

市民生活
の目標像

　消防、救急が充実し、市民が安心して暮らしている

目標像の
説明

　市民は講習会に積極的に参加することで消防・救急に関する知識と技術が向上しており、お互いに助け
合える地域コミュニティと、柔軟化、充実化が図られた消防体制のもとで、安心して暮らしている。

施策評価シート（対象年度：平成30年度） 担当部 危機管理監

施策番号 6-13 施策名 消防・救急の充実 主担当課 危機管理課

766,920 千円 716,987 千円 753,908 千円

取り組み
方針

　広域化により、大災害時の消防力増強とともに、組織の柔軟性を向上させることにより、より安心して暮ら
せるまちづくりを進めます。また、被害の軽減のためには、市民に消防救急に関する知識を取得してもらうこ
とも必要であり、市としても訓練や講習会等への積極的な参加を呼びかけ、いざという時安心して冷静に行
動できるよう支援していきます。

２．実施結果　「DO（実施）」

投入

平成29年度　決算 平成30年度　決算 平成31年度　予算

事業費 ［千円］

日

平成30 
年度の 

実施内容

　消防団事業計画に示された各種教育、訓練及び事業の実施。消防協会等関係機関との各種事業への
参加。

指標名 単位
平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働量（常勤職員） ［活動日数］ 日 日

平成32年度
（最終目標）上：目標/下：実績 上：目標/下：実績 上：目標/下：実績

ま
ち
づ
く
り
指
標

①
「消防・救急の充実」が
達成されたと感じる市民
の割合

%

① 消防団員数 人

700 700

95%

― ― ―

②
市民の訓練等への参加
率（消防団員の参加率）

%

90 90

700

700人

637 601 ―

90

90%

99.1 95.3 ―

―

②

施
策
管
理
指
標
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危機管理課

３．施策の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定

説明
　消防団活動の充実強化のため、奈良県広域消防組合等各種団体の協力を得ながら各種訓練、研
修等を実施することができた。

施策番号 6-13 施策名 消防・救急の充実 主担当課

重要度 4.54

アンケート 平成25年度 達成度 3.40 重要度 4.48

ニーズの
方向性

判定

説明

　局地的な豪雨、台風等による災害や今後発生
が予測される大規模地震などから住民の生命、
身体及び財産を守る地域防災力の重要性が増
す中、消防団へのニーズは高いと考える。

市民
指
数

平成21年度 達成度 3.37

進捗状況

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

課題

　消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律が施行し、消防団の装備の基準が改正され、
整備できていない装備品の早期の配備が求められている。
　また、現時点で配備している資機材（車両・ポンプ等）の更新や新たに配備する車両等の購入など今後も
順次整備していかなければならない。
　消防団員の減少やサラリーマン化により、平日昼間における火災等への出動人員を確保できない状況が
ある。

施策展開
の方策

　国や県等の活用できる補助金、助成等があれば活用し、順次整備を進めていく。
　消防団員の確保に向けて広報紙やホームページの活用、ポスター・パンフレット・リーフレット等の配布な
ど、継続的な団員募集を行っている。また消防イベントでの広報活動や現団員からの勧誘など積極的に団
員確保に努めていく。
　平成２８年から運用している機能別消防団員を活用し、災害等の現場で不足する消防力を補っていく。ま
た、発災時における初動体制の充実・強化のため統廃合の可能性を検討していく。

結果 平成28年度 達成度 3.41 重要度 4.47

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

H21年度重要度平均（4.09）

H21年度達成度平均（2.58）
Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

達成度

重要度

Ⅲ

A （95％以上） B （80％以上） C （50％以上） D （50％未満）

A 増加する方向にある B 現状と変わらない C 減少する方向にある

A 順調 B おおむね順調 C このままでは最終目標の達成が難しい
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５．事務事業の分析と今後の方向性

№
事務の
種類

事務事業名 担当課・係
事務事業評価の結果/⑩事業の方向性 優

先
度

施策番号 6-13 施策名 消防・救急の充実 主担当課 危機管理課

事業の
方向性 平成32年度

1
任意の
自治事
務

消防団装備の充
実強化

危機管理
課 消防団
係

現状
維持

平成２５年１２月に消防団新法が施行され、消防団員の装備の
充実も求められていることから、年次的に整備を進める。

A

B

3
任意の
自治事
務

消防団員の知識・
技術の向上

危機管理
課 消防団
係

現状
維持

消防団員に対する各種訓練・研修等の機会の付与や、防災等
に関する知識の向上を図り、消防団の活性化を図る。

B

2
任意の
自治事
務

消防団組織と活
動の強化

危機管理
課 消防団
係

現状
維持

機動部１１部と傘下の３３部との連携強化を図るため、連携訓練
の充実や若手消防団員に対する訓練機会を設け、消防団組織
の活動の強化を図る。

B

5

4
義務的
な事務

奈良県広域消防
組合運営負担金

危機管理
課 消防団
係

現状
維持

決定事項に従い、事務を滞りなく行う。

7

6

9

8

12

11

10
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